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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）案に関する意見募集手続（パ

ブリック・コメント）の結果について（平成20年４月28日）　　 内閣府公益認定等委員会事務局　

１　意見募集対象

　　公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）案

　　公益法人認定法第５条等について（公益社団法人・公益財団法人関係）

　　整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について（一般社団法人・一般財団法人への移行

関係）

　　参考（公益目的事業のチェックポイントについて）

２　意見募集期間

　　平成20年３月１日（土）から平成20年３月30日（日）まで

３　意見等提出者数

　　１－関係：144

　　１－関係： 38

　　１－関係：132

４　提出された意見等の内容

　　御意見として比較的多かったのは、ガイドライン案の表現ぶりに不十分なところがあり、内容を明

らかにしてほしいというものでした。

５　提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する考え方

　　提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する考え方は、別添１から別添３のとおりで

す。なお、取りまとめの都合上、趣旨が類似のものは集約させていただいています。また、これら以

外にも、ガイドライン案への意見ではないものもありましたが、今後の業務運営の参考とさせていた

だきます。貴重な御意見等を提出いただき、ありがとうございました。

６　その他

　　公益認定等ガイドラインは、委員会の審議を経て、平成20年４月11日に決定されました。

別添１　「公益認定法第５条等について」に関する意見

別添２　「整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について」に関する意見

別添３　「参考（公益目的事業のチェックポイントについて）」に関する意見

別添４　公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）（編注：省略）

※　なお、２月に当委員会が行った質問募集で寄せられた御質問については、すでにその回答を当委員

会のホームページにＦＡＱの形で掲載しているところですが、今回のパブリック・コメントにおい

て、類似の御質問（御意見）が含まれていました。これらの御意見等については、ＦＡＱを引用の上、

御参照いただくこととしたものもあります。
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別添１「公益認定法第５条等について」に関する意見

番号
該当

箇所
御　意　見　概　要

御意見

提出者
御意見等に対する当方の考え方

　法人の公益目的事業を網羅的に定

款の事業又は目的に定める必要はあ

りませんが、各事業との対応関係が

わかる程度に具体的に事業又は目的

が定まっている必要があります。個

別の公益目的事業の定款上の根拠を、

「その他、目的を達成するために必

要な事業」とするのは、対応関係が

明確ではなく、不適切と考えます。

　「公益目的事業比率の見込みが

50％以上であれば満たす」と判断す

るのは申請時であり、認定後におい

て公益目的事業の実施が主たる目的

となっていない実態があれば、第５

条第１号との関係が当然問題となり

ます。なお、事業への従事日数等の

割合は、通常は公益目的事業比率の

算定の基礎となる費用に反映される

ものと考えます。

　例えば純資産額が300万円未満の

財団法人については、資産の増加見

通しを追加的に説明してもらうなど、

法人の実情により必要に応じて説明

を求めるという意味であり、全ての

法人に求めるわけではありません。

このため基準化することは考えてい

ません。

　理事、監事が財産の管理、運用に

ついて適切に関与する体制となって

いることを求めるものですが、申請

時に財産の管理、運用体制を証する

資料を一律に求めることは予定して

いません。その趣旨を明確化するた

めにガイドライン（案）に所要の修

正を行います。

　収支（損益）予算書の様式は正味

財産増減計算書の様式に準じます。

民法34条

法人

その他

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　定款に「根拠がない事業は、公益

目的事業として認められないことが

ありうる。」とは、いかなる状態を

意味するのか。法人が実施するすべ

ての公益目的事業が網羅的に明記さ

れていなくてはいけないという意味

か。「その他、目的を達成するため

に必要な事業」という定め方ではい

けないのか。

　「認定法第５条第８号の公益目的

事業比率の見込みが50％以上であれ

ば本号は満たすものと判断する」で

は、第１号の認定基準が無意味にな

る。費用の面だけでなく、公益目的

事業が日数、労力などの点でどれだ

けの割合で実施されるのかを「主た

る」どうかの判断の要素に加えては

どうか。

　認定法第５条第２号関係について、

追加的に求められる今後の財務の見

通しについて、どのような説明を求

められるのか基準を示していただき

たい。

　経理処理・財産管理の適正性につ

いて、「役員が適切に関与すること」

とは、何をもって説明すればいいの

か。公益認定等委員会での事務局説

明では、「形式的な内部規定の整備

というよりは法人の理事や監事がき

ちんと財産管理、運用について関与

する体制ができているということを

確認する」とあるが、具体的に何を

もって説明すればいいのか。

　財政基盤の明確化について貸借対

照表、収支（損益）予算書等により、

財務状態を確認し、必要に応じて今

Ⅰ－１

Ⅰ－１

Ⅰ－２

Ⅰ－２

Ⅰ－２

１

２

３

４

５
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

　ＦＡＱの問Ⅴ－１－①をご参照く

ださい。

１　ＦＡＱの問Ⅴ－１－①、②をご

参照ください。例示は専門家によ

る適切な関与と考えます。

２　使用目的を特定しないで徴収

した会費のみで公益目的事業を

実施する場合には、収支相償の

第一段階の判定は省略します。

　　公益目的事業のチェックポイ

ントにおける事業の単位と同じ

考え方で、法人において関連あ

る事業はまとめることができま

す。その旨はガイドライン（案）

で明確化します。また事業をま

とめる際の考え方についてはＦ

ＡＱの問Ⅴ－２－①をご参照く

ださい。

民法34条

法人

民法34条

法人

後の財務の見通しについて追加的に

説明を求める、となっている。そこ

で新たに、収支（損益）予算書の様

式は示されるものなのかお伺いした

い。

　費用及び損失の額又は収益の額が

１億円未満の法人については営利又

は非営利法人の経理事務を例えば５

年以上従事した者等が監事を務める

ことが確認されれば、適切に情報開

示が行われるものとして取り扱うと

なっている。必ず５年従事した者で

なけれならないか。

1.　情報開示の適正性について

　　情報開示の適正性について、外

部監査を受けていない法人、監事

を公認会計士又は税理士が務めて

いない法人においては、公認会計

士又は税理士が法人の情報開示に

どのように関与するかを基に個別

に判断するとあるが、どの程度の

関与、関与の仕方であれば情報開

示の適正性が認められるのかご教

示願いたい（例えば、顧問税理士

の定期的な指導のもとに会計帳簿

等を作成、顧問税理士に指導した

旨の確認印を徴求するといった形

で支障はないのかなど）。

2.　公益目的事業の収入について

　　公益目的事業に係る収入がそ

の実施に要する適正な費用を償

う額を超えないかどうかは二段

階で判断するとあるが、社団法

人で使用目的を特定せずに会員

から会費を徴収、その会費で公

益事業を複数営んでいる場合、

第一段階でいう関連付けられた

経常的な収入と費用がないもの

として、第一段階の判定は省略

され、第二段階で会費収入全体

と公益事業全体の事業費を比較

して判定するという理解でよい

のか、ご教示願いたい。

Ⅰ－２

Ⅰ－２

６

７
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　技術的能力の有無は、申請時にお

いては、公益目的事業のチェックポ

イントで掲げられた技術的能力に関

連する事項の充足度、許認可等の取

得状況及び関係行政機関への意見聴

取を通じて判断します。法人の技術

的能力の内容は、事業に応じ様々で

あるため、更に事業毎に資格者、技

術者等について基準を設けることは

考えていません。

　法人の財務、会計に係る情報開示

の適正性確保も経理的基礎の一つで

す。

　収入見積もりの適切性を確認する

ためのものであり、寄附金は確定し

ている範囲で構いません。申請書の

内容は行政庁との関係において明ら

かにされるものですが、対外的に匿

名が条件となっている寄附金につい

ては、個別に確認する場合もありま

す。

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

　　第１段階の判定のところで、

事業の目的や実施の態様等から

関連する事業もまとめたものを

一くくりとするとあるが、まと

め方として同種・同類の事業で

まとめる方法、23の公益目的事

業単位でまとめる方法、定款の

事業目的に応じてまとめる方法

等いろいろ考えられるが、この

判断は法人の自主判断で行って

よいのか、ご教示願いたい。

　技術的能力について、業務の実施

に必要な技術者資格の保有をチェッ

クするべきである。例えば過半が学

位取得者（博士、修士以上）及び当

該調査・研究経験者（３年以上）と

いった明確な基準を提示すべきであ

る。

　公益法人は適正に情報公開を行う

必要があることは十分認識している

ものの、認定法の第５条第２号は、

「経理的基礎及び技術的能力」を規

定したものであって、「情報公開の

適正性」を「経理的基礎及び技術的

能力」の基準として設けることは適

切ではない。

　財政基盤の明確化において、「寄

附金収入については、寄附金の大口

拠出上位５者の見込み」の情報を求

めることは削除していただきたい。

寄附金については、相手方の意思決

定プロセス及び意思決定のタイミン

グ等を尊重せざるを得ないという事

情があり、収支予算段階では明確で

ない場合が一般である。寄附決定前

において検討中であることを公にし

たくない場合もあり、また、そもそ

も寄附金拠出者の中には匿名を希望

するものもあり、収支予算段階でま

とまった情報を提供するのは困難で

Ⅰ－２

Ⅰ－２

Ⅰ－２

８

９

10
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

　法人において基準を満たすかどう

か見通しやすくするため、一定の者

が監事にいれば問題ないということ

をまず示したものです。

　収支予算書及び収支計算書は、認

定法第21条及び第22条により毎事業

年度作成し、備え置くとともに行政

庁に提出することになっています。

またこの収支予算書は認定規則第30

条で損益ベースでの作成が規定され

ており、従来の収支予算書とは異な

るものであることから、その点を明

確にするために損益予算書と使った

ものです。

　監事については欠格事由が定めら

れており、顧問である公認会計士又

は税理士は欠格事由に該当しません。

　技術的能力の有無は、申請時にお

いては、公益目的事業のチェックポ

イントで掲げられた技術的能力に関

連する事項の充足度、許認可等の取

得状況及び関係行政機関への意見聴

取を通じて判断します。法人の技術

的能力の内容は、事業に応じ様々で

あるため、更に事業毎に資格者、技

術者等について基準を設けることは

考えていません。

ある。

　情報開示の適正性について、公認

会計士・税理士等の関与は、外形に

よる簡易判断の基準として記述し、

役員・職員並びに公認会計士、税理

士、その他経理事務精通者が、経理

情報を正しく把握・整理し開示する

ための書類・帳簿の整備にどのよう

に関与しているのか、といった視点

で個別に判断するのを原則とする考

え方を示していただきたい。

　財政基盤の明確化において、「収

支（損益）予算書等」とあるが、収

支予算書及び収支計算書は、認定後

の公益財団法人等においても作成す

ることとなるのか。また、損益予算

書とは、どのようなものなのか。ま

た、具体的な定義はどうなのか。

　監事を務める公認会計士又は税理

士の要件として、「当該法人の顧問

である公認会計士又は税理士ではな

いこと」を明確にすべきである。

　事業実施のために必要な「技術的

能力」について、公益認定等委員会

にて確認が行われるとのことです

が、芸術・文化の自主事業、主催事

業、施設の貸与等において、その技

術的能力の有無を確認する際、その

基準はどのようなものになるか、お

示しいただきたい。芸術文化の振興

に関する分野においては、学芸員の

ほか特段必須となる資格は無く、ま

た、法令で定められた許認可も必要

ありません。

　この分野における人的能力をどの

ように測るのか、また、どのような

設備が、認定の際の「技術的能力」

となるかを、私どもが申請するに先

立ち、明確にお示しいただく必要が

あります。

Ⅰ－２

Ⅰ－２

Ⅰ－２

Ⅰ－２

11

12

13

14
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15 Ⅰ－２ 1.　財政基盤の明確化については、

財産目録や付属明細書等の資料に

よる確認を追加し、次のように変

更されたい。

　　「貸借対照表で純資産額を、財

産目録で各資産の実態と管理状況

を、収支（損益）予算書により年

度の収入と支出の状況を、それぞ

れ確認し、付属明細書等の資料と

合わせて財務状態を確認する。ま

た、法人の事業規模を踏まえ、必

要に応じて今後の財務の見通しに

ついて追加的に説明を求める。」

　　また、「寄附金収入については、

寄付金の大口拠出上位５者の実績

又は見込み、会費収入については

積算の根拠及び納入実績、借入れ

の予定があればその計画について、

情報を求め、法人の規模に見合っ

た事業実施のための収入が適切に

見積もられているか確認する。」

2.　経理処理・財産管理の適正性に

ついては、確認事項として、次の

事項を追加されたい。

　　「事務所に適切な人数の職員を

置き、事務所職員が財産目録等の

備付け、閲覧、行政庁への提出等

に対応できる体制にあること。」

　　また、「経理の処理については

経理処理規程を、財産の管理及び

運用については財産管理運用規程

を定めていること、経理処理及び

財産管理の実施については法人の

役員が適切に関与すること、開示

情報や行政庁への提出資料の基礎

として十分な会計帳簿を備え付け

ること（注１）、不適正な経理を

行わないこと（注２）について確

認する。」

　　更に、（注１）に記載されてい

る帳簿類を次のように追加された

い。

　　「法人が備え付ける会計帳簿は、

その他 1.　財産目録、附属明細書は申請書

の添付書類であり、これら法人の

財務状態を確認する資料となりま

す。また、新設法人もあることか

ら、実績を一律に求めることは考

えていません。

2.　事務所での財産目録等の備付け、

閲覧等の体制整備は、認定基準と

しての経理的基礎の問題ではなく、

認定後の遵守事項として捉えるこ

とが適当です。更に列挙した帳簿

は例示であり、法人の実情に応じ

て具体的にどのような帳簿を備え

付けるかの選択は法人にあると考

えます。
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

16

17

18

19

Ⅰ－２

Ⅰ－２

Ⅰ－２

Ⅰ－３

事業の実態に応じ法人により異な

るが、例えば仕訳帳、総勘定元帳、

現金出納帳、預金出納帳、予算の

管理に必要な帳簿、固定資産台帳、

基本財産明細帳、会費明細帳、償

却資産その他の資産台帳、得意先

元帳、仕入先元帳等の補助簿が考

えられる。区分経理が求められる

場合には、帳簿から経理区分が判

別できるようにする。」

　費用及び損失の額が１億円以上の

法人には公認会計士又は税理士が勤

めることとなっていますが、努力義

務でいいか。

　何故、１億円以上の法人の監事に

公認会計士又は税理士が務めること

を求めるのか。その理由及び規模（１

億円）の根拠についてお教え願いた

い。

　法人の情報開示に関与する「経理

事務の精通者」とは、具体的にどの

ような者か。「営利又は非営利法人

の経理事務を例えば５年以上従事し

た者」と同義か確認したい。

　「会費収入については積算の根拠」

についての情報を求めるとあるが、

どの程度の積算根拠を求めるのか。

社員総会で積算根拠を示さず、決め

た額ではだめなのか。

　賛助会費を負担して貰っている賛

助会員に対しては、何らかのメリッ

トを供しないと、脱退される可能性

がある。建前は、賛助会費は対価を

求めないものであるが、法人として

は、何らかの意味で謝意を具体的に

表することが合理的と考える。

　したがって、財団法人が開催する

セミナー等の参加費について、賛助

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

　新制度においては、監事は従前以

上に法人の会計について権限と責任

を持ちます。ＦＡＱの問Ⅴ－１－①、

②をご参照ください。

　公益法人のうち、決算額が１億円

以上の法人は比較的大規模であり、

規模の大きい法人は、会計の専門家

である公認会計士又は税理士が監事

となって会計に関する監査をするこ

とがより適切であると判断したため

です。ただし、これは義務ではなく、

法人の情報開示における経理事務の

精通者の関与を個別に説明いただく

ことでも結構です。

　ＦＡＱの問Ⅴ－１－①をご参照く

ださい。

　会費の種類別単価と会員数を予定

しており、単価の積算根拠を求めて

いるものではありません。

　ＦＡＱの問Ⅳ－１－①をご参照く

ださい。非会員の負担において賛助

会員が利益を受けるような関係に

なっていればともかく、賛助会員に

謝意程度のメリットを付与すること

は、合理性を欠く不相当な利益の供

与には当たらないものと考えます。
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　ＦＡＱの問Ⅳ－１－①をご参照く

ださい。

　一定の者に対する権利の付与や経

済的利益の供与で、その利益の規模

が問題とはならないまでも利益の内

容が合理性を欠く場合は、利益を受

ける者の選定が合理性を欠く場合と

ケースとして重複することが多いと

考えられます。

　特別の利益の判断に当たっては、

当該法人の定款等の規定も根拠の一

つにはなりますが、むしろ法人が供

与する利益の実態を捉えることのほ

うが重要です。

　なお、特別の利益の供与の禁止は

公益目的事業の実施に限定した基準

ではないということとの関係で、公

益法人は公益目的事業比率を満たす

民法34条

法人

その他

その他

会費を納入している会員に対し、非

会員の３－５割程度の割引を行うこ

とは、「合理性を欠く不相当な利益

の供与」ではないことを認めてほし

い。

　また、研究・調査関係のシンポジ

ウム、ワークショップをクローズド

ないしセミオープンで開催する際に、

当該研究・調査の関係者以外の会員

にも案内し、参加させることも、同

様に認めてほしい。

　認定法第５条第４項において、株

式会社等営利事業を行う者に利益を

与える活動をしてはならないとされ

ており、例外として公益法人に対し

て公益事業目的のために寄付等をす

ることはよろしいとされていますが、

国公立、私立の大学、研究所、病院

及びそれらに所属する者への金品の

寄付或いは助成金の交付は、公益目

的事業として認められますか。当然

許されると考えますが、関係条項が

不明です。当財団は助成財団であり、

上記対象者に対し多くの実績があり

ます。

　社員の施設優先利用権や対価支払

義務の免除等「利益の内容」によっ

ては「特別の利益」に該当する場合

又は共益に該当する場合があると考

えられるため、「利益を与える個人

又は団体の選定や利益の規模が」を

「利益を与える個人又は団体の選定

や利益の内容又は規模が」に改める

べきである。

　優遇の判断基準は、「社会通念に

照らして合理性を欠く不相当な利益

の供与」というあいまいな基準では

なく、当該団体の規模や事業内容等

を勘案し、当該団体の定款等の規定

に委ねるべきである。

Ⅰ－３

Ⅰ－３

Ⅰ－３

20

21

22
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

範囲で会員等からの会費等をもとに

共益事業を行うことができますが、

この共益事業は一般的には特別の利

益には該当しません。

　特別の利益に該当するかどうかは、

事業の内容や実施方法等具体的事情

に即した個別の判断となり、具体例

を挙げるのは適当ではありません。

なお、申請書類については現在検討

中です。

　ガイドライン（案）は投機的な取

引に当たらない例を示したまでであ

り、これ以外の取引は投機的である

とするものではありません。投機的

かどうかは、具体的事情によります

が、取引の規模、内容、リスク等に

照らして通常の資産運用の範囲と考

えられる取引は投機的な取引には該

当しないものと考えられます。

　資金貸付額は、費用にはなりま

せん。ＦＡＱの問Ⅴ－３－③をご

参照ください。貸付金の元本の返

済は収益にはならないため、収支

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　特別の利益は、抽象的な記述では

なく、具体的事情の例示をするべき

である。申請時に判断する提出書類

は、具体的に何をみて行うのか。特

別の利益の提供は、認定の取消事由

であり、抽象的な基準の下で個別に

判定され、抜き打ち的に利益供与と

判断され、認定取消になることを避

けるような事業の実施を行わなけれ

ばならないため。

　投機的な取引に当てはまらない事

業の例示として「ポートフォリオ運

用の一環として公開市場等を通じる

証券投資等」が挙げられているが、

「公開市場等を通じる」は公益法人

の資産運用に適用されるものでない

ことを確認したい。

　そもそも資金運用を公益法人の行

う事業と位置づけてその解釈をする

こと自体適当でない。まして、投機

的事業に当たらない事例としてポー

トフォリオ運用における「公開市場

等を通じる証券投資」を取り上げる

ことは大きな誤解を生む可能性があ

る。

　公益法人にとって、公開市場のな

い非上場債券（地方債、社債の一部、

仕組み債）への投資は一般的である。

　これらの商品による運用には当然

法人内部の資産運用規則などによる

自己規制の下慎重な投資判断を行う

ことが必要であるが、公開市場を通

じるものに限定すると、ポートフォ

リオ運用の幅が著しく狭まることに

なる。

　公益認定における収支相償原則の

適用にあっては、「公益認定等に関

する運用について（公益認定等ガイ

ドライン）（案）5.認定法第５条第

Ⅰ－３

Ⅰ－４

Ⅰ－５

23

24

25
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26

27

28

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

６号、第14条関係〈公益目的事業の

収入〉」において、第一段階と第二

段階の二段階判定がなされるものと

されていますが、

　第一段階の判定に関しては、次

のいずれかの措置を執っていただ

きたい。

　ア　資金貸付を公益目的事業とし

て行う法人に関しては、経常費

用に資金貸付支出をふくめるこ

と。

　イ　資金貸付を公益目的事業とし

て行う法人に関しては、この第

一段階による判定を要しないこ

ととすること。

　第二段階の判定に関しては公益

目的保有財産の当期取得支出の範

囲内に、公益目的事業として行う

資金貸付を含んでいることを明記

していただきたい。

　収支相償において、剰余金につい

ては、「翌年度に事業の拡大等によ

り同額程度の損失となるようにす

る」とあるのを「翌年度又は翌々年

度に事業の拡大等により同額程度の

損失となるようにする」に改めてい

ただきたい。

　次年度の総会開催までの資金繰り

は、認定法第５条第６号の範囲に含

まれないような取扱いを要望いたし

ます。

　収支相償の判定方法について、申

請時には「収支予算書」の対象事業

年度の見込み額による算定となって

いる。しかし、説明されている「第

一段階」では、「正味財産増減計算書」

における経費となっている。どちら

で算定するのか。同様に公益目的事

業比率の計算について、申請時には、

収支予算書の対象事業年度に係る見

込み額で計算するとしている。しか

し、認定規則第13条２項では、損益

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

相償においては、貸付事業に係る

人件費、事務経費等と受取利息等

とにより判定することになります。

　公益目的事業として行う資金貸

付事業において、貸付金残高を公

益目的保有財産として経理する場

合には、当期貸付実行額は当期公

益目的保有財産取得支出に該当し

ます。

　収支相償の第二段階で生じる剰余

金については、公益目的事業に係る

特定費用準備資金や公益目的保有財

産となる実物資産の取得又は改良に

充てるための資金への繰入れという

中長期の計画に基づく対応も考えら

れ、必ず翌年度に費消しなければな

らないものではありません。

　総会開催時に入金があるまでの資

金繰りについては、損益計算ベース

では年度を通じると収支がほぼ均衡

していると一般的には考えられます。

　申請時においては、収支予算書の

対象事業年度に係る見込み額を損益

計算ベースで算定していただくこと

になります。毎事業年度の決算時に

は、正味財産増減計算書（損益計算

書）を基礎に算定します。



11

パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

29

30

Ⅰ－５

Ⅰ－５

計算書に計上すべき事業費の額と

なっている。

　施設整備を伴う事業の多くは、初

期投資が大きく、借入金も多額とな

り、また、年度間での収支状況も大

きく変化します。このような事業に

ついては、収支相償は、単年度や２ヵ

年を対象期間とするのではなく、事

業期間全体を対象としていただきた

い。

　また、公益目的事業全体で収支均

衡していれば、事業単位で収入が若

干支出を上回った場合も、認定基準

を満たすとできませんか。更に、「収

支相償」では、元金の返済が費用と

見られず、借入金の返済が計画通り

できなくなるケースも出てきます。

　このため、収支相償の規定は、借

入金返済計画を考慮したものとして

欲しいです。

　「公益目的事業の目的や実施の態

様等から関連する事業もまとめたも

個人

その他

　収支相償の基準は、公益目的事業

は不特定かつ多数の者の利益の増進

に寄与するものであり（認定法第２

条第４号）、無償又は低廉な価格設

定などによって受益者の範囲を可能

な限り拡大することが求められるこ

とから、設けられたものです。一方

で、事業は年度により収支に変動が

あり、また長期的な視野に立って行

う必要があることから、本基準に基

づいて単年度で必ず収支が均衡する

ことまで求めることはしません。仮

にある事業において収入が費用を上

回った場合には、翌年度の当該事業

費や将来の当該事業の拡充等に充て

るための特定費用準備資金への積立

てをもって費用と見なすことによっ

て、中長期では収支が相償すること

が確認されれば、本基準は満たすも

のとしています。

　また事業単位の収支相償において

収入が費用を上回る事業については、

当該事業への特定費用準備資金に計

上して、公益目的事業全体の収支相

償の計算を行うことになります。こ

の旨をガイドライン（案）で明確化

します。

　借入金は公益目的事業財産には算

入されず、公益目的事業に関する収

入にも含まれません。公益目的事業

のために特に借り入れたときの利払

い費や借入れにより取得した公益目

的保有財産に係る減価償却費は公益

目的事業費となり得ます。なお、公

益目的事業の資金繰りのためのつな

ぎ融資を受けたときは、返済時に公

益目的事業の収支上剰余が生じ得ま

すので、個別の事情として斟酌する

こともあり得ます。

　公益目的事業のチェックポイント

における事業の単位と同じ考え方で、
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法人において関連ある事業はまとめ

ていただくことで結構です。その旨

ガイドライン（案）で明確化します。

また事業をまとめる際の考え方につ

いてはＦＡＱの問Ⅴ－２－①をご参

照ください。

　「等」は資産取得資金です。ここ

でいう一定の調整計算とは、収益事

業等からの利益を50％を超えて公益

目的事業財産に繰入れる場合に、①

特定費用準備資金及び公益資産取得

資金について当期積立て額は積立て

期間内に計画的に積立てる計算を行

い、当期取崩し額は収支相償の計算

上費用とした資金分のみ収益に加算

する計算を行うこと、②公益目的保

有財産の当期取得支出及び当期売却

収入をそれぞれ費用、収入に加算す

ること、③当期公益目的事業費から

公益目的保有財産に係る減価償却費

を控除することを指します。

　この計算の詳細は、ガイドライン

においては、収益事業等の利益の

50％超を公益目的事業財産に繰入れ

る場合の収支相償の計算方法を示し

た箇所において記載してあります。

　公益目的事業に係る引当金の当期

繰入れ額は経常費用になります。

　収支相償の第二段階において生じ

る剰余金については、公益目的事業

に係る公益目的事業に係る特定費用

準備資金や公益目的保有財産となる

実物資産の取得又は改良に充てるた

めの資金への繰入れという中長期の

計画に基づく対応も考えられるため、

必ず翌年度に費消しなければならな

いものではありません。

　また、特定費用準備資金の「毎年

定常的に行っている活動～」の条件

については、定常的に行っている事

業の物価上昇分の費用増や一定の

ペースでの事業の拡大も対象となり

得るため、ガイドライン（案）を修

民法34条

法人

のを一くくりとし」とされておりま

すが、実務者にとっては、具体例（ど

こまでを一くくりできるのか）が知

りたいとの希望が強いところです。

具体例を示されたら如何でしょうか。

　「特定費用準備資金、公益目的保

有財産等に係る一定の調整計算を

行った上で収支を比較する。」とあ

り、「剰余金の扱いその他」で、そ

れを受けて記載されております。

　ここでいう、公益目的保有財産等

の「等」の具体例を例示した方がよ

いのではないでしょうか。又、公益

目的保有財産の上位概念である「公

益目的事業財産」が、会計上の剰余

金となる場合は、その額を支出額と

みなすべきではないでしょうか。

　特定費用準備資金には、引当金の

引当対象となるものを除く（認定法

施行規則第18条）と規定されており

ますが、負債性引当金（賞与引当金、

退職給付引当金）は、その期中積増

額は、支出とみなされるべきであり、

上記②の「等」に該当すると考えら

れますが、如何でしょうか。

　公益目的事業の継続的かつ的確な

実施上から「翌年度に事業の拡大等

により同額程度の損失となるように

する。」の考え方には次の問題点が

ある。

ア　業務の受託量は、年によって増

減が大きいが、業務体制、技術等

の確保・維持が不可欠であり、常

に収支零の状態では的確な事業実

施に支障が生じる。

イ　「不特定多数の者の利益の増進」、

「公益目的事業の継続的かつ的確

な実施」の観点からも、収入と費

用の関係は長い年数で見るべきで

ある。認定委員会においても同趣

Ⅰ－５31
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

32

33

Ⅰ－５

Ⅰ－５

旨の議論がされており、再考され

たい。

　特定費用準備金の項において「毎

年通常的に行っている活動を通常の

事業規模で実施するための費用は含

まれない。」とされていることも同

様の問題と考える。

　「収支相償の原則」についてこの

原則の算定、検証方法での第二段階

は、極めて複雑ですが、果たして、

ここまで必要なものでしょうか。第

一段階で、公益目的事業をグルーピ

ングして収支相償を見ているのであ

り、第二段階のチェックは、遊休財

産額規制と重複していると見られる

からです。剰余金の扱いについての

「特定費用準備資金、公益目的保有

財産等に係る一定の調整計算を行っ

た上で収支を比較する。」とは、正

しく遊休財産計算上の控除対象資産

と同じ考え方と、言えなくもありま

せん。

　要は、収支相償が、崩れて、剰余

金が、発生してはいけないというの

は、遊休財産として財産をプールし

公益目的事業に費消しないのはいけ

ないからなのでありませんか。第二

段階の計算が、実務において、大変

な負担にもなりかねず、削除し、立

法の狙いを遊休財産規制に委ねるこ

とを、提案致します。

　「公益目的事業の収入」において、

「第一段階の収支相償を満たす事業

に係る云々」と、また、「収入と費

用とを比較」とありますが、これら

はどのような意味でしょうか。ここ

で述べていることは判定の「方法」

であって、「基準」ではないという

その他

民法34条

法人

正します。

　公益目的事業については、事業に

係る収入はその実施に要する適正な

費用を償う額を超えないことが定め

られているため、まず第一段階とし

て事業単位で収支を見ることが必要

となります。しかし、必ずしも特定

の事業に係る収支には含まれないも

のの、なお法人の公益活動に属する

収支が存在するため、次の段階とし

て法人の公益活動全体の収支を見る

こととしたものです。その際には毎

年度、その年に実際に受けた収入が

かかった費用を必ず下回るようにす

ることは困難と考えられるため、収

入が費用を上回った場合でも特定費

用準備資金に積み立てることなどで

費用とみなし、収支相償を満たすも

のと取り扱うこととしたものです。

このような扱いをとることで、法人

は財産を公益目的に現在使うか、将

来使うかの選択が可能となります。

　また、収支相償は、公益目的事業

に関する収入と費用のバランスがと

れていることをみる基準です。遊休

財産額の保有制限は、公益目的事業

に限らず、法人全体の流動資産や低

未利用の固定資産に一定額の上限を

設け、資産の効率的な利用を促す基

準で、２つの基準は違いがあります。

　公益目的事業に係る収入がその実

施に要する適正な費用を償う額を超

えないという基準を満たすかどうか

の具体的な計算方法です。公益目的

事業全体の収支相償の計算の結果、

収入が費用を上回る場合には、公益

目的事業に係る特定費用準備資金へ
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34

35

36

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

理解でよいのでしょうか。それとも

収支の差が収入の何パーセント以内、

というような基準（又はめやす）は

あるのでしょうか。

　財団においては、基本財産運用収

入はほとんど望めないので、赤字の

公益事業を維持するためには、黒字

の公益事業がなければ法人の存続が

不可能となります。しかも、法人が

複数の目的を有しており（より広

い意味では一つの目的といえるが）、

これらの事業が必ずしも同じ目的で

はない場合も多いので、法人全体と

しての判断が必要です。

　会費収入と入会金と一部地方自治

体からの補助金のみで運営されてい

る公益法人については、上限を設け

て剰余金を認めてほしい。

　収支相償における費用は「適正

な」範囲である必要とあるが、「適

正費用」については「不相当に高く

ない」より一層具体的に提示してほ

しい。（例えば、大学教授など専門

研究者による研究は、競争を前提と

する調査企業より付加価値があると

する必要がある）

　費用の「適正な」の範囲の運用指

針として、「公益目的事業のみを実

施する法人における損益計算書には、

17＜公益目的事業財産＞のが適

用される」といった趣旨のなお書き

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

の積立て、当期の公益目的保有財産

の取得に充当、公益目的保有財産と

なる実物資産の取得又は改良に充て

るための資金（資産取得資金）への

積立て、翌年度に事業の拡大等によ

り同額程度の損失とする予定等、そ

の処理を別に定める様式に記載して

いただく予定です。したがって収支

差が何パーセント以内というような

基準は設けていません。

　事業単位の収支相償における事業

とは、公益目的事業のチェックポイ

ントにおける事業の単位と同じ考え

方で、法人において関連ある事業は

まとめていただくことで結構です。

その旨ガイドライン（案）で明確化

します。また事業をまとめる際の考

え方についてはＦＡＱの問Ⅴ－２－

①をご参照ください。

　公益目的事業に係る収入がその実

施に要する適正な費用を償う額を超

えないという基準が法で定められて

いることから、公益目的事業全体に

ついての収入と費用とを比較した結

果、収入が費用を上回り剰余金が発

生する場合には、その金額に一定の

上限を設けるということではなく、

剰余金の具体的使途を決めるという

対応をとっていただくことになりま

す。

　同種同等の役務等の調達について

法人が通常支払う水準であり、個別

の判断ではありますが、単に金額が

高いことをもって不相当とするもの

ではなく、受けた役務等に見合った

社会通念上相当の範囲内の対価であ

れば問題ありません。

　ＦＡＱの問Ⅵ－１－③をご参照く

ださい。公益目的事業のみ実施する

法人の管理費は法人会計で経理され

るため、管理費に係る収入、費用は

収支相償の計算の枠組みには含まれ
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ません。

　個別判断の場合とは、予見しがた

い事情変更により予定通りとならな

かった場合などを想定しています。

　収支相償の基準は、公益目的事業

は不特定かつ多数の者の利益の増進

に寄与するものであり、無償又は低

廉な価格設定などによって受益者の

範囲を可能な限り拡大することが求

められることから設けられたもので

す。

　一方で、事業は年度により収支に

変動があり、また長期的な視野に

立って行う必要があることから、本

基準に基づいて単年度で必ず収支が

均衡することまで求めることはしま

せん。

　仮にある事業において収入が費用

を上回った場合には、翌年度の当該

事業費や将来の当該事業の拡充等に

充てるための特定費用準備資金への

積立てをもって費用と見なすことに

よって、中長期では収支が相償する

ことが確認されれば、本基準は満た

すものとしています。

　公益目的事業の実施について計画

性をもっていただく必要はあります

が、このような対応をとることに

よって、事業の継続性は確保される

ものと考えます。

　収支相償の第二段階において生じ

る剰余金については、公益目的事業

に係る特定費用準備資金や公益目的

保有財産となる実物資産の取得又は

改良に充てるための資金への繰入れ

という中長期の計画に基づく対応も

考えられ、必ず翌年度に費消しなけ

ればならないものではありません。

　また、収支相償は、公益目的事業

に関する経常的な収入と支出のバラ

ンスがとれていることをみる基準で

す。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

を追加する。

　剰余金が生じる場合の対応の中で

「事業の性質上特に必要がある場合」

とあるが、どのような場合がこれに

該当するのかを例示願いたい。

　公益目的事業についても事業継続

のためには、ある程度の剰余金（利

益）の発生は止む無しと考えますが、

「法第５条第６号、法第14条」の収

支相償とは、上記の剰余金の発生が

一切認められないとの事でしょうか。

当該事業について、赤字が続けば事

業の継続に支障を来たす場合もある

と思いますが、どのように解釈すれ

ばよろしいでしょうか。

　剰余金を生じた場合は、一定の場

合を除き、翌年度同額程度の損失を

求めるとあるが、これは、当該の公

益事業の健全な継続を図るという観

点が欠落した短絡的な措置ではない

かと考える。翌年度に同額程度の損

失を求めるとの点は再考を求めたい。

　公益法人の経営もその時々の経済

変動に左右されることを考えると、

あまりにも形式的かつ抑制的になり

すぎて、公益事業の健全な継続の可

能性を損なうおそれがある。

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

37

38

39
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40

41

Ⅰ－５

Ⅰ－５

　公益事業も事業として発展させよ

うとするのであれば、その継続性へ

の配慮が必須である。

　そもそも、遊休財産保有制限とし

て翌年度公益目的事業遂行のための

１年分は認められているのではない

のか、ここでの剰余金の扱いと遊休

財産保有制限の関係が不明である。

　収支相償の判定で、第一段階では

事業区分ごとに評価するとされてい

るが、ある公益事業で得た利益を他

の公益事業に利用することは認めら

れるのか。

　公益目的事業を、「事業の目的や

実施の態様等から関連する事業もま

とめたものを一くくりとし、当該事

業に関連付けられた収入と費用とを

比較する」とあるが、どの程度まで

ならば一くくりとできるのか。具体

的な目安又は例示が必要ではないか。

また、ある程度の公益事業で得られ

た利益を繰り越して、別の年度の公

益事業に充てることは可能なのかお

教えいただきたい。もしこれが認め

られないと、学協会の公益活動が著

しく制限される。

　第一段階での事業ごとの収支相償

について、事業環境の変化などで年

度により収支が変動するような事業

に対する救済事例（数年間の平均値

の採用など）を明示していただきた

い。

その他

民法34条

法人

　遊休財産額の保有制限は、公益目

的事業に限らず、法人全体の流動資

産や低未利用の固定資産に一定額の

上限を設け、資産の効率的な利用を

促す基準で、２つの基準は違いがあ

ります。

　第一段階の事業とは、公益目的事

業のチェックポイントにおける事業

の単位と同じ考え方で、法人におい

て関連ある事業はまとめていただく

ことで結構です。その旨ガイドライ

ン（案）で明確化します。また事業

をまとめる際の考え方についてはＦ

ＡＱの問Ⅴ－２－①をご参照くださ

い。

　収支相償の第二段階において生じ

る剰余金については、公益目的事業

に係る特定費用準備資金や公益目的

保有財産となる実物資産の取得又は

改良に充てるための資金への繰入れ

という中長期の計画に基づく使用や

翌年度の事業の拡大等に充てること

ができます。

　収支相償の基準は、公益目的事業

は不特定かつ多数の者の利益の増進

に寄与するものであり、無償又は低

廉な価格設定などによって受益者の

範囲を可能な限り拡大することが求

められることから設けられたもので

す。

　一方で、事業は年度により収支に

変動があり、また長期的な視野に

立って行う必要があることから、本

基準に基づいて単年度で必ず収支が

均衡することまで求めることはしま

せん。

　仮にある事業において収入が費用

を上回った場合には、翌年度の当該

事業費や将来の当該事業の拡充等に

充てるための特定費用準備資金への
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42

43

Ⅰ－５

Ⅰ－５

1.　「公益性が認められる公益目的

事業を、事業の目的や実施の態様

等から関連する事業もまとめたも

のを一くくりとし、当該事業に関

連付けられた収入と費用とを比較

する」という考え方には賛成であ

るが、その際の事業のくくり方は

法人の自主的な判断を尊重する旨

明記していただきたい。仮に、当

該法人の全事業がその態様等から

一くくりにできる場合はそれも差

し支えないことを明らかにされた

い。

2.　第一段階の計算と第二段階の計

算をする理由が十分説明されてい

ない。理解できるよう平易に説明

する記述に改めていただきたい。

3.　第二段階の収支相償を計算する

際、経常収益・費用に含まれてい

る未売却で未だ実現していない有

価証券評価損益（評価替えだけの

段階のもの）については、計算か

ら除外する扱いとしていただきた

い。

　剰余金が出た場合の対応期間は、

当該年度を含めた３事業年度間とし

ていただきたい。

民法34条

法人

民法34条

法人

積立てをもって費用と見なすことに

よって、中長期では収支が相償する

ことが確認されれば、本基準は満た

すものとしています。

1.　第一段階の事業とは、公益目的

事業のチェックポイントにおける

事業の単位と同じ考え方で、法人

において関連ある事業はまとめて

いただくことで結構です。その旨

ガイドライン（案）で明確化しま

す。また事業のまとめる際の考え

方についてはＦＡＱの問Ⅴ－２－

①をご参照ください。

2.　法律において、公益目的事業に

ついては、事業に係る収入はその

実施に要する適正な費用を償う額

を超えないことが定められている

ため、第一段階として事業単位で

収支を見ることが必要となります。

しかし、必ずしも特定の事業に係

る収支には含まれないものの、な

お法人の公益活動に属する収支が

存在するため、次の段階として法

人の公益活動全体の収支を見るこ

ととしたものです。その際には毎

年度、その年に実際に受けた収入

がかかった費用を必ず下回るよう

にすることは困難と考えられるた

め、収入が費用を上回った場合で

も特定費用準備資金に積み立てる

ことなどで費用とみなし、収支相

償を満たすものと取り扱うことと

したものです。このような扱いを

とることで、法人は財産を公益目

的に現在使うか、将来使うかの選

択が可能となります。

3.　会計上、経常収益・費用に有価

証券評価損益は含まれていないの

で、収支相償の判定からは除かれ

ることになります。

　収支相償の第一段階で剰余金が発

生した場合には、その事業の発展、

損失のために費消されるべきもので
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あり、その事業に係る特定費用準備

資金への積立てに充てることとなり

ます。翌年度にその事業にて支出拡

大等により費消するための短期の特

定費用準備資金（一般の特定費用準

備資金と同様の要件を満たし、流動

資産に計上されるもの）を設け、管

理することもできます。

　収益事業等の利益の50％を公益目

的事業財産に繰入れる場合は、第二

段階の計算で剰余金が発生する可能

性がありますが、その場合には公益

目的事業に係る特定費用準備資金へ

の積立て、当期の公益目的保有財産

の取得に充当、公益目的保有財産と

なる実物資産の取得又は改良に充て

るための資金への積立て、翌年度の

事業の拡大等に充当する予定等、そ

の処理を別に定める様式に記載して

いただく予定です。収益事業等の利

益の50％超を公益目的事業財産に繰

入れる場合には、計算式上は、剰余

金は生じません。

　このように剰余金については中長

期の計画に基づく対応をとることが

可能となっています。

　収支相償の計算例は、現在検討中

です。

　なお、公益目的保有財産の取得支

出、売却収入は正味財産増減計算書

内訳表の内部取引欄では表示されま

せん。

1.　収支相償の基準は、公益目的事

業は不特定かつ多数の者の利益の

増進に寄与するものであり、無償

又は低廉な価格設定などによって

受益者の範囲を可能な限り拡大す

ることが求められることから設け

られたものです。

　　一方で、事業は年度により収支

民法34条

法人

民法34条

法人

　「収支相償」原則の正味財産増減

計算書内訳表での計算例を示すこと

がガイドラインを理解する上で有用

である。

　「公益目的保有財産に係る資産取

得」に係る取引は、「正味財産増減

計算書内訳表」の内部取引欄にて表

示するものと推定するが、その記載

例の例示が有用である。

　個々の公益事業のみならず、団体

への使途無指定寄付も含めて、公益

会計全体で収支相償でなければなら

ないと理解した。

1.　しかし、このような判定の仕方

だと、収益事業や共益事業を行っ

ていない団体の場合は、毎年赤字

が累積し、いずれ経営破綻するこ

Ⅰ－５

Ⅰ－５

44

45
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に変動があり、また長期的な視野

に立って行う必要があることから、

本基準に基づいて単年度で必ず収

支が均衡することまで求めること

はしません。仮にある事業におい

て収入が費用を上回った場合には、

翌年度の当該事業費や将来の当該

事業の拡充等に充てるための特定

費用準備資金への積立てをもって

費用と見なしたりすることによっ

て、中長期では収支が相償するこ

とが確認されれば、本基準は満た

すものとします。

2.　法人の公益目的事業全体で生じ

る剰余金については、公益目的事

業に係る特定費用準備資金や公益

目的保有財産となる実物資産の取

得又は改良に充てるための資金へ

の繰入れという中長期の計画に基

づく対応も考えられ、必ず翌年度

に費消しなければならないもので

はありません。

3.　自然保護団体が、緊急の災害救

援活動に特に充てるための資金は、

過去の実績や類例等に基づいて合

理的に見積もり、特定費用準備資

金として積み立てることができま

す。

1.　公益目的事業財産は公益目的事民法34条

とになるのではないか。公益事業

を一所懸命に行えば行うほど、財

政運営が不安定になって行ってし

まい、公益事業はほどほどにして

収益事業や共益事業といった本来

事業でないものをどんどんやらな

ければたち行かなくなってしまう

のではないか。

2.　また、繰越金を一定レベルで確

保している状態で剰余金が出た場

合も、損失の強制（事業の拡大等）

を「翌年度」に限定せず、５～10

年程度の長いスパンで判断して欲

しい。事業の拡大にはそれなりの

準備期間が必要である。急に高額

の寄付金をもらって黒字が出たな

どの場合、すぐ翌年度の事業拡大

を強制すると、拙速な計画の元に

意義の小さい公益事業が無理矢理

行われることとなり、寄付者の厚

意が無駄となってしまうことにも

なりかねない。最低でも５年度以

内程度に延長すべきである。

3.　さらに、上記とは別に、自然保

護上緊急に対応しなければならな

い事態（例えばタンカーが座礁し

重油が流出して海鳥が油汚染され

るなど）に備え、一定の緊急対応

費用を毎年の経常活動費用とは別

に確保しておく必要がある。これ

は具体的にいつ、どのような活動

に使用するものか未定とせざるを

得ないし、どのような自然保護上

の危機が生ずるかあらかじめ想定

することは困難なため金額の合理

的算定根拠も示しにくい。しかし、

このような資金は自然保護団体と

して必要欠くべからざるものなの

で、「総事業費の○％」などの制

限を設けた上でも良いので、特定

費用準備資金に準ずるものとして

認めて欲しい。

1.　収益事業等の利益額の50％を算Ⅰ－５46
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47 Ⅰ－５

定する場合には、利益額から「管

理費のうち収益事業等に按分され

る額を控除した額」を基礎とする

とあるが、それなら、公益目的事

業費に「管理費のうち、公益事業

に按分される額」も含めるべきで

はないか。

2.　利益額の50％を超えて繰り入れ

る場合にはより強い規制を加えて

いるようであるが、公益目的事業

の財政基盤強化の視点からは、不

適切であり、ガイドライン５の

50％を繰り入れる場合に準じた取

扱いとして頂きたい。

3.　収益事業等の利益額を50％を超

えて繰入れる場合の収益事業等か

らの繰入れについて、「（②－①）

の額について収益事業等から資産

を繰り入れる」とされているが、

これは、ア認定法５条６号等にお

ける収支相償原則の適用の場合だ

けであるのか、又はイ財務諸表に

おける収益事業等からの収益の繰

入れ額に係る規制であるのか。

　　イであるとすると、公益目的事

業の財政基盤強化の視点からは、

不適切であると思われる。

　　また、この「（②－①）の額」

が収益事業等の利益の50％未満と

なった場合は、利益額の50％を繰

り入れる場合が適用されるという

ことか。

4.　収益事業等の利益額を50％を超

えて繰入れる場合に公益目的事業

費から減価償却費を控除している

が、公益資産取得資金の積立を実

施していない場合もあり、その場

合には合理的とは思われない。

　剰余金については、繰越金・予備

費としての備えを認めていただきた

い。

　毎年、事業内容と収入の中身を行

政が検証し、事業の公益性に問題が

法人

民法34条

法人

業を行うために使用しなければな

らないため、管理費には充当でき

ません。

2.　ＦＡＱの問Ⅴ－２－②をご参照

ください。

3.　収支相償の計算のみならず、会

計上でも他会計振替額の欄で経理

することになります。

4.　減価償却費を控除しているのは

公益目的保有財産の取得支出や公

益目的保有財産に係る資産取得資

金の積立額と機能が重複している

からで、必要に応じ資産取得資金

を積んでいただくことになります。

　収支相償の基準は、公益目的事業

は不特定かつ多数の者の利益の増進

に寄与するものであり（認定法第２

条第４号）、無償又は低廉な価格設

定などによって受益者の範囲を可能
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

48

49

50

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

なければ、その年度の全事業費から

毎年定期的に入ってくると考えられ

る収入額（会費・金利など）を除い

た残額の範囲で翌年への繰越しを認

めるといった制度であれば問題はな

いと思われる。公益法人といっても

事業内容は様々であり、例えば私ど

もは環境ＮＧＯであるため、巨大な

財産を管理するための財団とは一線

を画して考えていただきたい。他に

も実質はＮＰＯである財団法人・社

団法人も多数存在しており、もし上

記意見が認められないとすれば、基

本金の額や事業内容によって区別す

るなどの特例措置を講じていただか

ないとＮＧＯ・ＮＰＯの運営は剰余

金なしでは絶対に成り立たない。

　基本財産等の運用収益及び寄付金

の収入が、当該年度の全支出を上回

り、剰余金が出た場合、その取扱い

については、収支相償のような制約

は何ら受けないと考えてよろしいか。

（遊休財産保有制限の範囲内におい

て）

　剰余金の扱いのところで「事業

の性質上、特に必要がある場合は、

案件毎に判断する。」とありますが、

柔軟な判断をお願いしたい。

　「第二段階においては、第一段階

の収支相償を満たす事業に係る経常

収益及び経常費用に加え、『公益目

的事業に係る会計に属するが、特定

の事業と関連づけられない公益に係

るその他の経常収益及び経常費用』

を合計し、特定費用準備資金、公益

目的保有財産等に係る『一定の調整

計算』を行なった上で収支を比較す

る。」と記載されています。この『特

定費用準備資金、公益目的保有財産

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

な限り拡大することが求められるこ

とから、設けられたものです。

　一方で、事業は年度により収支に

変動があり、また長期的な視野に

立って行う必要があることから、本

基準に基づいて単年度で必ず収支が

均衡することまで求めることはしま

せん。

　仮にある事業において収入が費用

を上回った場合には、翌年度の当該

事業費や将来の当該事業の拡充等に

充てるための特定費用準備資金への

積立てをもって費用と見なすことに

よって、中長期では収支が相償する

ことが確認されれば、本基準は満た

すものとしています。

　公益目的事業の実施について計画

性をもっていただく必要はあります

が、このような対応をとることに

よって、事業の継続性は確保される

ものと考えます。

　収益事業等を行わない法人につい

ては、収支相償の計算方法としては、

収益事業等を行う法人がその利益の

50％を公益目的事業財産に繰入れる

場合と同様の計算方法となります。

　その旨をガイドライン（案）で明

確化します。

　個別判断の場合とは、予見しがた

い事情変更により予定通りとならな

かった場合などを想定しています。

　公益目的保有財産等に係る一定の

調整計算とは、収益事業等からの利

益を50％を超えて公益目的事業財産

に繰入れる場合に、①特定費用準備

資金及び公益資産取得資金について

当期積立て額は積立て期間内に計画

的に積立てる計算を行い、当期取崩

し額は収支相償の計算上費用とした

資金分のみ収益に加算する計算を行

うこと、②公益目的保有財産の当期

取得支出及び当期売却収入をそれぞ
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れ費用、収入に加算すること、③当

期公益目的事業費から公益目的保有

財産に係る減価償却費を控除するこ

とを指します。

　この計算の詳細は、ガイドライン

においては、収益事業等の利益の

50％超を公益目的事業財産に繰入れ

る場合の収支相償の計算方法を示し

た箇所において記載してあります。

　収益事業等の利益の50％を繰入れ

る場合の収支相償の計算において、

公益目的保有財産の減価償却費を計

上することは可能です。

民法34条

法人

等に係る一定の調整計算』の表現は、

『一定の調整計算』の具体的な内容

が明確になっておりません。従って、

『一定の調整計算』の具体的な内容

として「①特定費用準備資金への繰

り入れ、②公益目的保有財産を取得

するための資金への繰り入れ、③公

益目的保有財産を取得するための支

出などを費用として計上することを

認める趣旨であること」をガイドラ

インで明記すべきであります。

　ガイドラインの5.認定法第５条第

６号、第14条関係＜公益目的事業

の収入＞には、「この段階において、

法人が収益事業を行なっている場合

には、収益事業等の利益から公益目

的事業財産に繰り入れた額も収入に

含めるが、当該繰入れが認定法第18

条第４号に基づく利益額の50％の繰

入れか、認定規則第26条７号、８号

に基づく利益額の50％超の繰入れか

に応じて、２つの計算方法がある。」

と記載されています。

　収益事業の利益の状況も年に

よって変動する場合があります。

　即ち、「①ある年度に収益事業

等の利益額の50％を超えて、例え

ば70％を繰入れて収支を比較し、

②翌年度は50％を繰入れる」とい

うような計算方法が必要である場

合が多く発生します。

　その場合、ある年度に50％を超

えて繰入れ計算し、次の年度に

50％を繰入れて計算することが認

められる場合、最初の年度（収益

事業等の利益の70％を繰入れ）に、

公益目的保有財産を購入し当期取

得支出に計上したとします。次の

年度（収益事業等の利益の50％を

繰入れ）に、最初の年度に購入し

た公益目的保有財産の減価償却費

を計上することは認められますか。

Ⅰ－５51
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

　収支相償の計算において用いる損

益計算書における事業に係る経常費

用とは、現行の管理費の中で適正な

基準により事業費に配賦することが

できるものも含めた費用であり、公

益目的事業比率の計算の時と同じ考

え方です。

　収支相償の第一段階で収入が費用

を上回る事業については、当該事業

への特定費用準備資金に計上して、

第二段階の計算を行うことになりま

す。

　この旨をガイドライン（案）で明

確化します。

　剰余金が発生する場合には、その

金額に一定の上限を設けるというこ

とではなく、剰余金の具体的使途を

決めるという対応をとっていただく

ことになります。

　ＦＡＱの問Ⅴ－２－②をご参照く

ださい。

　専門家に対する謝金、礼金につい

ては、単に金額が高いことをもって

不相当とすることはなく、受けた役

務に見合った社会通念上相当の範囲

内の対価であれば問題ありません。

なお、収支相償の問題ではありませ

んが、不相当に高い謝金等は、特別

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

その他

民法34条

法人

　「第一段階においては、公益性が

認められる公益目的事業を、事業の

目的や実施の態様等から関連する事

業もまとめたものを一くくりとし、

当該事業に関連付けられた収入と費

用を比較する。当該事業に関連付け

られた収入と費用は、法人の損益計

算書（正味財産増減計算書）におけ

るそれぞれ当該事業に係る経常収益、

経常費用とする。」とあるが、経常

費用の管理費のうち「関連付けられ

た費用」に含むことができるものは、

「7.認定法第５条第８号、第15条関

係＜公益目的事業比率＞のガイドラ

イン」に示された考え方でよいか。

　収支相償の判定は、二段階で判断

することとしているが、第一段階を

満たしていない事業も、第二段階の

判定で要件を満たす場合には、本基

準を満たしているという理解で良い

か確認したい。

　剰余金の許容範囲（例：「適正な

費用を償う額」を100とした場合、

20までの剰余金は許容される。）を

示されたい。

　収支相償の計算方法を、収益事業

等の利益額の50％を繰入れる場合と

収益事業等の利益額を50％を超えて

繰入れる場合に分けて記載している

が、収支相償を判定する際の収入と

して記載できる項目と費用として記

載できる項目を列挙すればよいので

あって、ひとつにまとめて記載すれ

ばよい。

　「5.認定法第５条第６号、第14条

関係＜公益目的事業の収入＞判定

方法③費用は「適正な」範囲である

から、謝金、礼金、人件費について

不相当の高い支出を計上することは

適当でない。」の「不相当に高い支

出」は程度の問題ではあろうが、『謝

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

52

53

54

55

56
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57

58

Ⅰ－５

Ⅰ－５

金、礼金、人件費」については多額

であっても、その内容を正当に評価

し、必要なものは算入すべきである。

　公益法人が行う事業には、人件費

等が高い高度の専門家の参画を得て

実施するもので、営利企業では採算

が取れない、または、対価が高額に

なるようなサービスを安価あるいは

無償で、不特定多数の人々に提供す

るものがある。

　認定法第14条における「収入」は、

公益目的事業によって得られた収入

に限定し、寄付金（寄附の性質を有

する会費を含む）や収益事業による

収入や資金・積立金等からの繰入金

は含めないこととすべきである。

　「特定費用準備資金、公益目的保

有財産等に係る一定の調整計算」と

は、その時々の景気動向などによっ

て、収入が費用を超過する場合に、

①特定費用準備資金への繰入れ、②

公益目的保有財産を取得するための

資金への繰入れ、③公益目的保有財

産を取得するための支出などを費用

として計上することを認める趣旨と

理解してよいか。

　また、収益事業等の利益の公益目

的事業財産への繰入れについて、収

益事業の状況は年度により変動する

ため、例えば、ある年度は収益事業

等の利益額の50％を繰入れ、翌年度

は50％を繰入れることは認められる

か。この場合、最初の年度（収益事

業等の利益額の50％を超えて繰入

れ）に、公益目的保有財産を購入し

民法34条

法人

民法34条

法人

の利益の供与となる場合があり得ま

す。

　公益目的事業のために法人が得る

収入は、特に事業に関連付けられた

収益に限りません。特定の事業に関

連付けられていない収益（公益のた

めとして一般的に受けた寄附金等）

も公益目的事業に適切に使用されて

いるかを判断するため、第二段階に

おいて、公益目的事業の会計に属す

るその他の収益で各事業に直接関連

付けられないものや、収益事業等を

行っている法人については、収益事

業等から生じた利益のうち公益目的

事業財産に繰入れる額も加えている

のです。

　公益目的保有財産等に係る一定の

調整計算とは、収益事業等からの利

益を50％を超えて公益目的事業財産

に繰入れる場合に、①特定費用準備

資金及び公益資産取得資金について

当期積立て額は積立て期間内に計画

的に積立てる計算を行い、当期取崩

し額は収支相償の計算上費用とした

資金分のみ収益に加算する計算を行

うこと、②公益目的保有財産の当期

取得支出及び当期売却収入をそれぞ

れ費用、収入に加算すること、③当

期公益目的事業費から公益目的保有

財産に係る減価償却費を控除するこ

とを指します。

　年度により収益事業等の利益の繰

入れを50％とするか50％超とするか

については、法人の選択になります。
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

59

60

61

62

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

当期取得支出に計上したとする。

　それから、次の年度（収益事業等

の利益額の50％を繰入れ）に、最初

の年度に購入した公益目的保有財産

の減価償却費を計上することは認め

られるか。

　公益法人が行う事業の中には、営

利団体では採算が取れないような事

業を高度な専門家の参画を得て実施

し、安価あるいは無償で、不特定多

数の人々に提供することがある。こ

のような場合の謝金、礼金、人件費

等の対価は多額であっても、正当に

評価し算入すべきである。

　「剰余金の扱いその他」において、

「この収支相償の判定により、著し

く収益が超過し」とあるが、この場

合の「著しく収益が超過」の範囲に

ついて明示されたい。

　「人件費等について不相当に高い

支出を公益目的事業の費用として計

上することは適当ではない」との指

摘がガイドライン案の５項目にあり

ましたが、適当と思われる水準はど

の程度でしょうか。公表されている

給与水準等での例示を求めます。

　公益目的事業をどの単位で区分す

るのか、関連する事業を一つの単位

にまとめることができると理解して

おりますが、どの様な事業を関連し

た一つの事業としてまとめられるの

か、具体的な、例示をお願いしたい

と思います。

　また、事業区分の変更は認められ

ているものと思われますが、事業区

分を変更する場合について、どの様

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

　専門家に対する謝金、礼金等につ

いては、個別の判断ではありますが、

単に金額が高いことをもって不相当

とするものではなく、受けた役務等

に見合った社会通念上相当の範囲内

の対価であれば問題ありません。

　なお収支相償の基準の問題ではあ

りませんが、不相当に高い支出は、

特別の利益の供与の禁止という基準

との関係で問題となることがあり得

ます。

　一定の水準を設定して形式的に判

断するものではなく、当該事業の規

模、剰余金が発生した経緯、法人の

対応などに基づいて個別の判断とな

ります。

　専門家に対する謝金、礼金等につ

いては、個別の判断ではありますが、

単に金額が高いことをもって不相当

とするものではなく、受けた役務等

に見合った社会通念上相当の範囲内

の対価であれば問題ありません。

　なお収支相償の基準の問題ではあ

りませんが、不相当に高い支出は、

特別の利益の供与の禁止という基準

との関係で問題となることがあり得

ます。

　公益目的事業のチェックポイント

における事業の単位と同じ考え方で、

法人において関連ある事業はまとめ

ていただくことで結構です。その旨

をガイドライン（案）で明確化しま

す。また事業をまとめる際の考え方

については、ＦＡＱの問Ⅴ－２－①

をご参照ください。

　公益目的事業の変更については、

変更の認定又は変更の届出として法
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律に規定があります（認定法第11条、

13条）。

　収支相償の第一段階で収入が費用

を上回る事業については、当該事業

への特定費用準備資金に計上して、

第二段階の計算を行うことになりま

す。この旨をガイドライン（案）で

明確化します。また、第二段階の剰

余金は公益目的事業全体の剰余金と

して使途を決めることができます。

　個別判断の場合とは、予見しがた

い事情変更により予定通りとならな

かった場合などを想定しています。

1.　計算方法としては、収益事業等

を行う法人がその利益の50％を公

益目的事業財産に繰入れる場合と

同様の計算方法となります。その

旨、ガイドライン（案）で明確化

します。

2.　減価償却資産については減価償

却引当資産が資産取得資金に該当

します。収支相償においては、公

益目的保有財産の取得支出や公益

目的保有財産となる実物資産の取

得又は改良に充てるための資金へ

その他

その他

民法34条

法人

な基準で認められることになります

か。

　この点についての記載がありませ

んので、ガイドラインで明らかにし

ていただければと思います。

　「剰余金の扱いその他」でいう「剰

余金」の計算は、個々の公益事業ご

とに判定（第一段階、第二段階あわ

せて）することを想定しているもの

（複数の公益事業を行っている場合

でも、それらの公益事業全体を通算

して計算することはできない）と理

解しておりますが、このことを明確

にガイドラインで表現していただけ

ればと思います。

　また、一方、「剰余金」について、

個々の公益事業ではなく、公益目的

事業の全体についての「剰余金」と

考えることはできないのでしょうか。

　個々の事業が、公益事業として認

められるのであれば、それを通算し

て、公益事業全体で判定することに

より収支相償できる法人もあるので

はないのでしょうか。

　「剰余金の扱いその他」において

「事業の性質上特に必要がある場合

には、個別の事情について案件ごと

に判断する」となっています。具体

的には、どの様な場合が許容される

のでしょうか。具体的な例として示

しておいて頂ければと思います。

1.　収益事業が無く、全てが公益事

業である場合、50％超の繰入れの

算出方法を適用すればよいのか。

2.　公益資産取得等資金の当期積立

て額に上限ありの注記項目がしる

されているが、各資金の積立て限

度額＝減価償却累計額、年間積立

ての限度額＝当期の減価償却費を

加えて頂きたい。設備を基に公益

事業を行っている場合、設備の更

新は不可欠である。多数の設備を

保有しており、目的支出予定時ま

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５
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64

65
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の繰入れ額を費用とみなしており、

設備の更新を織り込んだ計算と

なっています。

3.　現金がなければ資産取得資金を

積むことはできません。

4.　ある公益目的事業から生じる剰

余金は当該事業のために充ててい

ただく必要があります。全くの新

規事業の立ち上げは、第二段階に

おいて生じる剰余金、すなわち特

定の公益目的事業に関連付けられ

ない収入や収益事業等からの利益

の繰入れが財源となります。また

公益目的事業に係る赤字補填のた

めに、公益目的事業に係る特定費

用準備資金や資産取得資金を取り

崩すことは出来ますが、目的外取

り崩しとなり、特定費用準備資金

の取崩し額は公益目的事業比率の

算定上、公益目的事業費から控除

されることになります。

5.　剰余金とは収支相償の計算で算

出されたものです。

6.　収支相償に繰越欠損金の制度は

ありません。

　報告徴収を経てもなお超過収入の

解消が図られていないと判断される

ときは、必要に応じ勧告、命令等の

監督処分等をとることがあり得ます。

個人

での残存年数を求めることが不可

能である為。

3.　資金の積立て額の要件として、

実際に現金を固定資金として積立

てが必要か。剰余金が発生したと

してもキャッシュがあるとは限ら

ない。未収金の増加や退職給付費

用と実際の拠出金（支払額）が一

致しない。従って、利益は発生し、

将来の公益資産取得等資金に積み

立てたいが実際の現金がないこと

はありうるがこの場合どうするの

か。

4.　積み立てた資金はその目的の為

に使用することに限定するのか。

新規の公益事業を立上げる必要が

出てきた場合、固定資産等の購入

のための積立金などを新規事業の

ために利用できないのか。また、

決算が赤字となった場合に各種積

立金から補填できないか。補填で

きなければ、資金があるのに、借

り入れが必要となってしまう。

5.　剰余金とは損益計算書において

発生した金額のことか。あえてこ

の場所で「剰余が生じる場合にお

いて」と記載しているのは収支相

償の費用算出を行った後の剰余金

とも読み取れるが剰余金とは何を

さしているのか。

6.　当期は赤字（欠損金）が発生し、

翌期は黒字（剰余金）が発生した

場合、±０という認識でよいの

か？剰余金が先に発生することし

か記載されていないが費用の算入

に前期繰越欠損金を記載すべきで

はないか。

　収支相償について、「収支相償の

判定により、著しく収益が超過し、

その超過する収益の解消が図られて

いないと判断される時は報告を求め、

必要に応じ更なる対応を検討する。」

の必要に応じて更なる対応を検討と

Ⅰ－５66
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Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

は、具体的に、どの様な対応を想定

しているのか。

　公益目的チェックポイントでは読

みきれない部分について教えていた

だければ幸いです。事業実施型の法

人が、例えば、公益目的事業を実施

し、対価のうち10万円が余った場合、

この10万円は翌年の同事業にて使い

切る必要がありますか。

　公益目的事業比率の算出の時に可

能とされている、認定規則第16条か

ら第18条に規定された費用（公益目

的事業費用に算入することができる

土地の使用に係わる費用、無償の役

務の提供等に係る費用および特定費

用準備資金）については、使途が特

定されている場合には、収支相償の

第一段階から算入することができる

とすべきである。

　公益認定申請時、対象事業年度で

収支相償を行うこととされているが、

周期的に開催する事業、もしくは年

度により収入・支出の変動が大きな

事業がある場合には、過去数ヶ年の

収入と支出を勘案して、対象事業年

度の収入・費用を算出してもよいと

すべき。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　ある事業において収入が費用を上

回った場合には、当該事業に係る特

定費用準備資金として整理していた

だきますが、これは翌年度の当該事

業費に充てるほか、中長期の計画に

基づいて将来の当該事業の拡充等に

充てることもでき、必ず翌年度に費

消しなければならないものではあり

ません。

　公益目的事業比率の算定の際に、

費用に現れない法人の活動を費用と

みなす調整項目のうち、土地の使用

に係る費用額及び無償の役務の提供

等に係る費用額は、法人においては

みなし費用の認識時に同額のみなし

収益が立つことから、収支相償につ

いては計算の簡素化のため、みなし

費用及びみなし収益の両者を除いて

います。残る調整項目である特定費

用準備資金はみなし費用とみなし収

益の両建てという関係がなく、将来

の費用の先取りとなることから、計

算に含めたものです。

　収支相償の基準は、公益目的事業

は不特定かつ多数の者の利益の増進

に寄与するものであり、無償又は低

廉な価格設定などによって受益者の

範囲を可能な限り拡大することが求

められることから設けられたもので

す。

　一方で、事業は年度により収支に

変動があり、また長期的な視野に

立って行う必要があることから、本

基準に基づいて単年度で必ず収支が

均衡することまで求めることはしま

せん。仮にある事業において収入が

費用を上回った場合には、翌年度の

当該事業費や将来の当該事業の拡充

等に充てるための特定費用準備資金

への積立てをもって費用と見なすこ

とによって、中長期では収支が相償
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70

71

Ⅰ－５

Ⅰ－５

　公益認定を受ける財団は、利益を

出してはいけない（800万円が限度）

とありますが、もし、財団が多額の

借り入れにより設備投資を実施して

いた場合には、利益を出さない限り

債務の返済はできず存続が困難とな

ります。寄付金だけで債務を返済す

ることも事実的に難しい財団は、公

益認定は受けられない、ということ

なのでしょうか。

　収支相償について、二段階で判断

するとあるが、二つの段階の関係性

が良く分からない（①かつ②なのか、

①又は②なのか）。

　①かつ②とすると「第一段階の収

支相償を満た」さない事業の収支に

ついては、第二段階の審査における、

第一段階の収支相償を満たす事業の

収益と費用とその他の公益目的事業

の収益と費用の各々の合算に組み入

れないこととされるようであるが、

そうであれば「第１段階の収支相償

を満たさない事業」について、その

収支差額（黒字）が極端に大きい場

合は、ガイドライン上は収支相償を

満たしても公益目的事業全体として

収支相償を満たさない場合がでてく

るのではないか。

　また、収支相償については、収益

が費用を１円たりとも超えてはなら

ないのか。①かつ②と解する場合、

公益目的事業に関する収支は常に赤

字である必要があるが、最も単純な

公益法人の場合、会費で公益事業費

用と管理費用を賄っており、公益事

個人

その他

することが確認されれば、本基準は

満たすものとしています。

　このように公益目的事業の中長期

の収支のバランスを見るという観点

に立って、収支相償の計算方法を定

めています。

　借入金は公益目的事業財産に算入

されず、公益目的事業に関する収入

には含まれません。公益目的事業の

ために特に借り入れたときの利払い

費や、借入れにより取得した公益目

的保有財産に係る減価償却費は公益

目的事業費となり得ます。なお、公

益目的事業の資金繰りのためのつな

ぎ融資を受けたときは、返済時に公

益目的事業の収支上剰余が生じ得ま

すので、個別の事情として斟酌する

こともあり得ます。

　法律において、公益目的事業につ

いては、事業に係る収入はその実施

に要する適正な費用を償う額を超え

ないことが定められているため、第

一段階として事業単位で収支を見る

ことが必要となります。しかし、必

ずしも特定の事業に係る収支には含

まれないものの、法人の公益活動に

属する収支が存在するため、次の段

階として法人全体で収支を見ること

としたものです。その際には、毎年

度その年に実際に受けた収入がか

かった費用を必ず下回るようにする

ことは困難と考えられるため、収入

が費用を上回った場合でも特定費用

準備資金に積立てることで費用と見

なし、収支相償を満たすものと取り

扱うこととしたものです。毎年度、

収入が費用を１円たりとも超えては

ならないということではありません。

このような扱いをすることによって

法人は財産を公益目的に現在使うか、

将来使うかの選択が可能となります。

　収支相償の第一段階で収入が費用

を上回る事業については、当該事業
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への特定費用準備資金に計上して、

第二段階の計算を行うことになりま

す。この旨をガイドライン（案）で

明確化します。

　また、管理費に充てるための収入

は公益目的事業に係る収入には含め

ません。

　公益目的事業に充てるために補助

金を受け取る場合に、収支相償の計

算においてその補助金収入を公益目

的事業に関する収入から除外する理

由はありません。

1.　無償の役務提供等における無償

とは、提供等を受けて通常支払う

べき対価の支払いを提供者から免

除される（すなわち債務免除益が

生じる）のと同じことを意味しま

す。公益目的事業比率は費用のみ

を対象とすることから事業比率に

算入する意味がありますが、収支

相償は費用と収入の比較であり、

無償の役務提供等はみなし収入と

みなし費用が両建てとなって、両

者は当然に一致しますので、計算

に含める意味がありません。

2.　公益目的保有財産から生じた運

用益、公益活動のためとして一般

的に受けた寄附金収入、使途を定

めずに徴収して公益目的事業財産

に繰入れる会費収入等を想定して

います。

　ＦＡＱの問Ⅴ－３－④、Ⅴ－４－

④をご参照ください。

その他

その他

民法34条

法人

業にかかる収支は通常黒字であるは

ずであり、赤字でなければならない

という基準は非現実的ではないか。

　仮にそのような黒字の法人は①

の剰余金の繰入等を行わせ基準合格

とするという救済措置をとるという

のが運用全体の趣旨であるとした場

合にも、次のような法人会計全体と

して剰余金が出ない場合は問題が残

るのではないか。

　収入５千万円　会費収入　３千万

円　収益事業収入２千万円支出５千

万円　公益目的事業に関する費用　

３千百万円　管理費用９百万円、収

益事業にかかる支出１千万円、剰余

金０円

　法人が公益事業の奨励・促進のた

めの補助金を受けて公益目的事業を

実施している場合は、収支相償にお

いて補助金を除外すべきである。

1.　公益目的事業比率の算定にあ

たっては、「無償の役務の提供に

係る費用額」を算定し、費用の額

に算入することを認めているが、

収支相償の第一段階の判定におい

ても、同様の規定を設けていただ

きたい。

2.　収支相償の第二段階にある「公

益目的事業に係る会計に属するが、

特定の事業とも関連づけられない

公益に係るその他の経常収益及び

経常費用」とは、どのようなもの

を想定しているのか具体的な説明

が必要である。

　認定法第５条の公益目的収入およ

び公益目的比率について、ガイドラ

イン案で定められている公益目的収

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－５

Ⅰ－７
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　公益法人の収益事業は公益目的事

業を支えるために行われるものであ

り、ある年度に赤字を計上した場合、

その理由は今後の見通しについて説

明を求めることはありますが、直ち

に公益目的事業に支障を及ぼすおそ

れがあるとするかは個別の判断にな

ります。ただし法人において過去の

経緯に捉われず事業性の判断をして

いただくことは重要です。

　公益目的事業の円滑な実施に支障

が及ぼすおそれが生じるかどうかは

個別の判断になりますが、人材、資

本の収益事業等への投入が過重であ

る場合や、収益事業等が公益法人の

社会的信用に大きく影響する場合に

公益目的事業の円滑な実施に支障が

生じる可能性が考えられます。

　自社保有の建物については、各年

度に減価償却費、維持修繕費等が計

上されますので、みなし費用の対象

にすることは適当ではありません。

　また、公益目的事業費と収益事業

等費とを全く異なる考え方で算出す

その他

その他

民法34条

法人

入剰余金の扱いその他および公益

目的比率特定費用準備資金に関連

して芸術活動の年ごとの収支変動に

対応する損失調整準備資金の積み立

てを可能にしていただきたい。

　現行の公益法人においては、収益

事業部門において赤字を抱えている

場合もある。現行の指導監督基準か

ら見ても、こういった法人は、収益

事業を行う目的からははずれている

ものと考えられるが、認定の際は、

この赤字の具合をどのように判断す

るのか基準が欲しい。赤字であって

も、諸般の事情により収益事業をや

めることができない法人もある。

　公益目的事業の実施に支障を及ぼ

すおそれとして収益事業等への資源

配分や事業内容により公益目的事業

への円滑な実施に支障が生じる可能

性が挙げられているが、資源配分と

は何か、事業内容如何とは何を意味

するのか、これらによりどのような

支障が生ずる可能性があるというの

か、具体的な内容を示されたい。

（例）

①　職員の大半（７割以上）が収益

事業に従事している。

②　公益目的事業費が過少であるに

もかかわらず、収益事業等による

収益が少ないため、これを公益目

的事業に使用することができない。

③　収益事業等に要する経費のため

の借入れが負債の過半を占めてい

る。

④　収益事業等の借入金のため、法

人の重要な資産（基本財産等）が

担保に供されている。

　この度、ガイドラインで土地の使

用に係る費用額を公益事業比率に算

入するとの事ですが、さらに自社保

有の建物に対しても見做し家賃を同

様に検討して欲しい。しかし数多の

現在の公益法人は、その保有財産（土
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Ⅰ－６
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地／建物）を運用した利益を財源と

して、自前の公益事業を展開してい

ます。かかる資産に当然伴う、収益

事業管理費（固定資産税、減価償却

費等）により比率式の分母が特に一

等地に資産を有する法人では異常に

高額となり（その代わり高収益／大

規模公益事業が可能）その公益事業

比率を逆に大幅に下落させる事にな

ります。法人の公益性をこの比率式

で判定するのは誠に不適切です。即

ちビル賃貸業の利益率は50％以下で

ある故、この場合公益事業管理費は

零以下でなければ公益比率50％クリ

アは理論上、不可能になります。従っ

て民の活力で公益事業が拡大出来る

様に収益事業管理費（固定資産税、

減価償却費等）を比率式の分母から

削除する様、補正をお願い致します。

　事業費に含むことができる例示に、

「公益目的事業」の定義（公益法人

認定法第２条第４号）に係わる事業

区分13（助成）の無償奨学金につい

ての無利息貸与金は、公益目的事業

の費用として算入することができる

ことを加えるべきである。

　個々の提供者の活動に関して書類

を作成するようになっているが、当

団体の活動においては、ボランティ

アの奉仕を欠かすことができず年間

多数の方々に活動を支えていただい

ている。

　そのため、それぞれに詳細な書類

を作成し署名をいただくだけでも、

相当の時間と役務を要することは必

至であり、当方にとって事務的に煩

雑、多忙になることが予測できる。

その点をご考慮いただき、作成書類

の内容の簡素化等ご検討いただきた

い。

　当財団は学生生徒に対し、奨学金

の無償貸与を事業としており、その

他の事業は行っていないため、公益

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

るのは、費用で計った公益目的事業

の規模が全事業等の50％以上を占め

るものとした法の趣旨から困難です。

　公益法人の収益事業等は、公益目

的事業を支えるためという位置づけ

であり、事業規模で50％を超えては

ならないというのが認定法の定めと

なっています。

　融資について、無利子又は低利に

よる優遇条件をみなし費用として計

算し、公益目的事業比率に算入でき

るよう、施行規則を改正します。

　提供のあった日時、役務等の内容、

単価とその根拠、法人の事業との関

係については記録がなければ、みな

し費用の計算ができないものと考え

ます。また、提供を受けたことを証

するためには、提供者の署名、連絡

先が原則として必要です。書類の書

式については、所要の情報が書類全

体から明らかであれば、適宜のもの

でよく、提供者自身が全ての情報を

記載する必要はなく、また各提供者

毎に日時、役務等の内容等を記載す

る必要はありません。

　融資について、無利子又は低利に

よる優遇条件をみなし費用として計

算し、公益目的事業比率に算入でき
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事業費の支出は奨学金の貸与に係る

事業費のみであります。支出した奨

学金は、貸借対照表上は奨学金貸付

金として計上しています。

　尚、運用財産に土地を所有し、そ

の収入賃貸料の全額から経費を差し

引いて事業費に繰入れていますが、

この部分は税務上収益事業にあたり、

支出面では固定資産税や法人税等の

支出が全体の支出の50％以上となっ

ており、費用区分で管理費となると

思います。

①　この奨学貸付金を、何らかの形

で公益事業費に計上する方法を考

えて頂きたい。

②　その方法として、貸付金残高に

一定の利率を定めて、利息分を計

算上公益事業費に加算する方法を

検討頂きたい。

　このことは、無償の役務提供を認

めておられるので、これに準じてお

考え頂きたい。

　不動産運用の利益総てを公益活動

に投入している法人について、公益

目的事業費率算定に関し（認定法第

15条、同規則「第12～20条」関係）、

次のような対応をされたい。

1.　「公益」「収益」「管理」の各費

用の区分・配賦については、各法

人の実態に即して配賦・控除がで

きるように、弾力的に運用された

い。

2.　固定資産を活用した収益事業で、

利益総てを公益事業費に充ててい

る法人の「減価償却費」は、公益

活動の礎と認識し、公益事業費に

含めて計算できるようにされたい。

3.　研究所敷地等公益事業に活用し

ている土地がある場合、公益事業

費に限って、当該土地の見なし評

価額（賃料相当額）を算入するこ

とを許容されたい。

4.　租税公課については、結果的に

民法34条

法人

るよう、施行規則を改正します。

1.　配賦は、法人の実態に応じて適

正な基準で配賦することとなり

ますが、不動産賃貸業の利益の

100％を公益目的事業に充てると

しても、当該賃貸業に係る費用は

公益目的事業費に算入することは

できません。ＦＡＱの問Ⅴ－３－

①をご参照ください。

2.　公益目的事業費と収益事業費等

とを全く異なる考え方で算出する

のは、費用で計った公益目的事業

の規模が全事業等の50％以上を占

めるものとした法の趣旨から困難

です。

3.　公益目的事業に使用する所有地

に係るみなし費用を算入する場合

に、収益事業等に使用している所

有地があるときは、収益事業等費

用にもみなし費用を算入する必要

があります。また、複数の事業で

使用する所有地がある場合には、
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使用する事業毎に面積比等に応じ

て配賦することになります。この

旨をガイドライン（案）で明確化

します。

4.　法人税は事業費に算入されませ

んが、固定資産税は各事業費に算

入されます。

　ＦＡＱの問Ⅴ－３－②をご参照く

ださい。

　提供のあった日時、役務等の内容、

単価とその根拠、法人の事業との関

係については記録がなければ、みな

し費用の計算ができないものと考え

ます。また、提供を受けたことを証

するためには、提供者の署名、連絡

先が原則として必要です。書類の書

式については、所要の情報が書類全

体から明らかであれば、適宜のもの

でよく、提供者自身が全ての情報を

記載する必要はなく、また各提供者

毎に日時、役務等の内容等を記載す

る必要はありません。

　公益目的事業と収益事業等とを明

確に区別し、費用で計った公益目的

事業の規模が法人の事業規模の50％

以上を占めるものとした法の趣旨か

ら、収益事業等が例え公益目的事業

と密接に関連するものであっても、

当該収益事業等に係る費用を公益目

的事業費に加えて公益目的事業比率

に算入することはできません。

　周年記念事業や国際会議開催のた

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

その他

発生するものであり、また、公の

負担でもあることから、事業費比

率の計算には算入しない運用とさ

れたい。

　事業費と管理費の「事業費に含む

ことができる例示」について、「法

人の実態に応じて算入する」を明確

な基準として規定されたい。

　無償の役務の提供者の記録要件を

もっと緩やかにされたい。無償の役

務の提供者は、正にボランティアと

して法人の活動に賛同し参画してい

ただく方々であり、「日時、役務等

の内容、単価とその根拠、法人の事

業との関係」は法人側で記載すると

しても、住所、氏名に加え署名まで

求めるのは行き過ぎと思われる。

　まして、今日は個人情報の保護を

図るべき時代であり、軽々にボラン

ティアの方々の住所まで記載を求め

ることは難しく、ボランティアの

方々の参加意識の欠如に繋がるもの

と考える。

　公益目的事業比率が50％超とされ

ているが、その分母には公益目的事

業費、収益事業の事業費、管理費と

することとされている。公益法人の

一部では、研修事業、仮に公益事業

に関係する消耗品、特定機器などの

販売を行って収益事業として区分経

理しているが、公益事業と公益目的

と密接に関係する事業（法人税法で

は課税事業に含む）は、公益事業に

加えて50％基準を判定の根拠とでき

ないかどうかお知らせください。

　他の公益法人等（学校法人、社会

福祉法人、更正保護法人等）の設立、

運営、税務との均衡を保ってもらい

たい。

　特定費用準備資金として、学協会

Ⅰ－７
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めの積立ては、目的、時期が具体的

であるなど要件に合致するものは特

定費用準備資金の対象とすることが

できます。

　大規模な国際会議における危機管

理のための備えについては、経験則、

類例等に基づいて合理的に見積もり、

特定費用準備資金の積立てに加算す

ることは可能です。

　提供のあった日時、役務等の内容、

単価とその根拠、法人の事業との関

係については記録がなければ、みな

し費用の計算ができないものと考え

ます。また、提供を受けたことを証

するためには、提供者の署名、連絡

先が原則として必要です。書類の書

式については、所要の情報が書類全

体から明らかであれば、適宜のもの

でよく、提供者自身が全ての情報を

記載する必要はなく、また各提供者

毎に日時、役務等の内容等を記載す

る必要はありません。

民法34条

法人

が行う周年記念事業（例えば20周年、

50周年など）や国際会議開催のため

の積み立ても含んでいただきたい。

　また、ガイドラインには特定費用

準備資金について「繰越金、予備費

等、将来の単なる備えとして積み立

てる場合は本要件を満たさない」と

あるが、大規模な国際会議を主催す

るような場合には、テロ、ストライ

キなどの不可抗力により多大の損害

を被る恐れがあり、相当の資金の余

裕が必要であり、このような資金に

ついて、その事業のための特定費用

準備資金の中に盛り込むことは可能

か。

　このような積み立てが認められな

いと、国際交流分野でわが国の学会

活動が大きく制約される恐れがある

ため。

　無償の役務提供等に係る費用額に

ついては「役務の提供があった事実

を証するもの及び必要対価の額の算

定根拠」として、提供者の住所、氏

名、日時、役務等の内容、単価とそ

の根拠、法人の事業との関係、提供

者署名を記載した書類を求めており

ますが、上記の項目のうち、「法人

の事業との関係」及び「提供者署名」

を求めることに疑問を持ちます。

　地域内の清掃、環境美化、史跡の

復元などは、多数のボランティアの

方々が行っており、無償で奉仕をす

るこれらの多数の方々は、純粋なお

気持ちで協力して下さっているので

すから、個人情報に類する「法人と

の関係」や、まして「提供者の署

名」を求めるのは、「自発的」で純

粋な善意に冷水を浴びせることとな

り、規律の強制によって公益活動の

萎縮を招来するのではないかと危惧

いたします。

　したがって、この二項目を削除し

ていただくか、または、「提供者署

Ⅰ－７86
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名」については「公益活動主催者の

署名」に、また、「法人の事業との

関係」については「主催者側の記述

でも可」としていただきたいと考え

ます。

　無償の役務の提供等に関し、「法

人は提供等があることにつき予め把

握しており」とあるが、「予め」は

削除していただきたい。

　現行公益法人の中には、立派な公

益活動を行っているにもかかわらず

公益目的事業比率基準に達し得ない

として困惑している法人が数多く見

られる。その中でも代表的と思われ

るのは、公益目的事業の原資をもっ

ぱら収益事業の収益に依存している

法人、また、公益目的事業を貸付金

の形で実施している法人である。こ

のような法人は、公益目的事業比率

基準を満たすのが難しいのが実情で

あり、内閣府令、場合によっては法

の改正も視野に入れご検討いただき

たい。

　災害救援準備資金（将来発生する

地震や津波、台風等自然災害による

被災者を救援するために積立てる資

金）も特定費用準備資金として認め

ていただきたい。特定費用準備資金

の要件として「当該資金の目的であ

る活動を行うことが見込まれるこ

と」「積立限度額が合理的に算定さ

民法34条
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民法34条

法人

民法34条
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　公益法人が受ける無償の役務一般

について「予め」という条件を求め

るものではありません。公益目的事

業比率において費用への算入が可能

な無償の役務等については、提供を

受ける目算が立っている必要がある

と考えています。法人は、申請時に

おいて公益目的事業比率の見込みを

計算しますが、そのためには無償の

役務等については目算が立っていな

ければ計算が困難であることにつき

ご理解下さい。

　収益事業からの利益に依存してい

る法人について、公益目的事業費用

と収益事業等費用とを全く異なる考

え方で算出するのは、公益目的事業

と収益事業等とを明確に区別し、費

用で計った公益目的事業の規模が法

人の事業規模の50％以上を占めるも

のとした法の趣旨から困難です。公

益法人の収益事業等は、公益目的事

業を支えるために行われるという位

置づけであり、事業規模で50％を超

えてはならないというのが認定法の

定めるところです。

　融資事業については、無利子又は

低利による優遇条件をみなし費用と

して計算し、公益目的事業比率に算

入できるよう、認定規則を改正しま

す。

　災害救援活動を事業として行うこ

とを定款において位置づけている法

人は、大規模災害時の緊急支援のた

めの備えを、過去の実績や類例等に

基づいて合理的に見積もり、特定費

用準備資金として積立てることは可

能です。
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れていること」等の要件が挙げられ

ている。しかし、将来の災害を想定

した災害救援準備資金の場合は、活

動の時期は不確定でも活動を行う蓋

然性は高いと思われる。また、積立

限度額は、当該団体が災害時に実施

しようと計画している救援活動の規

模に応じて自主的に設定し、その説

明をつけることができれば、「合理

的に算定されている」と見てよいの

ではないかと考えられる。

　特定費用準備資金について、「第

１号の「資金の目的である活動を行

うことが見込まれること」とは、活

動の内容及び時期が費用として擬制

できる程度に具体的なものであるこ

とを要する。」とありますが、下記

のケースは特定準備資金に該当する

でしょうか。

・会費収入等法人の収入は限られて

いるため法人の安定的な継続運用

のために、訴訟等のリスク対応の

ために基金を設定していますが、

この様なリスク対応等を対象とす

る基金も公益目的事業を継続的に

実施するために必要であるので、

ある限度額までは特定準備資金と

して認めていただきたい。

・都市再開発計画により、現在の事

務所を移転することが３年以内に

必要になっています。事務所の移

転には諸経費が掛かり、当該年度

の費用で賄うには資金不足が予想

されるため、今から積み立てが必

要になります。この様な資金は特

定費用準備資金として認めていた

だきたい。

　無償の役務の提供等に係る費用額

として、行政側で基準表を作成し、

会場等であれば使用した日時と住所、

役務提供者であれば住所・氏名の自

署のみを記載した書類を作成し、あ

とは基準表に当てはめて機械的に試

民法34条

法人

民法34条

法人

　特定費用準備資金は資金の目的で

ある活動の内容及び時期が費用とし

て擬制できる程度に具体的なもので

あることが必要です。

　ご質問の訴訟リスクについては、

訴訟に至るほど当事者間での争いの

度合いが高まっていれば別ですが、

将来の訴訟リスクへの一般的な備え

であれば、内容、時期、費用などの

具体的な見積もりが困難ではないか

と考えられます。

　現在の事務所の移転については、

内容、時期、金額についての具体的

な見通しが可能なようですので、支

出の性格に応じ、特定費用準備資金

又は資産取得資金の積立て対象にな

ると考えられます。

　個々の役務等ごとに単価の算定根

拠を探す手間をかけていただく必要

はなく、役務提供地における最低賃

金に拠ることが可能です。
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　共通費用については、適正な基準

で配賦することができるということ

であり、配賦が困難又は過重な事務

負担であれば、認定規則第19条の定

めるところに従い、管理費等とする

ことができます。

　公益目的事業費用と収益事業等費

用とを全く異なる考え方で算出する

のは、費用で計った公益目的事業の

規模が法人の事業規模の50％以上を

占めるものとした法の趣旨から困難

です。公益法人の収益事業等は、公

益目的事業を支えるために行われる

という位置づけであり、事業規模で

50％を超えてはならないというのが

認定法の定めるところです。

民法34条

法人

民法34条

法人

算する形式のほうが合理的であり、

不正の可能性も低い。

　（基準表の例：会議室等○○㎡あ

たり○○円、屋外公園等○○㎡あた

り○○円、人件費・事務処理１時間

あたり○○円、肉体労働１時間あた

り○○円、講師指導等１時間あたり

○○円といった項目を表にする。）

私どものようなＮＧＯの場合、活動

において無償の会場を探したり、ボ

ランティアと一緒に活動することは

基本であり、無償の役務の提供等に

係る費用について、毎回試算根拠を

探し記載の書類を作成していたので

は、それだけで本来事業に支障をき

たすくらいの事務処理量となってし

まう。

　認定規則第19条（関連する費用額

の配賦）において、「事業費、管理

費に共通して発生する関連費用は、

適正な基準によりそれぞれの費用額

に配賦しなければならない」と規定

されていますが、すべての共通費用

について、網羅的に厳密に（義務的

に）配賦しなければならないのです

か。

　公益目的事業費率の算出に際して、

収益事業の「商品仕入額」を除外し

ていただきたい。

　当財団は、財源が、基本財産運用

益、寄付金のほか、低金利の現在で

は財団経営売店の売上利益が大きな

比重を占めています。しかし、売店

を経営し、売上利益を得るためには、

当然、商品の仕入金を必要とします。

　収益事業費全額をベースにした計

算では公益事業比率を50％以上とす

るのは不可能であり、公益財団を目

指すには売店事業を中止せざるを得

ず、その場合には研究助成費の大幅

な減少を招いてしまいます。

　収益事業費の多くの部分を商品仕

入金が占めるため、収益事業費から

Ⅰ－７

Ⅰ－７
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

　必要対価の額とは、公益法人にお

いて当該役務を調達するのに通常負

担すべき額であり、ガイドライン

（案）でその旨明確化します。提供

した役務が同じにもかかわらず、提

供者の社会的地位によって単価が変

わることはありません。

　実施までに10年を超える事業は合

理的な見積もりが一般には困難な場

合が多いであろうということで例と

して挙げたもので、10年を超える事

業は一律に対象としないということ

ではありません。事業の具体的計画、

過去の実績値等に基づいて合理的に

見積もることが可能な限りで、特定

民法34条

法人

民法34条

法人

商品仕入金を除外出来れば、公益目

的事業費率50％を実現できるのは可

能と考えています。

　県や市かの助成を全く受けずに公

益事業を行なってきた当財団といた

しましては商品仕入金を除外してい

ただきたいと切に願うものです。そ

れが、独立独歩の公益法人を育てる

ひとつの方策ではないかと思います。

ぜひ、よろしくお願い申し上げます。

　無償の役務の提供等に係る費用額

に関する「必要対価の額」について、

合理的な算定根拠に拠るか、役務等

の提供地における最低賃金に基づい

て計算することとされているが、ガ

イドラインにおいて、この「合理的

な算定根拠」を例示等で具体的に明

らかにするべきである。

　地域の法人及び個人事業主が会員

である当協会においては、ボラン

ティアで事業運営に協力いただく方

は、法人の代表者や役員又は事業主

本人であることが大半であり、経営

者としての人脈や見識を活用させて

いただいているのが現状である。

　このような方々に対して、ボラン

ティア活動のみなし対価が最低賃金

となる旨説明することにより、活動

意欲が低下することが懸念されるこ

とから、その社会的地位を踏まえて

「必要対価の額」を算出することが

望ましいものと考える。

　しがたって、合理的な算定根拠を

例示等で具体的に明らかにする必要

があるものと考える。

　10年ごとに実施する、創立何十周

年事業として公益目的事業を行う目

的で積み立てる特定費用準備資金へ

の繰入額は、公益目的事業費に算入

できるようにしていただきたい。

Ⅰ－７

Ⅰ－７
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Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

　事業費に含むことができる管理費

について、法人の実態に応じて事業

費に算入することができる管理費

（人件費）が判断されるとのことで

すが、その判断の基準などは具体的

にはどのような内容になるのでしょ

うか、または、ガイドラインにお示

しいただけますでしょうか。

　また、現在15の文化施設を所管し

ている私どもの財団では、法人全体

の労務・人事、経理、施設管理など

に、多くの職員が従事しており、財

団業務、組織経営を円滑に実施する

ために、これらの管理業務は不可欠

です。

　これらの管理的経費も事業費に含

まれることを明示していただくよう

希望します。

　特定費用準備資金について、「将

来の特定の活動の実施のために特別

に支出する費用」に加え、その運用

果実のみに「毎年定常的に行ってい

る活動を通常の事業規模で実施する

ための費用」が充てられる場合に

限っては、特定費用準備資金と認め

られるべき。

　法人は無償の役務の提供等を予め

把握していることとあるが、実態に

そぐわないと思われるので、削除も

しくは変更いただきたい。

　特定費用準備資金について、法人

が積み立てるものの中に、公益目的

事業と共益事業の両方に支出される

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

費用準備資金の対象とすることが可

能です。

　事業費と管理費の配賦についてＦ

ＡＱの問Ⅴ－３－②をご参照くださ

い。

　また、総務、会計、人事、厚生な

どの管理部門の費用は、法人の各事

業との関連性のあるものは実態に応

じて各事業費に算入される可能性が

ありますが、法人全体に係るものは

管理費になると考えられます。なお、

公益目的事業のみ実施する法人の管

理費は適正な範囲で公益目的事業財

産から割り振ることが可能です。

　特定費用準備資金の「毎年定常的

に行っている活動～」の条件につい

ては、定常的に行っている事業の物

価上昇分の費用増や一定のペースで

の事業の拡大も対象となり得るため、

ガイドライン（案）を修正します。

　公益法人が受ける無償の役務一般

について「予め」という条件を求め

るものではありません。公益目的事

業比率において費用への算入が可能

な無償の役務等については、提供を

受ける目算が立っている必要がある

と考えています。法人は、申請時に

おいて公益目的事業比率の見込みを

計算しますが、そのためには無償の

役務等については目算が立っていな

ければ計算が困難であることにつき

ご理解ください。

　特定費用準備資金の枠組みを利用

せずに事業を実施する場合には、か

かった総事業費は何れにせよ公益目
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

100

101

102

103

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

と見込まれる「創立○○周年記念事

業積立金」のような性格を有する積

立金がある。公益目的事業と共益事

業の両方に支出されると見込まれる

が、事業計画が具体化しておらず、

その区分が困難なために一体的に積

み立てられている資金の取扱いを明

示されたい。

　無償の役務の提供等に係る費用額

としての「『必要対価の額』は、合

理的な算定根拠に拠るか、役務等の

提供地における最低賃金に基づいて

計算する。」の「合理的な算定根拠」

として、民間企業等からの出向者に

ついては、その給与の実額とすべき

である。現在多くの公益法人（特に

社団）では、会員会社等から専門家

を出向または派遣の形で迎えて、役

務提供願い、公益事業を実施してい

る。このような場合は出向元の会社

等が実際に支給している額を必要な

対価と考え、公益目的事業の経費と

すべきである。

　現行法人が建物を基本財産として

設立した財団の場合、その賃貸借の

収益を公益目的事業実施の根幹的な

財源としている法人の例が多いので、

経年より建物の維持管理は大きくな

る。このような場合、公益目的事業

比率が50％を超えることが困難であ

ることも生じるので、基本財産は財

団の存立の基本であるという特質を

考慮し、公益目的事業比率の算定か

ら当該建物の維持管理にかかる費用

を除外できるようにすべきである。

　共済事業における事業費の捉え方

にあたっては、「共済金」、「返戻金」、

「割戻金」は、含まれないものとな

ることを要望します。

　公益目的事業比率の算定と公益目

的事業に係る事業費と管理費の仕分

けの基準が未だ不明確であると考え

ます。

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

的事業費か共益事業費かに配賦する

必要があります。したがって特定準

備資金として積み立てる場合にも、

事業区分別に資金を積み立てていた

だくことが適当です。

　必要対価の額とは、公益法人が、

その役務の調達等について通常負担

すべき額であり、民間企業等からの

出向者については、当該企業等から

の給与が指標になり得ると考えます

が、行政庁からは計算の根拠を求め

ることがあります。

　公益目的事業費用と収益事業等費

用とを全く異なる考え方で算出する

のは、公益目的事業と収益事業等と

を明確に区別し、費用で計った公益

目的事業の規模が法人の事業規模の

50％以上を占めるものとした法の趣

旨から困難です。公益法人の収益事

業等は、公益目的事業を支えるため

に行われるという位置づけであり、

事業規模で50％を超えてはならない

というのが認定法の定めるところで

す。

　「共済金」、「返戻金」、「割戻金」

が損益計算書上の経常費用に計上さ

れるものであれば、事業比率の計算

でも含まれることになります。

　ＦＡＱの問Ⅴ－３－②をご参照く

ださい。
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　ＦＡＱの問Ⅴ－３－②をご参照く

ださい。

　ＦＡＱの問Ⅴ－３－②をご参照く

ださい。

　ガイドラインで定める事項ではな

く、公正妥当な会計慣行に則ってい

るかどうかで判断される問題です。

　公益目的事業の実施そのものと認

められる会議に係る費用は公益目的

事業費に算入することが可能ですが、

通常の総会・評議員会・理事会の開

催は法人の管理運営業務に属し、そ

の費用は典型的な管理費です。

　財団法人の基本財産又は運用財産

のように、その運用益によって公益

目的事業を実施する場合など、その

果実とその果実を充てる公益目的事

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　理事報酬や事業部門の管理者の人

件費、管理部門で発生する人件費を

公益目的事業の従事割合に応じて公

益目的事業の事業費に配賦できる旨

記載されているが、実際の審査にお

いては、従事割合を算定する際に業

務日誌等により関係者が公益目的事

業に従事する時間管理を厳格に行う

ことまで想定しているのか、あるい

はより簡便な方法でアロケーション

することも許されるのか確認してお

きたい。

　「事業費」及び「管理費」のいず

れにも共通して発生する関連費用の

配賦基準として、建物面積比、職員

数比、従事割合、使用割合を参考に

するとされているが、具体的な計算

にあたっては、各法人の裁量が認め

られると考えてよいか。

　取次事業を行っているが販売高と

仕入原価の科目は使用せず、相殺し

た利益のみを収入として過去から処

理しております。財務諸表では仕入

れ原価を表示していないことから、

この場合の取扱い方を、仕入原価を

費用額に算入しなくてもよい、とし

てガイドラインに定めていただきた

い。

　機関（総会、評議員会、理事会等）

の頻繁な開催は、公益法人経営にお

けるガバナンス強化の観点から奨励

されるべきものである。また、理事

会の内容が会員啓発のための講演、

事業の成果報告など、公共事業の実

施そのものと判断できる場合もある。

　従って、機関の開催運営費は、事

業費に算入する、もしくは、公益目

的事業比率の計算から控除すべきで

ある。

　例えば、公益事業を継続的に実施

するための基金を有し、毎年、基金

から生じる運用益の中から一定額を

取崩し、当該公益事業の事業費の一

Ⅰ－７

Ⅰ－７
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Ⅰ－７

Ⅰ－７

104

105

106

107

108



43

パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

業費の規模との関係から、公益目的

事業の財源として実質的に寄与して

いる金融資産は、公益目的保有財産

に該当する可能性があります。

　実施までに10年を超える事業は合

理的な見積もりが一般には困難な場

合が多いであろうということで例と

して挙げたもので、10年を超える事

業は一律に対象としないということ

ではありません。事業の具体的計画、

過去の実績値等に基づいて合理的に

見積もることが可能な限りで、特定

費用準備資金の対象とすることが可

能です。

　一般的に天変地異、経済社会の変

動に備えるための資金というのは、

資金の目的である活動や時期の具体

性との関係から特定費用準備資金の

要件を満たすことが難しい場合が多

いと考えられますが、特定費用準備

資金の目的外取崩しを理事会決議に

拠るとすることは差し支えありませ

ん。

　なお、公益目的事業に係る特定費

用準備資金は通常は公益目的取得財

産残額に含まれることから、公益認

定の取消し時等には他の公益法人等

に資金相当額を贈与することになり

ます。

　在宅形式のボランティアの場合に

は、提供者の署名に替え、作業等依

頼時のやりとりで受領した封書を証

拠とすることで差し支えありません。

　災害救援等を事業として行うこと

を定款において位置づけている法人

は、災害等発生時の緊急支援のため

の備えを、過去の実績や類例等に基

づいて合理的に見積もり、特定費用

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

部に充当している場合、当該基金は、

「特定費用準備資金」に該当するか。

　10年を超える事業は対象としない

としているが、10年を超えて取り組

むものは稀ではない（例：伊勢神宮

式年遷宮、常磐新線、関西国際空港

の募金）。ガイドラインを改めるべ

きである。

　「特定費用準備資金」については、

天災地変若しくは経済社会の変動に

伴い公益目的事業を行ううえで、緊

急に対応すべく準備資金として積み

立てられているものがあると考える

が、これの取り崩しについて「特別

の手続きが定められていること」と

は、理事会の議決が必要と云う定め

があれば宜しいと理解してよいか。

　役務の提供があった事実の証明と

必要対価の算定根拠として求められ

る書類の例示がありましたが、当団

体のように、全国各地で1,000名以

上の在宅形式でボランティアの方に

ご協力いただいている団体では、指

定の項目への対応に困難が予想され

ます。より簡易な方法での確認を求

めます。

　地震や津波等の自然災害他、紛争、

飢餓等に対応する支出はいつ、どこ

で発生するかは前もって予想ができ

ないものの、近年の実績から見て、

蓋然性の高い費用です。また、災害

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７
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110
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準備資金として積立てることは可能

です。

　法人が災害等発生時の自らの事業

の復旧等のために資金を積立てる場

合については、ＦＡＱの問Ⅴ－３－

⑤をご参照ください。

　災害救援等を事業として行うこと

を定款において位置づけていない法

人が、災害時等の義捐金支出に充て

るために資金を積立てる場合は、資

金の目的である活動や時期の具体性

との関係から特定費用準備資金の要

件を満たすことが難しい場合が多い

と考えられます。なお、公益目的事

業に係る特定費用準備資金は通常は

公益目的取得財産残額に含まれるこ

とから、公益認定の取消し時等には

他の公益法人等に資金相当額を贈与

することになります。

　融資について、無利子又は低利に

よる優遇条件をみなし費用として計

算し、公益目的事業比率に算入でき

るよう、施行規則を改正します。

　災害救援等を事業として行うこと

を定款において位置づけている法人

は、災害等発生時の緊急支援のため

の備えを、過去の実績や類例等に基

づいて合理的に見積もり、特定費用

準備資金として積立てることは可能

です。

　ＦＡＱの問Ⅴ－４－④、⑤をご参

照ください。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

発生後の初動が重要であることから、

あらかじめこのための資金を手元に

残しておくことの必要性が高まって

おります。このような資金が特定費

用準備資金の要件に合致するものと

して取り扱いいただけますようお願

いします。

　助成財団の中には、公益目的事業

の費用を収益事業に依存している財

団や公益目的事業としての貸付を主

たる事業（貸与型奨学金等）として

いる財団が存在する。このような助

成財団は、現状のままでは公益目的

事業比率の基準を満たすことが難し

い実情にあり、対処策を検討いただ

きたい。

　自然災害の多い日本において、将

来発生するであろう自然災害による

被災地の支援を目的とした準備資金

は「特定費用準備資金」に算入して

いただきたい。

　事業内容により施設設備（自己所

有）の保有が事業の円滑な推進のた

め不可欠である団体もある。このよ

うな場合は、改修、修繕は安全性等

確保のため必要不可欠なものであり、

毎年一定額の修繕・改修費の積立て

を特定費用準備資金として費用計上

の対象としていただきたい。

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

113

114
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116

117

118

119

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

　また、事業を行う場合、積立金（運

転資金積立金、価格調整金積立金

等）、引当金が不可欠な団体もあり、

限定された範囲において、積立金等

を費用計上の対象としていただきた

い。

　認定規則第18条第１項では、『「将

来の特定の活動の実施のために特別

に支出する費用」には、毎年定常的

に行っている活動を通常の事業規模

で実施するための費用は含まれな

い。』と定められている。

　当会では、社会貢献活動を継続的

に実施するための基金を有し、毎年、

基金から生じる運用益の中から一定

額を取崩し、社会貢献活動事業費の

一部に充当している。

　このような社会貢献活動を実施す

るための基金は、「特定費用準備資

金」に該当するという認識でいるが、

それでよいか確認したい。

　公益目的事業比率を計算するにあ

たり、無償の役務の提供を認めてい

ます。極めて少額の謝礼等で役務提

供をしていただいた場合についても、

完全に無償の場合と同様に、合理的

な算定根拠を示し、且つ、役務の提

供があった事実を証する書類を作成

することを条件に、合理的な役務費

用の金額と実際に支払った金額との

差額についても公益目的事業の費用

に含めることを認めるべきと思われ

ます。ご検討ください。

　特定費用準備資金は、止むことを

得ざる理由があれば、複数回の変更

が認められるとの趣旨と理解します

が、具体的には、どの様なことを止

むことを得ざる理由とするのか、例

示していただきたいと思います。

　現行公益法人が行っている共済事

業の準備金（将来の支払いに備えて

の積立金）は、特定費用準備資金に

該当すると解してよいのか。特定費

民法34条

法人

その他

その他

民法34条

法人

　財団法人の基本財産又は運用財産

のように、その運用益によって公益

目的事業を実施する場合など、その

果実とその果実を充てる公益目的事

業費の規模との関係から、公益目的

事業の財源として実質的に寄与して

いる金融資産は、公益目的保有財産

に該当する可能性があります。

　法人が受けた役務等の提供が無償

により行われた場合に限らず、低廉

な対価を法人が負担した場合にも、

必要対価の額との差額についてみな

し費用として算入することができま

す。

　計画していた事業が法人の意思や

努力にもかかわらず、外的な要因に

よって変更を余儀なくされた場合は

該当します。

　保険数理計算に基づく責任準備金

に該当するものは負債性引当金に準

ずるものとして、遊休財産額の計算

上は負債に含めて控除されます。
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　地震など自然災害による対策費の

積立てについては、ＦＡＱの問Ⅴ－

３－⑤をご参照ください。

　永代使用料収入のうち将来の維持

管理費に充てる分については、具体

的な計画と金額の見積もりを立てて、

特定費用準備資金として積立てるこ

とができます。

　公益目的事業の実施そのものと認

められる会議に係る費用は公益目的

事業費に算入することが可能ですが、

通常の総会・評議員会・理事会の開

催は法人の管理運営業務に属し、そ

の費用は典型的な管理費です。

　無償で提供等がない場合に、法人

が事業実施のためには費用を負担し

てでも調達しなければならない関係

であるという意味であり、誰もが無

料で受けられるような役務等は含み

ません。

　実施までに10年を超える事業は合

理的な見積もりが一般には困難な場

合が多いであろうということで例と

して挙げたもので、10年を超える事

業は一律に対象としないということ

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

用準備資金に該当する事例を具体的

に例示して下さい。

　墓園事業においては、将来発生す

る地震など自然災害による対策費の

積立てが必要であります。この資金

の活動時期は不確定ではありますが

活動の蓋然性は高いと思われます。

また、事業の永続性を確保するため

に、事業のライフステージが最終期

を迎え、使用料（貸付料）収入が皆

無となった場合に備えての資金保有

が必要であります。この資金の活動

の時期は、10年以上の極めて長期と

なりますが、将来の単なる備えとし

ての積立てではなく、確実に到来す

ることが明らかなリスクに対する資

金であります。これらの積立て資金

が、特定費用準備資金の要件に合致

するものとして取り扱って下さるよ

う要望いたします。

　事業費と管理費の区分の中で管理

費の例示として、総会や理事会の開

催運営費が挙げられております。本

会としては、総会及び理事会等は公

益法人の根幹をなす事業と認識し、

その議事録詳細は本会機関誌及び

ホームページで公開しているところ

です。

　ついては、事業の根幹に係わる総

会及び理事会等の役員会の事業経費

は事業費と認められないのでしょう

か。

　無償の職務の提供等に係る費用に

おける不可欠とは、例えば具体的に

何を認定根拠とされましょうか。

　当財団は、自然災害の被災者の生

活基盤の回復及び被災地域の早期再

生を一層促進するため、住宅所有者

が相互扶助の精神に基づき拠出する

負担金により住宅の再建等を支援す

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７
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124 Ⅰ－７

る制度を県から受託し、運営してい

る法人である。

　特定費用準備資金の説明中、「実

施までに例えば10年の長期を越える

ような事業は、積立て対象として適

当ではない。」とあるが、一律に積

立期間を定めるのではなく、定款で

定める事業内容に基づき合理性を判

断し、10年を超える期間であっても

積立てを認める内容にすべきである。

　に「ただし、当該法人の定款に

定める事業を実施するにあたり合理

的な理由があると認められる場合は、

積立期間の延長又は期間を不確定に

することも認めることができる。」

旨の但し書きを追加するよう要望す

る。

　今回の案は、以下の３点に見られ

るように、真実の記録のない（＝証

憑書類のない）経理事務を行わせる

ことになり、モラルハザードの契機

を増やしている。

ア．総合的な目的を有している会費

収入について、ガイドライン案一

の５で示すような公益目的収入相

当分を一定の仮定のもとに按分計

算することは、決算段階において

は必要である。しかし、特別会計

を設けた場合には、これを日常の

経理の中で真実の記録のない処理

を行うことになる。

イ．入金者が異なる事業に属する債

務等を一括して入金することは一

般に行われている。特別会計を設

けた場合にも、会計別の口座への

入金をすべての入金者に徹底する

ことは不可能である上に、振り込

み手数料の過剰な負担を強いるこ

とは公益活動推進に繋がらないこ

とから、一括入金は今後とも容認

せざるを得ない。内部的に誤入金

として処理することになるが、各

会計に分割されての処理は真実の

個人

ではありません。事業の具体的計画、

過去の実績値等に基づいて合理的に

見積もることが可能な限りで、特定

費用準備資金の対象とすることが可

能です。

　現実に会計別の口座への入金を求

めるものではなく、一括して受け入

れた金額のうち、予め定めた使途に

したがって法人内部の経理処理とし

て会計別に割り振っていただくとい

うことです。
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1.2.　書類については、現在検討中

です。

3.　法人が受けた役務等について、

一般に利用可能な単価表があれば

それでよく、特に客観的な指標が

ない場合には、役務提供地の最低

賃金を算定の根拠として使うこと

ができます。

　事業費に含むことができる理事報

酬は、事業に従事する専務理事、業

務執行理事などの理事報酬を想定し

ています。監事の職務である監査業

務は法人の管理運営業務に属するこ

とから、常勤、非常勤を問わず監事

としての報酬は事業費に配賦する対

象にはなりません。

　無償で提供等がない場合に、法人

が事業実施のためには費用を負担し

てでも調達しなければならないもの

であれば該当します。

　ＦＡＱの問Ⅴー３－②をご参照く

ださい。

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

記録から離れた迂遠な処理を行う

ことになる。

ウ．支出においても、予め支出が確

定し難いものについて行われてい

る仮払い金等を会計別に対応する

ことは、特別会計を設けない場合

に比較して余裕のある仮払いを行

うことになる。

1.　「認定規則第５条第３項第３号

の「書類」に記載する。」の「書類」

とは、具体的にどの様な書類に記

載し、申請することとなるのか。

2.　「認定後においては、認定規則

第28条第１項第２号の「運営組織

及び事業活動の概要及びこれらに

関する数値のうち重要なものを記

載した書類」に実績値に記載す

る。」の「書類」とは、具体的に

どの様な書類に記載し、提出する

こととなるのか。

3.　無償の役務提供について、「市

場価値」を有するものとあるが、

どの様な市場価値を示しているの

か。例えば、各都道府県毎に定め

ている最低賃金が目安となるのか。

　事業費に含むことができる例示に

常勤監事の報酬を按分することがで

きる旨加えること。

　非常勤でない監事が日常の業務と

して、事業の実施状況を監査・指導

する場合、事業費に報酬の一部を按

分できるように表現に追加すべきで

ある。（非常勤の外部役員の報酬は、

事業費には按分しない。）

　当団体では収入の大半が会費から

成り立っており、また当団体が主催

する公益事業においても会員が無償

で運営をしております。この場合認

定規則第17条が当てはまるのか。

　「事業費」及び「管理費」のいず

れにも共通して発生する関連費用の

配賦について、法人独自の基準を用

いてよいことを明記すべき。
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129

130

131

132

133

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－７

Ⅰ－８

Ⅰ－８

　他団体との協働による事業につい

て、当団体では実現の意思があるが

実現の見込みが不明確な場合、予算

に計上してよいものかどうか判断で

きない。

　無償の役務提供等に係る費用額に

おける「必要対価の額」とは、例え

ば医師による医療相談、建築士によ

る住宅診断等の専門職による事業の

場合の時間単価は、一般に比べてそ

れ相応に高く設定してよいという趣

旨か。

　認定規則第16条にいう「自己の所

有する土地を使用した場合には…当

該土地の使用当たり実際に負担した

費用の額を控除」するとあるが、「当

該（自己が所有する）土地の使用に

当たり実際に負担した費用」とは、

具体的にはどのような費用を想定し

ているのか。

　資産取得資金について、積立が10

年を超える建物等の修繕積立金、建

て替え等の建物建設積立金等を認容

することができないか。

1.　遊休財産額の保有の制限につい

て、例えば、財団法人が、基本財

産又は特定資産を有価証券で運用

していて、その果実（クーポン収

入等）で全ての事業費、管理費を

賄っている法人は数多くあります

が、この場合は、同一銘柄のポー

トフォリオを１号財産、２号財産

と区分けすることは難しいし、意

味がないと思われます。この不都

合を払拭する必要があるのではな

いでしょうか。

　　そもそも、公益目的保有財産は、

公益目的事業財産であり、公益目

民法34条

法人

その他

その他

民法34条

法人

その他

　実現可能性の低い事業について特

定費用準備資金を積み立て、結果と

して当該事業を行わなかった時には、

資金は全額取崩しとなり、取崩し時

の公益目的事業比率については取崩

し金額を事業費から控除して計算す

ることになりますので注意が必要で

す。

　法人が、当該役務等の提供を受け

ることに対して通常負担する額であ

り、その旨をガイドライン（案）で

明確化します。専門家が専門サービ

スを提供した場合には専門サービス

としての金額ですし、単純作業に従

事した場合には、当該作業に見合う

金額になります。

　例えば固定資産税が考えられます。

　建物修繕積立金は、公益目的保有

財産又は公益目的事業に必要なその

他の業務に係る財産となる実物資産

の取得又は改良に充てるための資金

の対象となり得ます。

1.　運用が１本で行われているもの

を区分して運用することを求めて

いるものではありません。貸借対

照表等の表示で区分してもらえれ

ば結構です。また、ある財産を公

益目的保有財産とすると、その財

産から生じる果実は公益目的事業

費以外の費用（例えば管理費）に

充てることができなくなることに

注意が必要です。

2.　認定法では公益目的事業費と管

理費とを明確に区別しており、公

益目的事業しか行っていない法人

について管理費の財源を考える必
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要があることからガイドラインで

示したものです。「適正な範囲」

については、事業管理費や共通費

用を事業費に配賦してもなお残る

一般管理費が対象であり、同種同

規模の法人において通常生ずべき

範囲です。特例民法法人において

は、従来計上してきた費用額が一

つの目安になります。

　ＦＡＱの問Ⅵ－３－①をご参照く

ださい。

その他

的事業財産は「公益目的事業を行

うために使用し、又は処分しなけ

ればならない」（公益認定法第18

条）とされております。この「公

益目的事業」費用には、事業費の

みならず管理費も対象となるので

はないでしょうか。

2.　公益目的事業財産について、「適

正な範囲内の管理費相当額につい

ては、公益目的事業財産には含ま

れないものと整理することがで

きる。」の意味がよくわかりませ

ん。公益目的事業財産の管理会

計上、「適正な範囲内の管理費相

当額」を除いて良いとの事でしょ

うが、なぜでしょうか。そもそも、

公益目的事業財産は、上記のと

おり、「その使用又は処分」には、

管理費も含めているのではないの

ですか。

　　公益目的事業財産に全額を計上

し、その中から「管理費相当額」

に使用、又は「処分」すれば、そ

の使用額、又は処分額が公益目的

事業財産額から控除されるのでは

ないでしょうか。

　財団法人の現行基本財産の引継

ぎについての重要課題に関し、一

般社団・財団法人法第152条２項で

は、設立時の拠出財産は300万円以

上とされているが、現行の財団法人

は基本財産として相当な資金を有し

ているものが多い。平成８年９月の

「公益法人等の指導監督基準」（関係

閣僚会議）に従い、基本財産として

預金、有価証券等の資金として数千

万円から数十億円に至る基本財産を

有しており、その増加、処分、担保

差入れは、所轄庁の認可を要すると

なっている。そこで、公益認定申請

時に当たり、このような基本財産を

どのようにすればよいのか指示され

たい。また、社団法人が自主的に寄

Ⅰ－８134
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135

136

137

138

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

附財産及び内部留保資金の基本財産

については、どのようにしたらよい

か指示されたい。

　新制度では次年度のために収めら

れた会費（前受会費）は、保有資産

にカウントされるのかどうかお教え

いただきたい。

　銀行預金等の金融資産は、社団法

人においても基本財産又は特定資産

とすることにより、遊休財産額から

除外されるのか。

　現在当財団は基金を持っています

が、新法では第16条で上限（一年間

の事業費程度）の規定があり、これ

を越えると基金が遊休資産と見なさ

れるように読めます。遊休財産と見

なされると、事業費比率が大幅に減

少して50％条項をパスすることがで

きません。

　当財団のように、補助金が無く基

本財産の利息のみで運営する財団で

は、経済情勢の変動の影響をもろに

受けるので、かなりの基金を持って

いないと、長期にわたる安定な運営

が保障されません。基金の上限が事

業費の１年程度というのは、いかに

も少なく上限をはずすか、事業費の

数年分程度に直して頂く必要がある

とおもいます。

　現に当財団では、十数年前に基本

財産として４％程度の10年の市債県

債などを購入し、その利子で運用し

ていましたが、満期を迎えた、数年

前には国債は1.4％程度になり、運

用に多大な影響が出て苦労し、基金

を置くことにした経緯があります。

　他の事業との共有財産について、

公益目的事業分の物理的な特定が困

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　前受会費が現預金に計上されてい

ても、遊休財産額は資産から負債を

控除して計算しますので、遊休財産

額には含まれません。

　財団法人の基本財産又は運用財産

のように、その運用益によって公益

目的事業を実施する場合など、その

果実とその果実を充てる公益目的事

業費の規模との関係から、公益目的

事業の財源として実質的に寄与して

いる金融資産は、公益目的保有財産

として経理し、遊休財産額から控除

できる可能性があります。

　財団法人の基本財産又は運用財産

のように、その運用益によって公益

目的事業を実施する場合など、その

果実とその果実を充てる公益目的事

業費の規模との関係から、公益目的

事業の財源として実質的に寄与して

いる金融資産は、公益目的保有財産

として経理し、遊休財産額から控除

できる可能性があります。

　なお、ある財産が遊休財産額に含

まれるかどうかと公益目的事業比率

とは直接は関係しません。

　土地や建物が物理的に区分できな

い場合には、全体を公益目的保有財
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産として位置づけ、減価償却費、保

険料など財産に係る費用は、使用割

合など適正な基準に基づいて各事業

費に計上することになります。

　年間のうち限られた期間しか使用

しないが、いつでも使用できる状態

で保有しており、毎年、使用する場

合が考えられます。公益目的事業の

用に供していない空き時間に他の目

的に使用することを排除するもので

はありません。

　資産取得資金については、認定規

則第22条第４項により特定費用準備

資金に係る同第18条第３項が準用さ

れ、同項中第２号「他の資金と明確

に区分して管理されていること」と

いう要件を満たす必要があるため、

特定費用準備資金同様に、貸借対照

表上の特定資産として計上されるこ

とを予定しています。

　負債性引当金に準ずる内容の準備

金とは、例えば、保険数理計算に基

づいて計上される責任準備金を想定

しています。

　資産取得資金を運転資金に流用し

た場合、目的外取り崩しとなり全額

取り崩されることになります。その

ため資産取得資金は、法人全体の資

金繰りに支障をきたさない範囲で、

具体的な計画や目的をもって利用し

ていただくことが重要です。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

難な場合には、一の事業の資産とし

て確定することとなっているが、例

えば、土地や建物について、公益目

的保有財産に区分することでもよい

か。

　公益目的保有財産については、「断

続的であっても、長期間継続して使

用している場合は継続して用に供す

るものとする。」とあるが、「断続的」

とはどのような状態をいうのか。断

続している間に他の目的に使用する

ことは可能なのか。「長期間」とは

どの程度の期間をいうのか。「断続

的」に「長期間継続して使用」する

とは、具体的にどのような状態をい

うのか。

　「特定の財産の取得又は改良に充

てるために保有する資金」（認定規

則22条３項３号）について、個別に

貸借対照表の科目名を付けて管理す

べきではないか。

　また、「負債性引当金に準ずる内

容の準備金は、遊休財産額の計算で

は引当金と同様の取扱いとする」と

されているが、これは、引当金に計

上してない場合に控除対象財産にし

ていいという意味か。これは、貸借

対照表の勘定科目において、特定費

用準備資金以外の準備金の設定が広

く認められるとの趣旨か。具体的な

事例としてどのようなものが考えら

れるか。

　資産取得資金について、その積立

て及び取崩しに関し、次のような取

扱いとなることを、ガイドラインに

おいて明確にしていただきたい。

ア　公益目的事業のみを実施する法

人にあっては、この資金の各期に

おける積立て額の上限は、各資金

の積立て限度額（必要な最低額）

から前期末の当該資金の残高を控

除した額となること。

イ　例えば、ある年度において、公

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

139

140

141
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142

143

144

145

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

益目的事業実施のための給与や外

部への支払いに支障を来たし、借

入金を余儀なくされる場合におい

て、この資金の残高から必要額（借

入しようとする金額）を取崩すよ

うなケースについては、認定法施

行規則第22条第４項で準用される

同規則第18条第４項第３号の「正

当な理由」に該当すること（従っ

て、この資金の残高全額の取崩し

をしなくてもよいものであるこ

と）。

　寄付金を受け入れる場合、必ず使

途の指定を受けなければなりません

か。（認定規則第22条第３項第５号

関連）基本財産或いは新規事業立ち

上げの基金を指定するなど特別のほ

かは、指定を受けても財産運用益等

の収入と分離して管理することがで

きません。また基本財産に偏って指

定を受けると公益目的事業の実施が

困難となります。

　基本財産の取崩しについては、現

在は、主務官庁の許可が必要ですが、

新公益法人ではいかがですか。

　財団事務所として保有しているマ

ンションの１室（土地、建物）は、

認定規則第22条第３項２号に該当す

る財産として遊休資産から除外され

ますか。なお、事務所には、会議室、

役員室、事務室、管理スペースがあ

り、理事会、選考委員会等には会議

室を使用するが、シンポジウム等の

事業はホテル等を使用しています。

　認定規則第22条第３項第２号に関

するガイドライン（案）の解説とし

て「管理業務に充てるために保有す

る金融資産については、貸借対照表

において基本財産又は特定資産とし

て計上されるものが該当する」とあ

りますが、これは予算書の管理費に

見合う金額を利息配当として生み出

す有価証券等を特定資産として保有

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　使途の指定は義務ではありません。

ただし使途の指定の有無により受け

入れた財産について、認定法上は、

例えば遊休財産額、公益目的取得財

産残額、収支相償の計算などにおい

て扱いが変わりうることに注意が必

要です。

　新たな公益法人については財産処

分について行政庁の許可は求められ

ていません。

　該当すると考えます。

　ご指摘のとおりです。
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　ＦＡＱの問Ⅴ－４－⑥をご参照く

ださい。

　公益目的事業の用に供するか公益

目的事業に必要なその他の業務又は

活動の用に供する財産ということに

尽きます。

　事業又は業務に用いる財産の範囲

を画するため、金融資産であっても、

基本財産や特定資産といった固定資

産に経理する必要があります。

　その法人の財産のうち、公益目的

事業の用に供する物理的な範囲を特

定する場合の一つの例として示した

ものです。

　利用の実態や実質的な寄与度を踏

まえた個別の判断になります。

　ＦＡＱの問Ⅴ－４－③をご参照く

ださい。

　ＦＡＱの問Ⅴ－４－④をご参照く

ださい。

　単に公益のために使用するとのみ

定め、積み立てているだけの金融資

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

するという意味でしょうか。

　認定規則第22条第７項にある「対

応負債の額」について、例示等、詳

細な説明をすべきである。

　どういうものが遊休財産となるの

かについての判断基準が未だ不明確

であると考えます。

　ガイドラインでは２号財産は「固

定資産とする。」とあるが、施行規

則第22条第３項第２号では「固定資

産」ではなく「財産」と定められて

いる。

　したがって、「固定資産」だけで

なく、「流動資産」を含めた「資産」

としていただきたい。

　公益目的保有財産の物理的特定の

例示としてある「建物一階介助浴室、

脱衣室部分」の意味を明確にしてほ

しい。

　「利用効率が低いため、財源確保

に実質的に寄与しない固定資産は該

当しない」場合の利用効率の基準を

明確にしてほしい。

　認定規則第22条第３項第１号から

第６号までの「控除対象財産」につ

いて、具体例を含め分かり易く解説

していただきたい。

　会費、寄附金等で運営する公益法

人は、営利法人に比べ収入が不安定

であり、長期間、継続的に公益事業

を実施することを可能とするよう、

相応の留保財産を有することが必須

である。留保資産について、一律的

に厳しい制限を課されれば事業活動

が行えないことも生じる。このた

め、公益目的のために保有する資産

は、複数年にわたるものや特定の事

業に限定されていないものであって

も、遊休財産額から除外する控除対

象財産に含めるべきである。

　「金融資産」を公益目的保有財産

として保有する場合、それが、継続

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－８
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149

150
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154

155

156

Ⅰ－８

Ⅰ－８

Ⅰ－10

して公益目的事業の用に供するため

に保有する財産であるかどうかの判

断はどの様に行われるのですか。単

に、基本財産又は特定資産として計

上し、その範囲を明らかにしておけ

ばよいものではないと考えますが、

如何ですか。

　遊休財産額に関し、「管理業務に

充てるために保有する金融資産につ

いては、合理的な範囲内において、

貸借対照表において基本財産又は特

定資産として計上されるものが該当

する。」とあるが、「合理的な範囲内」

とは、具体的どの様な範囲か。

　「遊休財産」から除外される「控

除対象財産」に「公益目的保有財産」

があるが、第18条に係わるガイドラ

イン案第17項に「徴収した経費」に

ついては、「公益目的事業財産」に

含まれない例として、「その徴収に

あたり使途が定められていないも

の」が挙げられている。この論旨で

は徴収した前受け会費は遊休財産に

なる。従って、公益目的事業を主

とすることが定款に定められており、

前年度決算において徴収した会費

が実質的にすべて公益目的事業に費

消された時等、徴収した会費が次年

度に繰り越さない見込みがある場合

には、徴収した前受け会費は「公益

目的保有財産」とみなすことを記載

すべきである。理由は、公益目的事

業にその年度中に費消する財産は、

社会通念によって、「公益目的保有

財産」とみなすべきであるため。ま

た、前受け会費は、貸借対照表にお

いて負債に計上されており、認定規

則第22条第２項第１号により、「控

除対象財産」であるため。

　当財団には出捐会社から１名、そ

の他社外から１名の監事により構成

されています。規模的にも、もう１

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

産は公益目的保有財産にはなりませ

ん。

　その果実とその果実を充てる公益

目的事業費の規模との関係から、公

益目的事業の財源として実質的に寄

与している金融資産は、公益目的保

有財産となり得ます。

　事業管理費や共通費用を事業費に

配賦してもなお残る一般管理費とし

て、同種同規模の法人で通常生ずべ

き費用を賄える範囲です。適正な範

囲内の管理費相当額を著しく超える

果実を生む財産や逆に管理費の財源

として実質的に寄与していない財産

は合理的な範囲内とは言えません。

　前受会費が現預金に計上されてい

ても、遊休財産額は資産から負債を

控除して計算しますので、遊休財産

額には含まれません。

　ＦＡＱの問Ⅳ－２－②をご参照く

ださい。
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　公益法人認定法は、人格、組織、

規則などから同一性が認められる特

定の団体の利益に基づいて公益法人

の業務運営がなされることを回避す

るための基準を設けていますが、同

一業界に属する者であっても同一の

団体に属しない限りは、本基準の適

用はありません。

　ＦＡＱの問Ⅳ－２－①及び問Ⅳ－

２－③をご参照ください。

　地方公共団体については、地方公

共団体単位であり、例えば都道府県

であれば、知事部局や教育委員会等

も全て含めて捉えます。ＦＡＱの問

Ⅳ－２－①をご参照ください。

　ＦＡＱの問Ｖ－６－①をご参照く

ださい。

特定非営

利活動法

人

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

名の監事を加える程のことが無く、

かといって１名では万一のことを考

えると不安です。したがって、「２

名監事の場合は二分の一を超えない

ものである」旨を明示して欲しい。

　第５条11項に関して、同一企業の

人数制限は理解出来ますが、同一業

界の人数制限はなくなったのでしょ

うか。同一業界と言いましても、利

害が対立していますから、公平に選

任しておかないと、活動に偏りが出

来てしまいます。従いまして、どう

しても同一業界の人数が増えてしま

うので、半数に抑えるために理事・

評議員の人数を不必要に増やさなけ

ればならなくなります。

　団体のパターンに合わせて、判断

の具体的な指針を示すべきである。

判断する具体的な観点として、次の

ような事項を示していただきたい。

①　法人格が同一の団体　→　同一

の団体

②　法人格が別でも、グループ体と

して同一のもの　→　同一の団体

③　法人格がない任意団体　→　組

織、規則、会費の支弁等から判断

④　①～③以外のもの　→　個別に

判断

　「他の同一の団体」に対しての概

念が捉え難く、また、政令第５条第

２号ロの「地方公共団体」の範囲を

どのように解釈したらよいのか理解

し難い。例えば県なら知事部局も教

育委員会等も全て含めたものとして

判断するのか、また、市町村におい

ても同様な解釈をすることになるの

か。特に教育関係の都道府県単位の

法人の場合、教職員は対象外として

いただくことを要望する。

　一般社団・財団法人法第89条は、

理事の報酬は定款もしくは社員総会

の決議で理事の報酬額を定めるとさ

れており、社員や社会への説明義務

Ⅰ－10

Ⅰ－10

Ⅰ－10

Ⅰ－12

157

158

159

160
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161

162

163

164

Ⅰ－12

Ⅰ－12

Ⅰ－12

Ⅰ－13

は十分果たされている。支給基準を

細部に定めることで、役員個人の報

酬が公になる可能性があり、個人情

報保護等の観点から問題があり、案

には反対である。

　そもそも補助金等を受領せず、独

自の財源で事業を行う法人について

は、個別具体的な報酬支給基準は、

私的自治に任せるべきである。仮に、

支給基準を定める場合にあっても、

役員が当該法人の使用人として受け

る財産の扱いについては、各法人の

判断に任せるべきである。

　役員報酬基準については、現在の

指導（基準）の下に作成した基準を

尊重してほしい。

　役員の報酬についてですが、日当

や実費交通費は報酬に入るのか否か

ですが、実費交通費は入らないで

しょうが、日当については明確でな

いので、例えば10万円（一般に高額

でないと考えうる金額）程度であれ

ば、報酬でないと言明するか、日当

の金額の如何を問わず報酬かを言明

してほしい。

　役員報酬（非常勤役員のお車代を

含む）の規定のモデル（定款又は別

規定）を提示して頂きたい。また、「不

当に高額なものとならない」範囲に

ついて示されたい。

　「社員の資格得喪に関する条件」

について、「定款の目的に賛同して

入会を希望するもの」で「理事会の

承認を得たもの」が社員として入会

できるというような定款になってい

る現行の社団法人が多いように見受

けられます。公益法人認定時に、上

記のような定款の団体については、

社員が事実上一部の者に限られるよ

うな運用になっていないか等、実際

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

　現在の報酬の基準が認定法で定め

る要件を満たしていれば、現在の基

準をお使いいただくことで結構です。

　ＦＡＱの問Ｖ－６－①をご参照く

ださい。

　ＦＡＱの問Ｖ－６－②、③をご参

照ください。

　具体的な報酬等の支給の基準は、

法人により異なることから、モデル

支給基準を示すことは予定していま

せん。また不当に高額かどうかも法

人により異なることから、一律の基

準として示すことは困難です。

　社員の資格の得喪に関する条件が

不当かどうかは、定款上の社員資格

に関する定めが当該法人の目的、事

業内容に照らして合理的な関連性や

必要性があるかどうかで判断します。

　実際の社員の属性まで見るのは、

結果論であり行き過ぎと考えます。
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　「不当な条件」かどうかは、当該

法人の目的、事業内容に照らして合

理的な関連性や必要性があるかどう

かを個別に判断します。例えば、専

門性の高い事業活動を行っている法

人において、その専門性の維持、向

上を図ることが法人の目的に照らし

て必要であり、その必要性から合理

的な範囲で一定の有資格者等に社員

資格を限定することはあり得るため、

不当な条件の具体例を示すことは困

難です。

　ＦＡＱの問Ⅳ－３－－①をご参

照ください。

その他

民法34条

法人

の社員の性別・年齢や属性にまで踏

み込んだ情報を公益認定申請時に提

出させ、審査をすべきかと思います。

　そうしなければ、実質的な共益団

体が、新法施行後も公益団体として

温存されてしまうことになりかねな

いと考えるからです。

　移行には定款変更が必要になるの

で、これに備えるためにも「不当な

条件」を明示しておく必要がある。

（例：人種、信条、性別、社会的身

分又は門地は「社員の資格の得喪」

に関する不当な条件と考えられる。）

「不当な条件」について具体例を示

されたい。

　現行公益法人の中で大多数の会員

を有する公益法人では、代議員制度

を採用しているのが現状です。

　このたびの公益法人制度改革は、

民間の団体が自発的に行う公益目的

事業の実施が公益増進のために重要

であるとの認識のもとに、民間の自

発的な公益活動を活性化させること

にあると理解しております。そうし

た趣旨を酌むのであれば、現行法下

で事実上認められている代議員制度

は当然認めれられるべきと考えます

し、これが認められない場合、①議

論の充実の維持、②会場の確保の困

難性、③役員選挙における公平性の

担保、④開催費用の著しい増大等の

問題が生じ、社員総会を開くことは

事実上不可能と言わざるを得ません。

　したがって、会員から適正に選ば

れた代表者にのみ社員資格を限定す

ることを認めるとしたうえで、その

場合に認定法第５条第14号イの「不

当な条件」にあたらないと判断され

るための要件を、ガイドラインのな

Ⅰ－13

Ⅰ－13

165

166
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167

168

169

Ⅰ－13

Ⅰ－14

Ⅰ－14

かでお示しいただきたい。

　大規模法人においては、構成員全

員を社員とした場合には、電磁的方

法や代理人制度を利用しても短期間

での総会定足数の達成は極めて困難

である。また、新しい公益法人制度

に係るご質問への回答において明記

されているため、社員の資格得喪に

係わる不当でない条件の例として、

構成員から次の要件を満たす代表構

成員（呼称は代議員等）を社員とす

る例を追加する。

　代表構成員制度の骨格（定数、

任期、選出方法、欠員措置等）（詳

細は下部規範に委任可）。

　会員は代表構成員の選出にあた

り、等しく選挙権、被選挙権を有

すること。

　代表構成員の選出は理事、理事

会より独立して行われること。

　代議構成員が責任追及の訴え、

社員総会決議取消しの訴えなど法

律上認められた各種訴権を行使中

の場合には、その間、社員の任期

が終了しないものとすること。

　構成員に代表構成員と同等の情

報開示請求権を付与すること。

　株式を保有している場合（認定規

則第４条第１号）でも無議決権株を

保有している場合等は本基準を満た

していることとなるように、認定規

則第４条第２号から第６号までの財

産を保有している場合でも本基準を

満たしていることとなる具体例を示

されたい。

　現状の例示に替えて以下を記載す

べきである。

　「法人が保有株式を信託し、当該

株式の議決権を有していない場合

（すなわち、受託者が株式の議決権

行使権限を有する場合）には、公益

認定法施行令第７条の「議決権の過

半数」を算定する上で、その算定対

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

　ＦＡＱの問Ⅳ－３－－①をご参

照ください。

　どの場合でも議決権の過半数を有

していない場合には本基準を満たし

ます。

　法人が議決権を有していない場合

とは議決権行使の指図権も有してい

ないという意味です。
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　ＦＡＱの問Ⅴ－７－①をご参照く

ださい。

　不可欠特定財産はその性質上、基

本財産となります。

　金融資産は不可欠特定財産にはな

りませんが、ご質問のような特定資

産は、公益目的事業の財源として実

質的に寄与している場合には公益目

的保有財産として経理し、遊休財産

額から控除されます。ＦＡＱの問Ⅴ

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

象に含まれない。」

　公益法人認定法施行規則第４条第

５号の趣旨を明確化すべきであり、

以下の記載を要望する。

「【公益法人認定法施行規則第４条

第５号の趣旨】

　本基準は、法人が他の団体の事

業活動を支配することを通じて、

公益目的事業比率が50％以上とい

う認定基準を潜脱することを防ぐ

ために、他の団体の意思決定に関

与することができる財産の保有を

制限するものです。

　公益法人が信託を通じて実質的

に他の団体に関する議決権を保有

している場合を想定しており、信

託そのものについての意思決定に

関与する場合を規定しているもの

ではなく、信託受益権の保有（信

託の活用）を須らく制限するもの

ではありません。

　公益法人が信託を通じて実質的

に他の団体に関する議決権を保有

している場合、株式等の議決権を

保有する信託については、信託に

おける委託者、受益者としての権

利に、他の団体の意思決定に関与

することができる権利が含まれる

場合が考えられるため、保有制限

の対象となる財産としています。

　　また、株式等を保有する場合に、

当該株式等の議決権が委託者又は

受益者以外のものに無条件に付与

されている場合には、結果として

保有制限はありません。」

　不可欠特定財産であるなら基本財

産であるということか。

　当財団は助成団体であり、対価を

伴う収益事業は行わず、収入は寄付

と配当・利息のみであります。収入

の変動にかかわらず事業を安定的に

維持する目的で他の資産とは区分し

て「事業実施資金」と称する特定資

Ⅰ－14

Ⅰ－15

Ⅰ－15
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172
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173

174

175

176

Ⅰ－15

Ⅰ－15

Ⅰ－15

Ⅰ－16

産を保有しています。この資産は、

認定法第５条第16号の「公益目的事

業を行うために不可欠な特定の財

産」として認められますか。（遊休

財産から除外されますか。）

　不可欠特定財産の定義について：

試験研究は、人の知恵（ソフト）と

試験研究施設等（ハード）が揃って

成果が得られるものであります。こ

のため、試験研究として公益目的事

業を実施するための必要不可欠な土

地、建物については、不可欠特定財

産に該当することを明確にしていた

だきたい。

　公益目的事業を行うために不可欠

な特定の財産には運用を目的とした

金融資産も含めるべき。

　不可欠特定財産について、基本財

産は、財団の設立の根拠であること

から、基本財産を不可欠特定財産に

含むべきではないか。

　例えば、公益認定を取り消された

場合、公益目的財産については、不

可欠特定財産以外は、類似の事業を

行う公益法人等に贈与する必要があ

り、財団の設立根拠である基本財産

を贈与すると、財団法人のとして財

産を失うことなり、結果、財団を解

散することが有り得ることから、基

本財産も不可欠特定財産に含むべき

である。

　公益目的事業財産は必ずしも毎年

毎年公益目的事業に支出しなければ

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

－４－③をご参照ください。

　不可欠特定財産は、法人にとって、

その財産なくしては事業が成り立た

ないものであると同時に、その法人

が保有又は使用することに意義があ

る財産に限定しています。

　法人が公益認定前から保有する不

可欠特定財産は、認定取消し時等に

贈与する公益目的取得財産残額から

控除されます。これは当該財産と当

該法人との間に固有の結びつきがあ

り、認定取消しに伴って法人がその

財産を失うと法人の存続意義すら失

うほどの財産は、引き続き当該法人

に保有、使用させることが適当であ

ることから設けられた財産類型です。

金融資産は他の法人においても利用

可能であることから不可欠特定財産

には該当しません。

　ＦＡＱの問Ⅵ－３－①をご参照く

ださい。

　公益目的取得財産残額の計算は、

計算書類から離れて行うものですが、
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計算書類上、公益目的事業会計に繰

入れた財産を管理費など公益目的事

業以外の支出に充てることはできま

せん。

　認定法第５条第17号トに基づく認

定政令第８条においては、第１号で

特殊法人（株式会社を除く）、第２

号で一定の要件を満たす法人を定め

ています。この第２号に該当する法

人とは、宗教法人、特定非営利活動

法人などのうち、イからホの要件を

全て満たしている法人です。特定の

法人を定款で定めた場合には、当該

法人が要件を満たすかどうかは、公

益法人において証明する必要があり

ますが、その法人に関する根拠法令

等において各要件を満たす旨を確認

できる規定があればそれでよく、相

当する規定がない要件については、

他の行政機関の認可、承認等から確

認できることでも足ります。

　公益目的事業に係る収益を収益事

業等に繰入れることはできません。

　認定規則第26条第５号は、公益目

的保有財産は、法人の都合や環境の

変化によって公益目的事業以外の目

的に用途を変更することができます

が、公益目的保有財産として一旦定

めた以上は、その財産相当額は引き

続き公益目的事業財産に属すること

を定めています。

　事業管理費や共通費用を事業費に

配賦してもなお残る一般管理費が対

象であり、同種同規模の法人におい

て通常生ずべき範囲です。特例民法

法人においては、従来計上してきた

費用額が一つの目安になります。

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

ならない趣旨ではなく法人の資金繰

りによってはこれを公益目的事業以

外の支出に充てることができること

を確認したい。

　認定法第５条第17号トの法人につ

いて具体例を示されたい。

　公益法人の事業のうち、収益事業

であると区分けされた事業が、赤字

になった場合、一時的にせよ運用収

入から補填することはできないのか。

そもそも制度的に収益事業の利益を

公益事業に繰り入れることはありえ

ても、逆はあり得ないことになるの

か。

　認定規則第26条第５号において

「公益目的保有財産以外の財産とし

た公益目的保有財産の額に相当する

財産」とあります。これは具体的に

どのような財産を指すのか、ガイド

ラインで例示していただきたい。

　「適正な範囲内の管理費相当額に

ついては、公益目的事業財産には含

まれないものと整理することができ

る」とされているが、この「適正な

範囲」は法人側の常識的な判断に任

されていると理解していいか。

Ⅰ－16

Ⅰ－17

Ⅰ－17

Ⅰ－17
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178

179

180
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181

182

183

184

Ⅰ－17

Ⅰ－17

Ⅰ－17

Ⅰ－17

　特例民法法人の残余財産の一部に

ついて、新法人（一般社団・財団法

人）が、特例民法法人と同種（又は

同種に限定しない）の公益事業を実

施している場合は、そこを残余財産

の一部の帰属先として指定できると

解しますが、いかがですか。

　公益目的事業財産について、「公

益目的事業のみを実施する法人は、

寄附を受けた財産や公益目的事業に

係る活動の対価として得た財産のう

ち、適正な範囲内の管理費相当額に

ついては、公益目的事業財産には含

まれないものと整理することができ

る。」については、公益目的事業の

収入の一部を管理費用に充当できる

ことでよいのか。また、利益相償に

ついても、管理費を含めて利益相償

であればよいとのことか。

　公益目的保有財産について、「管

理業務に充てるために保有する金融

資産については、合理的な範囲内に

おいて、貸借対照表において基本財

産又は特定資産として計上されるも

のが該当する。」の「合理的な範囲内」

とは、具体的にどの様な範囲か。

　公益事業の財源を獲得するために

有価証券により利息・配当金等の資

金を獲得する活動は、収益事業とし

て把握すべきものなのでしょうか。

それとも公益目的事業そのものとし

て把握すべきなのでしょうか。遊休

資産を判定するガイドライン８に、

「公益目的保有財産」の内容として

金融資産が予定されており、「公益

目的事業を行うために必要な収益事

業等の用に供する財産」として把握

すべき有価証券との区分がよくわか

りません。金融資産の運用でも公益

目的事業となる場合と、財源確保の

民法34条

法人

個人

個人

個人

　特例民法法人が特例民法法人であ

る間に解散する場合の残余財産の帰

属先については従前の定めによりま

す。

　公益認定を申請する際の定款で一

般社団・財団法人を帰属先に指定す

ることはできません。ＦＡＱの問Ⅴ

－９－②をご参照ください。

　ＦＡＱの問Ⅵ－１－③をご参照く

ださい。

　ご質問の財産は公益目的保有財産

ではなく、公益目的事業に必要な業

務又は活動の用に供する財産として、

遊休財産額から控除されます。適正

な範囲内の管理費相当額を著しく超

える果実を生む財産や逆に管理費の

財源に実質的に寄与していない財産

の指定は合理的な範囲内とは言えま

せん。

　金融資産の運用そのものは、不特

定かつ多数の者の利益の増進とは言

い難いことから公益目的事業にはな

りませんが、その果実を公益目的事

業費に充てる場合の、果実と当該公

益目的事業費の規模との関係から、

公益目的事業の財源として実質的に

寄与している金融資産は、公益目的

保有財産となり得ます。その果実を

収益事業等に充てる場合の金融資産

は、収益事業等の用に供する財産と

なります。
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　事業の内容に即して区分して構い

ません。

　事業の規模、継続性も含めた事業

の実態と重要性の原則に照らし、法

人が独立した事業と認識するものは

区分経理をすることになります。

　区分経理とは、正味財産増減計算

書のみならず貸借対照表も含めて区

分するのが本来意味するところです。

　ただし、小規模法人の事務負担を

考慮し、収益事業等の利益の公益目

的事業財産への繰り入れが利益の

50％に留まる場合には、区分経理は

正味財産増減計算書のみで差し支え

ないとしているところです。利益の

50％を超えて繰入れる場合には、公

益目的保有財産の取得支出、売却収

入を含めて収支相償の計算を行うこ

とから、貸借対照表も含め区分経理

をしていただくことが必要です。

　貸借対照表の区分表示は全ての法

人に求めているものではなく、収益

事業等の利益の50％超を公益目的事

業財産に繰入れる法人を対象として

います。

　ＦＡＱの問Ⅲ－１－①をご参照く

ださい。

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

ための収益事業等となる場合が予定

されているということなのでしょう

か。

　区分経理について、受託業務の場

合における括りを委託元毎にしてほ

しい。

　収益を伴う事業については、規模

の大小、継続的事業であるかどうか

にかかわらず、その事業ごとに区分

経理を求められるのだろうか。

　収益事業等の区分経理は損益計算

書上の区分のみに止め、貸借対照表

の区分はなしとしていただきたい。

　計算書類の作成にあたっては、損

益計算書及び貸借対照表の内訳表に

おいて公益目的事業と収益事業に区

分して表示することとされています

が、貸借対照表の区分表示は、事業

の規模、重要性の観点から、省略す

ることも可とさせていただきたい。

　現在、当会は事業活動の活性化と

効果的な事業を実施するために支部

等の組織を設けている。支部等の組

織は、当会組織の一部を構成してい

る。

　今回、新たな公益法人に移行する

場合、「定款」に支部等の“設置”“事

業目的”、「運営規約」に“加入手続”

“支部等の必要な事項”、「会則」に“会

費”等、定める予定ですが、次の取

扱いにより、公益認定に該当するよ

う要望いたします。

Ⅰ－18

Ⅰ－18

Ⅰ－18

Ⅰ－18

なし

185

186

187

188

189
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

　支部等が法人組織の一部か否か

の判断は、「実質的側面から判断

するものとする」とし、次の条件

により公益認定に該当するとする

こと。

　①　規約に規定する本部・支部

等関係（指揮命令権限がある）、

支部等役員の選出方法、会費の

徴収や支部等の費用科目の本部

への合算から判断して、実質的

一体性がある場合に、法人組織

の一部と見なす。

　②　支部等の会費の徴収は、一般

会員がより専門的、個別的な

サービスの提供等を望む場合、

その対価として支部等へ会費を

納入し特別のサービスを受ける

との趣旨である。

　　　一方、公益認定を受けるため

には、不特定多数の者の利益の

増進に寄与する必要があるため、

支部等に属さない会員及び非会

員においても、支部等の一事業

毎に原価相当で必要な経費等を

支払うことによって同様なサー

ビスを受けることが出来る。

　支部等の会計処理の方法は、実

質判定することとし、次の場合に

おいても、本部と合算することを

条件に認めること。

　①　支部等が会計単位として独立

している場合は、支部等それぞ

れの財務諸表を作成し、それぞ

れの支部等で承認を得た上で、

本部の財務諸表に合算する。

　②　支部等が会計単位として独立

していない場合は、月次又は年

次で収支及び現金預金の残高の

報告書を作成し、本部に報告を

行い合算する。

　③　支部等が本部からの交付金等

により運営されている場合で、

本部からの交付金が収入の50％
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　公益法人が法令に基づいて行うこ

ととされている情報公開は必ずしも

インターネットによる必要はありま

せん。

　ＦＡＱの問Ｉ－２－①をご参照く

ださい。

　ＦＡＱの問Ⅳ－３－－①をご参

照ください。

1.　申請にあたっての手引は現在、

検討中です。

2.　認定は個々の法人毎に行うこと

になりますが、今回の制度改革の

骨子は、主務官庁制の廃止による

裁量行政の排除と法律で定められ

た客観的な認定基準に基づく処分

（認定）です。

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

以上であり、かつ、小規模な場

合は、本部に支部等の現預金の

期末残高を合算すれば足りる。

　当財団は、小さいながら登録博物

館としての博物館を運営しておりま

す。

　しかしながら、予算の関係で自前

のホームページをまだ立ち上げてお

りません。したがって、財務等の情

報がインターネットで公開ができま

せん。そういう場合は別の方法での

公開を検討して下さい（館内での掲

示等）。

　特例財団法人の「定款の変更の案」

（整備法102条、整備法118条）の決

定方法をガイドラインに明示するか、

当パブコメの回答で御教示ください。

　具体的には、「定款の変更の案」

を特例財団法人の理事長が自由に決

定することは可能でしょうか。

　現在本会会員約950名の直接選

挙で、本会会長選挙を行っている

が、このままではだめなのか。また、

950名の会員が総会に一同に集まる

には、会場の都合上無理なので、選

挙で選ばれた代議員66名で、現在代

議員会を行っているが、このままで

はだめなのか。

1.　記述について

　　総じて大変難解な文章である。

特に財務関係の部分においては会

計的精緻さと整合性を重視するた

めか、一般の申請者にとっては理

解が困難である。国民の目線に

立って容易に理解が可能となるよ

う、記述について再考していただ

きたい。

2.　法人の個別事情の斟酌

　　申請法人の事業内容、規模等に

ついては千差万別であり、実際の

審査に当たっては画一的に本ガイ

ドラインを適用するものではなく、

個別事情も十分斟酌する場合があ

なし

なし

なし

なし

190

191

192

193
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パブリック・コメントの結果（認定法第５条等について）

194

195

196

197

198

なし

なし

なし

なし

なし

ることを明確に打ち出していただ

きたい。

　　このため、例えばガイドライ

ン「１　公益法人認定法第５条等

について」の冒頭の箇所において、

審査当局は本ガイドラインを一つ

の判断基準としつつも、「個別事

情も十分考慮し柔軟に対応する場

合がある」旨のメッセージを明確

にしていただきたい。

　公益社団法人の要件として、法人

の規模（事業規模、会員数、事務局

員数等）が小さい等を理由として対

象外とすることはあるのか？

　認定規則28条１項２号及び38条２

号（事業活動概要の数値等）事務所

に備え置くべき等とされている「運

営組織及び事業活動の状況の概要及

びこれらに関する数値のうち重要な

ものを記載した書類」（28条）及び

「（これらの）事項及び数値の計算の

明細」について、その内容を具体的

に明示して頂きたい。

　認定規則第５条２項３号（認定申

請書類）の規定「事業計画書及び収

支予算書に記載された予算の基礎と

なる事実を明らかにする書類」とは、

①「（事業計画書及び収支予算書）

に記載された予算の基礎……」と読

むのか、又は②「事業計画書の基礎

及び収支予算書に記載された予算の

基礎……」と読むのか、教えて頂き

たい。

　認定規則第５条第３項第４号の規

定により作成する理事等に暴力団員

等４項目の欠格事由がないことを説

明した書類には、何らかの証明が求

められますか。就任要請の際、４項

目について、本人の誓約書の提出を

求めるのでしょうか。本人申告の略

歴書、社会的地位から推察可能では

ないでしょうか。

　当該「公益認定等ガイドライン

その他の

非営利法

人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

　法人の規模そのものを問う認定基

準はありません。

　書類については、現在検討中です。

　「（事業計画書及び収支予算書）に

記載された予算の基礎」です。

　ＦＡＱの問Ⅶ－①をご参照くださ

い。

　「公益認定等ガイドライン」は、
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199

200

なし

なし

（案）」が行政手続法上の審査基準に

該当するものかどうかが不明である

が、県版ガイドラインの作成を検討

するに当たって、当該「公益認定等

ガイドライン（案）」の法的性格を

明らかにしていただく必要があるた

め、その法的性格を明記すべきと考

える。

　５年間の移行期間中は、移行申請

を複数回行うことが認められている

が、その審査期間が長期にわたれば、

再申請までの猶予期間が短くなる。

特例民法法人が円滑に移行するため

には、標準処理期間を踏まえて、公

益認定あるいは一般法人への移行ス

ケジュールを定める必要がある。

　ついては、公益認定の申請あるい

は一般法人への移行認可申請につい

て、行政手続法第６条に基づく標準

処理期間を定めていただきたい。

　暫定予算について、従来の公益法

人制度においては、定款又は寄附行

為に規定することで、その編成が認

められていたが、新たな公益法人制

度においても、暫定予算編成の取扱

を認めるべきである。

民法34条

法人

民法34条

法人

公益認定等委員会（諮問機関）が定

めるものですが、行政庁である内閣

府において、「公益認定等ガイドラ

イン」を行政手続法第２条第８号ロ

の審査基準として定めています。

　ＦＡＱの問Ｉ－６－①をご参照く

ださい。

　公益法人は、行政庁に対し毎事業

年度開始の日の前日までに提出しな

ければならない収支予算書は理事会

の承認を受けたものであれば足り、

社員総会又は評議員会の承認は要し

ません（認定規則第37条）。補正予

算については、ＦＡＱの問Ⅵ－５－

③をご参照ください。
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パブリック・コメントの結果（公益目的支出計画等について）

別添２「整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について」に関する意見

番号
該当

箇所
御　意　見　概　要

御意見

提出者
御意見等に対する当方の考え方

　実施事業については、法人が自ら

選択することが可能です。ただし、

法人が選択した事業が適正か否かに

ついては、ガイドラインに示した要

件を満たす必要があります。

　「ただし書き」については削除し

ません。ＦＡＱの問Ｘ－１－①をご

参照ください。

　公益目的支出計画の実施期間につ

いて「不相応に長期であると考えら

れる場合」とは、法人の実情により

一概には申せませんが、例えば法人

として今まで行ってきた公益に関す

る事業の実施規模（額）と比較し

て、公益目的支出計画における実施

事業の規模（額）が極めて低い場合

に、そのようにせざるを得ない特段

の事由がないときには、是正を求め

ることもあり得ます。なお、本件に

ついては、個別法人毎の事情を丁寧

に勘案して判断されるべきものであ

り、一律の基準には馴染まないと考

えます。

　公益目的支出計画に記載する実施

事業について、どの事業を実施事業

とするかの選択は法人の自主判断と

なります。ただし、実施事業として

認められるためには、当該事業が定

款で定められ、ガイドラインに示し

た要件を満たす必要があります。Ｆ

ＡＱの問Ｘ－２－④をご参照くださ

い。

　公益目的支出計画に記載する事業

の選択については法人の判断に委ね

られていますが、その事業の中に収

益事業や共益的事業など実施事業に

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

　公益目的支出計画に記載する実施

事業は、法人が定款で定め実施して

いる事業のうちから、法人が自ら選

択した事業について「適正」である

ことの確認を行うようにされること

を要望する。

　公益目的支出計画の実施期間につ

いては、法人関係者の意思を尊重し

て定めた期間を認めることとしてお

り、法人に任されているものと判断

されるので、「ただし書き」は削除

されたい。

　公益目的支出計画の実施期間につ

いて、「明らかに法人の実施事業の

遂行能力と比較して、設定された公

益目的支出計画の実施期間が不相応

に長期であると考えられる場合は是

正を求めることもあり得る」とある

が、この「不相応に長期」とはどの

ような場合を想定しているのか。

　公益目的支出計画に記載する実施

事業等について、法人事業のうち、

どの事業を実施事業とするかの選別

は、法人の自主判断に任せる旨、規

定していただきたい。

　公益目的支出計画に記載する事業

の区分方法について「収益事業や共

益的事業など実施事業に該当しない

部分が含まれている場合にはこれを

Ⅱ－１

Ⅱ－１

Ⅱ－１

Ⅱ－１



Ⅱ－１



１

２

３

４

５



70

６

７

８

Ⅱ－１

ⅲ

Ⅱ－１

ⅲ

Ⅱ－１

ⅲ

区分し、実施事業に該当する部分に

ついて記述することを要する。」と

あるがこれを削除願いたい。

　従前公益法人が、旧主務官庁下で

公益事業と位置付けられて実施して

いた「共益事業」は、整備法第119

条第２項第１号ハに該当する実施事

業として認められ得ると理解してい

る。

　しかしながら、当該条文及び関係

内閣府令第69号（平成19年９月７日）

第15条のいずれにおいても「～不特

定多数の者の利益～」と厳格に規定

されているため、「共益事業」（不特

定多数ではなく限定された範囲の者

の利益）は条文上認められないので

はないかという疑問が生じるので、

明らかにされたい。

　公益目的財産額の算定に際しては、

解散した場合の残余財産の額を前提

としているが、全財産ベースである

ので、収益事業目的の財産や私的な

財産も公益目的財産に組み入れるこ

とになるが、私有財産の尊重の観点

から問題があると考えられる。

　現在法人が実施している事業で

あって、定款又は寄附行為において

位置づけがなされていない事業につ

いては、公益目的支出計画上どのよ

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

該当しない事業が含まれていると、

実施事業の規模が確定できなくなり

ます。このため、実施事業とその他

の事業を区分し、実施事業に該当す

る部分について、公益目的支出計画

に記載していただくことが必要です。

　法人が従来から実施している事

業が整備法第119条第２項第１号の

「ハ」に該当するかについては、原

則として旧主務官庁の意見を尊重す

ることとしています。しかしながら、

現行の「指導監督基準」において、

公益法人は、積極的に不特定多数の

者の利益の実現を目的とするもので

なければならず、次のようなものは、

公益法人として適当でないとされて

います。

　同窓会、同好会等構成員相互の

親睦、連絡、意見交換等を主たる

目的とするもの

　特定団体の構成員又は特定職域

の者のみを対象とする福利厚生、

相互救済等を主たる目的とするも

の

　後援会等特定個人の精神的、経

済的支援を目的とするもの

　このため、ご質問にある「共益事

業」が上記に該当する場合には、旧

主務官庁の意見にかかわらず、実施

事業として認められないこともあり

得ます。本件については、ＦＡＱの

問Ⅹ－２－③をご参照ください。

　公益目的財産額は、整備法第119

条第１項において整備法第45条の認

可を受けたときに解散するものとし

た場合における残余財産の額に相当

する額として規定しております。Ｆ

ＡＱの問Ｘ－１－②をご参照くださ

い。

　公益目的支出計画に記載する実施

事業については、定款に位置づけら

れていることが必要となります。こ

のため、現在定款に位置づけがない
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事業について実施事業とすることを

お考えであれば、定款に位置づけて

いただく必要があります。

　ＦＡＱの問Ｘ－２－③をご参照く

ださい。

　指導監督基準等により公益に関す

る事業としてはふさわしくないとさ

れた事業に相当すると考えられる場

合には、旧主務官庁の意見にかかわ

らず、実施事業として認められない

こともあり得ます。本件については、

ＦＡＱの問Ⅹ－２－③をご参照くだ

さい。

　「指導監督基準等」については、

ご質問にあるように現行の「公益法

人の設立許可及び指導監督基準」及

び「公益法人の設立許可及び指導監

督基準の運用指針」のことを意味し

ています。

　公益目的財産額は、整備法第119

条第１項において整備法第45条の認

可を受けたときに解散するものとし

た場合における残余財産の額に相当

する額としており、ご指摘のような

資産を純資産の額から減算し、公益

目的財産額から除外することは、法

の趣旨からできません。

　ＦＡＱの問Ⅹ－３－①をご参照く

ださい。

　「会計処理で認められている引当

金」については、引当金勘定に繰入

れ（費用処理）し、負債の部に計上

するものであることから、公益目的

財産額の算定から除外することとし

ているところです。「積立金（施設

修繕積立金等）」についても、引当

金の要件を満たすものであれば、引

当金に準ずるものとして取り扱うこ

ととなります。

　法制度上は公益目的財産額につい

ては、法人が認可を受けたときに解

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

うな扱いになるのか。

　現在公益法人が旧主務官庁の指導

監督下で実施している事業を公益目

的支出計画に記載できる事業として

全て認めるべきである。

　旧主務官庁が「公益」と認める事

業について、「指導監督基準等」で

公益性が否定されることがあるとは

考えられないがどうか。

　「指導監督基準等」とは、現行の「公

益法人の設立許可及び指導監督基準

（閣議決定）」、「同運用指針」のことか。

　公益目的財産額から控除すること

とされている「貸借対照表の純資産

の部に計上すべきもののうち支出又

は保全が義務付けられていると認め

られるものの額」に、「実施事業（整

備規則第16条第１号）以外の事業に

使用する資産の額」を計上すること

を認めていただきたい。

　公益目的財産額の算定から控除で

きるものとして法令等により設定す

ることが要請されている「会費等の

積み立てによる準備金等」があるが、

会計処理で認められている引当金及

び積立金（施設修繕積立金等）につ

いても認められるべきである。

　負債計上されていない建設引当資

産や修繕引当資産、今後も継続事業

Ⅱ－１

ⅲ

Ⅱ－１

ⅲ

Ⅱ－１

ⅲ

Ⅱ－１

①

Ⅱ－１

①

Ⅱ－１

①

９

10

11

12

13

14
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15

16

17

18

Ⅱ－１

①

Ⅱ－１

①

Ⅱ－１

①ⅰ

Ⅱ－１

①ⅰ

として実施していくための事業準備

金等についても、引当金と同様に公

益目的財産額の算定から除くことが

できることとすべきではないか。

　法人において合理的な算定根拠を

示すことが可能な場合は公益目的財

産額の算定から控除できる、とある

がこの「合理的な算定根拠」とは、

何か。

　特定保険業を実施している特例民

法法人が特定少額短期保険業者（一

般財団法人）への登録を申請する場

合、契約者への支払いに備えて保有

する準備金（資金）は、「引当金に

準ずるもの」として公益目的財産額

の算定から控除されるのか否か。

　公益目的財産額の算定における土

地の評価方法に関して、「継続して

使用されることを前提に算定した

額」とあるが、これは具体的にどの

ようなことを想定しているのか。

　土地の評価方法について、固定資

産税評価額そのものを土地の評価額

とすることはできるのか。

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

散するものとした場合の残余財産に

相当する額となっています。この趣

旨から、原則として継続事業として

実施するための事前準備金等は公益

目的財産額から控除することはでき

ません。ただし、負債計上されてい

ないものでも、法令等により将来の

支出又は不慮の支出に備えて設定す

ることが要請されている準備金等に

ついては、法人に将来の支出を義務

付けているものであるため、公益目

的財産額の算定から控除できること

としています。ＦＡＱの問Ⅹ－３－

①をご参照ください。

　「合理的な算定根拠」とは、支出

又は保全が義務付けられていると認

められるものの額の算定方法及びそ

の根拠等を記載した書類のことです。

　なお、支出等を義務付けている根

拠となる法令、通達、通知を別途申

請書類に添付していただくことにな

ります。

　ＦＡＱの問Ⅹ－３－①をご参照く

ださい。

　「契約者への支払いに備えて保有

する準備金（資金）」については、

例えば、特定の業種について特別の

法令によって計上することが要請さ

れている準備金であって、負債とし

て計上されている場合には、引当金

に準ずるものとして取り扱うことと

なります。

　「当該資産が継続して使用される

ことを前提に算定した額」について

は、法人が一般社団・財団法人に移

行した後も、解散をするのではなく、

従前と同様の活動を行うということ

を前提にして算定した額ということ

です。詳しくは、追って、ＦＡＱに

おいて明らかにします。

　土地の評価方法については固定資

産税評価額自体をその評価額とする

ことは可能です。そのことを明確に
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するためガイドラインを修正しまし

た。

　ガイドラインに「土地及び建物を

一体として評価する場合であっても、

土地に係る算定額と建物に係る算定

額を区分することが可能な場合は、

それらを区分して申請することがで

きる。」旨追記しました。

　公益目的財産額については、移行

認可の申請をする日の属する事業年

度の前事業年度の末日を算定日とし

て算定をしていただきます。

　ただし、一般法人への移行の登記

日をもって一般法人としての初年度

が開始されますが、法人が当該登記

をした日の前日、すなわち、前事業

年度の最終日において、再度、公益

目的財産額の算定を行うことを可能

とします。

　満期保有目的の債券について、市

場性があるものは、市場価格を用い

た時価評価をしていただきます。

　市場性がなく評価が困難な場合で

あれば取得価額又は帳簿価額での評

価ができます。その際に、お手元の

満期保有目的の債券につき、償却原

価法を採用されている場合には、当

該帳簿価額を活用していただいて結

構です。

　公益目的財産額の算定に必要な資

産の評価に当たっては、移行の申請

を行う法人に過大な負担をかけるこ

とは適当でないと考えられるため、

移行した後も引き続き実施事業に美

術品等を使用する場合には簿価とす

ることを認めることとしています。

美術品等の帳簿価額と時価との差額

が「著しく多額である」かどうかの

判断についても、法人の判断に委ね

ることとしています。ただし、継続

的に実施事業に使用する予定がない

もの、売却予定があるものは原則と

して時価評価することとしています。

その他

その他

民法34条

法人

その他

　土地と建物を一体として評価する

場合に、法人の経理事務を適切に実

施する観点から、土地と建物に係る

評価額を区分して移行認可申請時の

申請書に記述することも認められる

のか。

　公益目的財産額の算定に関し、有

価証券の評価方法について記載があ

るが、有価証券については上場され

ている場合であっても常時市場価格

は変動していることから、①いつの

時点でもって評価するのか、②申請

後大幅に価格が変動した場合（特に

下落した場合）の修正について、運

用上の扱いを明確にしていただきた

い。

　有価証券の評価方法について、満

期保有目的の債券については、償却

原価法を採用すべきである。

　美術品等その他の資産の評価方法

について

①　美術品等その他の資産の評価に

ついては、法人側から当該資産の

帳簿価額と時価を提示させ、その

差額が「著しく多額で」ない場合

は、帳簿価額とすることを認める、

との内容に変更するべきである。

②　「著しく多額である」範囲につ

いて示すべきである。

Ⅱ－１

①ⅰ

Ⅱ－１

①ⅲ

Ⅱ－１

①ⅲ

Ⅱ－１

①ⅳ

19

20

21

22
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23

24

25

26

Ⅱ－１

②ⅰ

Ⅱ－１

②ⅱ

Ⅱ－１

②ⅱ

Ⅱ－１

②ⅱ

　整備法施行規則第16条第１項に規

定する「実施事業に係る事業費」に

ついて、「実施事業の目的のために

要する費用とする。」とされている

が、以下の額はこれに該当するか、

確認したい。

①　無報酬で事業に参加した者の人

件費相当額

②　法人が所有する土地を仮に賃借

していたならば支払っていたであ

ろう借地料相当額

　社団法人の会費については、法人

の活動全体に賛同して支払われるも

のであり、使途が特定の事業に限定

されているものではないので、個別

実施事業の収入に含めることはでき

ないものという解釈でよいか。

　特定の実施事業を行うための財源

を使途が特定された会費で賄う場合、

収入と支出の差が僅少となり公益目

的支出計画が終了しないことも考え

られることから、この場合は当該会

費収入は、「実施事業に係る収益」

から除外することとしていただきた

い。

　公益目的支出計画に記載できる事

業に係る収入の額について、使途が

特定されている積立金（基金）の運

用益を当該事業に係る収入とした場

合に、公益目的支出計画が終了しな

いと予想される場合には、その事業

に係る収入としないことができるこ

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

　ここで、法人が当該美術品等を継

続して実施事業のために使用すると

申請した場合において、実際には移

行後売却してしまうなどのことをす

ると、虚偽申請とみなされ認可を取

消されることがありますのでご注意

ください。

　①及び②については、実施事業に

係る事業費として認められません。

これは整備法上、公益目的支出計画

は、本来公益目的に消費するべき財

産（公益目的財産額）について継続

的に実際に消費することを求めてい

るためです。ＦＡＱの問Ｘ－２－②

をご参照ください。

　使途が特定されていない社団法人

の会費については、実施事業に係る

収入とはなりません（会費であって

も会費規定において実施事業に係る

収入と位置づけられているのであれ

ば、当該実施事業に係る収入となり

ます。）。

　上記24の回答をご参照ください。

会費については、会費規定等におい

て会費の使途について実施事業に充

てると規定されていない場合は、当

該実施事業に係る収益としないこと

ができます。使途が特定された会費

については、会費を支払っている会

員の意向を確認しつつ、会費規定を

修正するなど、会費の使途を特定さ

せないようにすることも選択肢の一

つです。

　原則として使途が実施事業に特定

されている積立金（基金）の運用益、

寄附金、会費等については、あくま

でも当該積立金等の寄附者等の意思

を尊重する観点から、実施事業に係

る収益から除外することはできませ

ん。
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　ガイドラインで示している公益目

的支出計画が終了しないと予想され

る場合における使途が特定されてい

る積立金（基金）の運用益の取扱い

については、当該積立金（基金）の

運用益のみを財源として実施事業を

行っている場合のみのことをいいま

す。

　これは、過去の積立金（基金）の

寄附者の意思に基づき活用されてい

る運用益について、当該寄附者が生

存されていないことなどもあり得、

当該寄附者の了解を得て使途の特定

をはずすことができずに、結果とし

て公益目的支出計画が終了しないと

いう不合理を防止するための特例的

な措置です。

　上記26の回答にあるように、使途

の特定されている積立金（基金）の

運用益を実施事業に係る収益としな

いことができるのは、極めて例外的

な場合です。

　ご質問にあるような場合には、法

人において、移行認可の申請の前に

あらかじめ、関係者に説明をし理解

を求めるなどして、当該積立金（基

金）の運用益以外の収入源（寄附金

等）について使途を特定させないと

いう取扱いにしていただくことや、

当該実施事業の対価収益を見直すな

どして支出が収入を超過するように

工夫していただくことが、対応策と

して考えられます。

　ご指摘のとおり、時価評価資産で

ある実施事業資産を売却した場合に

は、売却時における売却価額と公益

目的財産額の算定日における時価と

を比較し、その差額を公益目的支出

計画に反映させることとなります。

具体的には、売却益が生じた場合は

当該事業年度の実施事業収入の額に

算入し、売却損が生じた場合は当該

事業年度の公益目的支出の額に算入

その他

その他

ととされているが、具体的にはどの

ような場合か。

　使途が特定されている積立金（基

金）の運用益を当該実施事業に係る

収入とした場合に、公益目的支出計

画が終了しないと予想される場合に

は、その実施事業に係る収入としな

いことができることとされているが、

その事業の実施に際し運用益以外の

収入源がある場合には、どうなるの

か。

　実施事業資産が、公益目的財産額

の算定時に時価評価されている場合

には、当該実施事業資産の売却益の

計算は売却額と帳簿価額との差額で

はなく、売却額と公益目的財産額の

算定時の時価評価額との差額で計算

することが適切であると考える。

Ⅱ－１

②ⅱ

Ⅱ－１

②ⅱ

27

28
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29

30

31

32

33

Ⅱ－２

Ⅱ－２

Ⅱ－２

なし

なし

　公益目的支出計画を確実に実施す

ると見込まれることについて、「公

益目的支出計画実施期間における当

該法人全体の収支の見込みを記載し

た書類により確認する。」とされて

いるが、支出計画の実施期間が長期

にわたる場合には、どの程度の精度

の収支見込みを提出する必要がある

のか。

　公益目的支出計画に記載する事業

以外の事業については、実施規模の

極めて小さい事業などもあり、法人

すべての事業について審査をすると

いうことは不合理ではないか。主な

事業について審査をするべきである。

その旨をガイドラインに明記してい

ただきたい。

　公益目的支出計画を実施する一般

法人については、公益目的支出計画

の完了までは、法人の規模にかかわ

らず、外部監査又は監事を公認会計

士もしくは税理士が務めることを義

務付けるべきと考える。

　公益目的支出計画の策定期間が長

期にわたる場合、毎年同額の実施事

業を行い、公益目的財産額が同額減

少するような場合には、記載を簡略

化できるよう配慮願いたい。

　公益目的支出計画の趣旨は、運用

財産はもちろん基本財産も含めこれ

民法34条

法人

その他

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

することとなります。

　公益目的支出計画が長期にわたる

など、正確な見通しが困難な場合の

記載方法については、ＦＡＱの問Ｘ

－１－③をご参照ください。

　ご指摘の趣旨を踏まえ、ガイドラ

インに「申請時には、公益目的支出

計画に記載する事業以外の事業につ

いて、申請をする法人の全体の事業

のうち主な事業について記載するこ

ととする。」旨追記しました。これは、

法人の事業全てではなく、当該法人

の収支にある程度の影響を与えうる

事業について審査をするという趣旨

です。

　公益目的支出計画を実施する一般

法人については、定期的に行政庁に

報告書を提出することが義務付けら

れており、かつ、同計画の実施状況

により立入検査等も行われることと

なっています。一般法人に移行した

法人は、同計画を確実に実施する義

務を負っていますが、それ以外の点

においては、他の一般法人と同様に

一般法人法に基づき、内部統治の仕

組みによって適切に運営されること

が期待されます。

　なお、一般法人法において、負債

の総額が200億円以上の一般法人は、

会計監査人の設置が義務付けられて

います。

　ＦＡＱの問Ｘ－１－③をご参照く

ださい。

　公益目的支出計画の趣旨は法人の

資産を零にするということを目的と
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したものではありません。詳しくは、

ＦＡＱの問Ⅹ－１－②をご参照くだ

さい。

　申請書や申請の手引きは追って公

表します。

　事業費等の取扱いについては公益

認定法と同様の考え方をすることと

しており、ガイドラインに「事業費

に含むことができるものの取扱い」

及び「実施事業資産が複数の用途に

供している場合の取扱い」について

追記しました。ガイドラインのⅠの

7.の、Ⅰの8.のもご参照くださ

い。

　移行法人が保有する「満期保有目

的の債券」、「子会社株式及び関連会

社株式」、「その他有価証券のうち市

場価格のないもの」や「不動産」の

時価が著しく下落した場合の減損に

ついては、当該減損が発生した事業

年度の経常外費用に減損損失として

計上され、これらが実施事業資産で

ある場合には、整備法施行規則第16

条第３号の規定により当該事業年度

の公益目的支出の額に算入されます。

注　「その他有価証券」とは、子会

社株式及び関連会社株式といった

明確な性格を有する株式以外の有

価証券であって、売買目的又は満

期保有目的といった保有目的が明

確に認められない有価証券をいう。

　前記以外の「売買目的有価証券」

又は「その他有価証券のうち市場価

格のあるもの」の評価損益について

は、当該評価損益が発生した事業年

度の公益目的支出の額又は実施事業

収入の額に算入しないこととし、こ

れらの評価損益は、公益目的支出の

額又は実施事業収入の額の計算上、

その減額又は増額がされなかったも

民法34条

法人

その他

その他

まで蓄積した法人の資産をゼロにな

るまで支出計画を立てよということ

か。

　公益目的支出計画の作成方法が明

確になるよう、公益目的支出計画の

様式例および記載例・記載要領・作

成上の留意事項等を示していただき

たい。

　一般法人に移行する際には公益目

的支出計画を作成しなければなりま

せんが、その際の事業費、管理費の

取扱いについてもガイドラインにて

解説いただきたい。複数の用途に供

している（実施事業以外の事業にも

使用している）実施事業資産の用途

区分についてもお願いしたい。

　有価証券や不動産について、各事

業年度の評価損益や減損については、

公益目的支出計画に反映させなけれ

ばいけないのか。

なし

なし

なし

34

35

36
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37 なし 　上記の「評価損益」とは、法人の

全ての資産について適用されるのか。

その他

のとみなします。

　また、当該資産の売却時において

公益目的支出計画に反映させること

となります。具体的には、これらが

実施事業資産である場合には、売却

益が生じた場合は当該事業年度の実

施事業収入の額に算入し、売却損が

生じた場合は当該事業年度の公益目

的支出の額に算入することとなりま

す。

　なお、売却価額と比較する原価額

は、公益目的財産額の算定日に保有

していた有価証券にあっては公益目

的財産額の算定日における時価であ

り、公益目的財産額の算定日以降に

取得した有価証券にあっては取得価

額となります。

　上記36の「評価損益」については、

法人の実施事業資産に係る場合であ

ることを明らかにするため、整備法

施行規則第18条に規定していた「資

産の評価損益」を、「実施事業資産

の評価損益」に改めることとしまし

た。
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別添３「参考（公益目的事業のチェックポイントについて）」に関する意見

番号
該当

箇所
御　意　見　概　要

御意見

提出者
御意見等に対する当方の考え方

　事実というのは過去の実績という

意味ではなく、「不特定かつ多数の

者の利益の増進に寄与するもの」と

しての事実があるかどうかをチェッ

クする趣旨であり、法人が不特定多

数の者の利益の増進に寄与すること

を意図して事業目的をたてて、その

目的に適した形で事業を展開しよう

としているかがポイントとなります。

　ご指摘の審議の基本方針は、審議

全般に及ぶのは明らかであり、敢え

て修文するには及ばないと考えます。

　事業区分に掲げた事業は官との関

係の有無にかかわらず、多くの法人

が行っている典型的な事業について

整理したものです。なお、事業が不

特定かつ多数の者の利益の増進に寄

与するものであることを説明するた

めに、法人がどのような点を明らか

にすればよいかを示す意義があるた

め示すものですので、その趣旨をご

理解願います。

　事業区分は、法人の行う多種多様

な事業の中から典型的な事業につい

て整理したものであり、例えば、ご

指摘の学術講演会、教育活動であれ

ば「講座、セミナー、育成」、威徳

顕彰事業であれば「キャンペーン、

○○月間」に該当する可能性が高い

と考えられます。なお、発行につい

てはＦＡＱの問Ⅸ－②をご参照くだ

さい。

その他

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

　「不特定かつ多数の者の利益の増

進に寄与するもの」という事実認定

では、過去の実績としての事実しか

みないのか。

　「各法人の活動実態を十分に踏ま

えつつ、それぞれの法人の創意工夫

や自主性を尊重する」とした審議の

基本方針の一文を盛り込んでほしい。

　公益目的事業は多種多様であるに

もかかわらず、官の外郭団体が行っ

ているような事業を事業区分として

いるのではないか。真面目に活動し

ている公益法人の公益目的事業かど

うかの判断は、個別具体的にかつ温

かい目で行われるべきである。

　以下の事業活動を営んでいる財団

法人で、「公益目的事業」の定義（Ａ、

Ｂ）のチェックポイントについての

意見。

　Ａ（別表23項目）では、３項目（一、

二、九）に該当していると考えます。

　しかし、Ｂ（不特定多数17項目）

への該当には無理があるように思い

ます。以下の、事業状況から考えま

すと、一般社会通念上からは、この

分類はかなり不自然ではないかと考

えます。

　文化・学術講演会の開催、その

記録を機関誌として発行配布

　教育活動事業（寄付）

　威徳顕彰事業（主催及び協賛寄

付）

第１

第１

第2.1

第2.1

１

２

３

４
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５

６

７

８

９

10

11

第2.1.

検査

検定

第2.1.

検査

検定

第2.1.

検査

検定

第2.1.

検査

検定

第2.1.

検査

検定

第2.1.

資格

付与

第2.1.

資格

付与

　検査検定に、検診等「人」に該

当する事業を追加してほしい。

　検査検定の態様として、各種計測

器・測定機器の較正（校正）の事業

を含むこととされるよう要望します。

　「検査事業が一般の営利企業に門

戸が開かれていることが事業の公益

認定を妨げるものでない。」旨明記

してほしい。

　申請者と直接の利害関係を有する

者が関与していないことを立証する

のは難しい。

　認証に携わる人員や検査機器につ

いての必要な能力を、申請会社側に

委託してもよいのか。

　各種資格試験については、全て「

資格付与」に該当すると考えてよい

か。

　チェックポイントに、当該資格付

与の基準を公開」とあるが、事前に

公開しなければならないということ

か、若しくは合格発表と同時に行え

ば良いということか。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

　「検査検定」に該当する事業と

しては、検診とは異なる事業を考え

ていますが、当該事業区分を含め、

適宜チェックポイントをご活用くだ

さい。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」第2.1検査検定をご

参照ください。一定の基準に適合し

ていることの認証までしていれば、

「検査検定」に該当します。

　営利企業が行っているからといっ

て公益目的事業とならないとは記述

しておらず、事業の実態に応じて公

益目的事業となり得ます。ただし、

サービスが一般的に提供されている

場合、個別事業の公益性については

他の営利企業が提供するサービスと

いかなる点が異なっているか個別に

説明いただくことがあり得ます。

　ご指摘のチェックポイントは審査

の公正性を確保しているかをチェッ

クするものであり、個別事案の実質

的な審査に当たって当該案件の企業

の役員等の直接の利害関係者を排除

するための何らかの工夫を行ってい

るかを確認する趣旨ですので、それ

に必要な程度の説明をしていただく

ことになります。

　全ての人員・機器を保有している

必要はありませんが、自らは当該事

業を行う主体であると言い得る説明

が必要と考えます。

　申請者の技能・技術等について、

一定の水準に達しているかの試験を

行い、達していれば申請者に対して

資格を付与する事業であれば「資格

付与」を適用して頂いてかまいませ

ん。

　基準については、法人と利害関係

を有する特定者に利益が偏らないよ

うにするという趣旨で、公開してい

るかどうかをチェックするものです。

　この趣旨に照らして、適切な内容、
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タイミングで公表されていることが

適当と考えます。

　ご指摘を踏まえ、該当部分に「注

ただし、高度な技能・技術等につい

ての資格付与の場合、質を確保する

ため、レベル・性格等に応じた合理

的な参加の要件を定めることは可。」

を追加します。

　試験の実施については「個別審査」

に相当するものとご理解願います。

　受講者を募り、専門的知識・技能

等の普及や人材の育成を行う事業で

あれば、「講座、セミナー、育成」

を適用して頂いて構いません。「公

益目的事業のチェックポイントにつ

いて」講座、セミナー、育成をご

参照ください。

　別添「事業区分ごとの事業名の例」

の「相談、助言」の欄をご参照くだ

さい。

　専門家が適切に関与しているかを

チェックポイントとして掲げており、

ご指摘の旨に沿っているものと考え

ています。なお、「公益目的事業の

チェックポイントについて」【補足】

横断的注記イをご参照ください。

　計画段階での申請になるため、ご

指摘のような手法はなじみません。

ただし、認定された場合には、事後

の監督において、当該事業に丸投げ

の実態があることが分かった場合、

認定の取消しも含めた措置をとるこ

とによって、適切な運用を図りたい

と考えます。

　「技術開発、研究開発」については、

成果が広く社会に普及することにポ

イントがあり、詳細な報告書の公表

を求めるものではなく、いわゆる成

果発表や論文発表などを知的財産権

取得のタイミングなどを考慮しなが

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

個人

民法34条

法人

　「③当該資格付与の機会が、一般

に開かれているか。」の注として、「た

だし、高度な専門的知識・技能等の

資格を認定するような試験等の場合、

質を確保するため、レベル・性格等

に応じた合理的な参加の要件を定め

ることは可。」を追加してほしい。

　直接の利害関係を有する者の排除

は、審査時だけでよいのか。試験の

実施時なども対象に含めるべきでは

ないのか。

　一定の講座の受講者に対し、受験

のうえ資格認定を与えたその後の継

続学習・教育に資する事業（講演会、

セミナーの開催、論文等を掲載した

機関紙の発行等）は当該「講座、セ

ミナー、育成」の事業区分に含まれ

るか。

　「相談、助言」の例示に「指導」

を追加してほしい。

　業務の実施に必要な有資格者の有

無や数をチェックするべきである。

　厳格に審査するために、当該法人

が受託した仕様書と外部委託した仕

様書を比較することにより具体的に

チェックするべきである。

　知的財産権を伴う研究で得られた

結果（中間結果）は、将来、果実を

結んで最終結果になるものであり、

最終段階で初めて公表されるもので

あることに留意されたい。

第2.1.

資格

付与③

第2.1.

資格

付与

第2.1.

講座、

セミナ

ー、育

成

第2.1.

相談、

助言

第2.1.

調査、

資料収

集③

第2.1.

調査、

資料収

集④

第2.1.

調査

・資料

収集、

技術

開発、

12

13

14

15

16

17

18
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19

20

21

22

23

24

25

研究開

発

第2.1.

技術

開発・

研究開

発

第2.1.

技術

開発、

研究開

発

第2.1.

キャ

ンペー

ン、○

○月間

第2.1.

施設

の貸与

第2.1.

施設

の貸与

第2.1.

施設

の貸与

第2.1.

　「（法人が）知的財産権の取得を行

うのが一般的である」とされている

が、その次に、「成果の実用化を図

る観点から、取得した知的財産権を

開発者に譲渡することも認められ

る」を加えて頂きたい。

　「技術開発、研究開発」は、原則

として、その成果が社会に活用され

ること、とあるが、直ちには成果が

社会に活用されない研究成果（基礎

研究の成果など）も含むものと解釈

されたい。

　「要望・提案」について、事業区

分として新設して頂きたい。

　施設の貸与は、地方自治体の指

定管理施設にも適用されるのか。

　所有者の使用人として、単に管理

だけしている施設管理は公益目的事

業として相応しくない。

　「公益目的での貸与」とは、具体

的にどのようなことを指すのか。当

該法人の事業目的に沿った貸与であ

れば、該当するのか。貸与する相手

が公益目的の団体であれば、基準を

満たしていると考えるのか。

　施設の貸与については、主とし

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

個人

民法34条

法人

その他

ら行っていただくのが適当と考えま

す。

　「知的財産権の取得を行うのが一

般的である」としているが、これは

ご指摘の知的財産権の譲渡を排除す

るものではありません。ただし、特

定の者に譲渡することもあり得ます

が、不特定多数の者の利益の増進に

寄与しないものは公益目的事業とは

ならないことに注意が必要です。

　「技術開発、研究開発」には、貴

見のとおり、直ちには社会に活用さ

れない基礎研究等を含みます。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」第2.1キャンペーン、

○○月間をご参照ください。

　施設の貸与については、指定管理

者も適用されます。

　ＦＡＱの問Ⅸ－①及び問Ⅸ－③も

併せてご参照ください。

　なお、指定管理者の受託事業が公

益目的事業に当たる場合、契約期間

終了後、再度受託できない場合、公

益目的事業比率が変わり得ますので

注意が必要です。

　事業区分「施設の貸与」につい

て公益目的事業と認めることができ

るのは、単なる施設管理だけでなく

運営まで行っている貸与を考えての

注記及びチェックポイントであるこ

とにご理解願います。

　ご指摘のあった点を明確にするべ

く「公益目的事業のチェックポイン

トについて」の該当部分を修正しま

す。

　なお、ＦＡＱの問Ⅸ－③もご参照

ください。

　長期間の貸与についても適用しま
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26

27

28

29

施設

の貸与

第2.1.

資金

貸付、

債務保

証等

第2.1.

資金

貸付、

債務保

証等

第2.1.

資金

貸付、

債務保

証等

第2.1.

助成

（応募型）

て時間貸しについてのものとも読め

るが、長期間の貸与についても適用

するのか。

　公益事業の事業対象が特定の対象

者に限定されていないことを求める

のであれば、④の債務保証の場合に

ついては、保証の対象が「社員であ

る金融機関に限定」だけではなく、

「特定の金融機関に限定」という記

述も加えておくべき。

　「債務保証の場合、保証の対象が

社員である金融機関が行った融資の

みに限定されていないか」は、チェッ

クポイントとして明示するのは適切

でないため、削除してほしい。

　「対象者（貸付を受ける者その他

の債務者となる者）が一般に開か

れているか。」については、対象者

に対する事業が対象者を通じて不特

定かつ多数の者の利益の増進につな

がっているかどうかにも着目する内

容とした方がよいのではないか。

　助成の選考にあたって、支給対象

を一定レベル以上の学生に絞り込む

ため、指定校からの学校推薦方式を

採用した場合、指定校を選定する基

準が公平・公正であれば、「公益目

的事業」に該当するものと解してよ

いか。

特定非営

利活動法

人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

す。なお、公益目的での貸与とそれ

以外の貸与が並存する場合には、適

宜面積に応じて按分する等により配

賦した後の公益目的事業に係る費用

が公益目的事業費となります。

　ＦＡＱの問Ⅸ－③もご参照くださ

い。

　特定の金融機関の行う融資への債

務保証である場合、当該法人が当該

金融機関の支配下になく、不特定多

数の者を対象としている融資であれ

ば問題は生じないと考えます。ただ

し、運用如何により、当該金融機関

への利益の供与となるのは不適切で

あると考えます。

　公益目的事業のチェックポイント

は、これに適合しなければ直ちに公

益目的事業としないという基準では

なく、不特定かつ多数の者の利益の

増進に寄与するものかどうかの事実

認定上の留意点です。例えば、社員

である金融機関が行った融資に限定

している場合、当該金融機関の業務

の円滑化という側面も存在すること

も否めません。このため、当該事業

が、どのように不特定かつ多数の者

の利益の増進に寄与するのか、より

一層充実した説明をしていただくこ

とになります。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

をご参照ください。

　個別事業が公益目的事業か否かの

判断については、ＦＡＱの問Ⅷ－１

－①をご参照ください。

　併せて、「公益目的事業のチェッ

クポイントについて」第2.1助成

（応募型）をご参照ください。
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30

31

32

33

34

35

36

37

第2.1.

助成

（応募型）

第2.1.

助成

（応募型）

第2.1.

助成

（応募型）

第2.1.

助成

（応募型）

第2.1.

表彰、

コンク

ール

第2.1.

自主

公演

第2.1.

主催

公演

各事業

　「奨学金の場合には、無利息・長

期分割型の貸与も含む」とあるが、

有利息の場合は公益目的事業となり

得ないという趣旨か。

　助成（応募型）の「募集要領」に

ついて何らかの制約はありますか。

（公募、募集先限定、自主選考など）

　助成は、応募型に限定すべきでは

ないのではないか。

　例えば奨学金の場合、特定の学校

の生徒・学生、特定の市町村の出身

者に応募資格を限ったものがあるが、

このような場合一般に開かれている

といえるか。

　「なお、部内の者に対する表彰も

あるが、ここでは対象から除く」と

の記載があるが、どのようなケース

を考えているのか。

　「公益目的として設定された趣旨

を実現できるよう、質の確保・向上

の努力が行われているかに着目して

事実認定するのが有効」とあるが、

芸術文化の分野では専門家による実

質的な判断が重要と考える。社会的

認知度が低い実験的・先駆的な活動

についても公益性を認めていくこと

が、芸術文化活動の健全な発展に資

するものと考える。

　「主催公演」の事業内容について

は、他団体に「協賛」することも事

業に含まれるのではないか。

　「当該事業が不特定多数の者の利

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

　ここでは典型的なものを挙げたも

のであり、低利のものも含まれます。

併せて、ガイドラインⅠ７もご参

照ください。

　公募以外にも、推薦などもあり、

合理的な募集方法であればかまわな

いと考えます。

　事業区分に掲げた事業でないと公

益目的事業としないというものでは

ありません。

　事業区分以外の事業については、

「公益目的事業のチェックポイント

について」第2.2.上記の事業区分に

該当しない事業についてチェックす

べき点に沿ってチェックすることと

なります。その際、不特定かつ多数

の者の利益の増進に寄与する事業目

的をたてて、その目的に適した形で

事業を展開しているかがポイントに

なります。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」【補足】横断的注記

アをご参照ください。

　併せて、ＦＡＱの問Ⅸ－④及び⑤

も、ご参照ください。

　ご指摘の記述部分は、例えば、永

年勤続表彰のような人事管理の一環

として行われるものを対象から除く

ものとして考えています。

　貴見のとおりであり、「本事業区

分の場合、特に当該事業が認定法の

別表各号（例えば「文化及び芸術の

振興を目的とする事業」）に該当す

るかが重要であるが、実質的に判断

することとなる」としているところ

であり、公益認定等委員会において

判断することとなります。

　公益的な活動に対して協賛金を出

す場合、ＦＡＱの問Ⅸ－④をご参照

ください。

　例えば、定款の規定、事業計画書、
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ホームページ、一般向けパンフレッ

トで、事業の目的や趣旨として不特

定多数の者の利益の増進に寄与する

旨を記載していて、その本来的な目

的として特定者への利益の誘導等を

掲げていないことが考えられます。

　ＦＡＱの問Ⅸ－①をご参照くださ

い。

　なお、指定管理者の受託事業が公

益目的事業に当たる場合、契約期間

終了後、再度受託できない場合、公

益目的事業比率が変わり得ますので

注意が必要です。

　ＦＡＱの問Ⅷ－２－①をご参照く

ださい。

　ボランティア活動としては、人材

育成、キャンペーン等様々な活動が

行われており、その活動に即した事

業区分を適用していただくこととな

ります。

　別添「事業区分ごとの事業名の例」

の「講座、セミナー、育成」の欄に「学

術集会」及び「学術講演会」を追加

します。

　また、公益目的事業の判断につい

て、国、各都道府県を通じて整合性

をもって判断できるようにチェック

ポイントを作成したところです。

　共済事業は、その多くが受益の機

会が社団法人の社員に限定された事

業となっていますが、受益の機会が

特定者（例えば、社団法人の社員）

に限定されている場合は原則として

共益と考えられます。（現行の指導

監督基準においても、特定団体の構

成員又は特定職域の者のみを対象と

する福利厚生、相互救済等を主たる

目的とするものは、公益法人として

適当ではないとしています。）

　なお、いわゆる共済事業として、

例えば、融資を行っている場合もあ

法人

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

益の増進に寄与することを主たる目

的として位置付け、適当な方法で明

らかにしているか」について、どの

ように位置づけ、明らかにしていれ

ばよいか。

　事業区分に指定管理者制度による

受託を追加していただきたい。

　17事業区分以外の事業も追加して

ほしい。（学術向上、国政の健全な

運営の確保に資する事業など）

　事業区分に「ボランティア活動」

もしくは「地域公益活動」を追加し

てほしい。

　学術集会や学術講演会が「公益認

定等ガイドライン」チェックポイン

トにおいて公益目的事業としてどの

ように位置づけられているのか、ま

た、認定者により判断にばらつきが

生じ、ほとんど同一の事業内容で、

一方は公益性が認められ、他方に認

められないという事態が生じないこ

とを担保していただきたい。

　「共済事業」を事業区分に追加し

ていただき、チェックポイントを明

示されることを要望します。

区分共

通

第2.2

第2.2

第2.2

第2.2

第2.2

38

39

40

41

42
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

第2.2

【補足】

横断的

注記

【補足】

横断的

注記

【補足】

横断的

注記

【補足】

横断的

注記

【補足】

横断的

注記

【補足】

横断的

注記

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

　美術（絵画・彫刻）に関する公募

団体ですが、展覧会が～のどの

事業区分に該当するかは、文面では

読み取れません。

　一定期間に集中してキャンペーン

を行い、その効果を高めるために通

年で実施する啓発事業がある場合、

事業としてまとめて構わないか。

　事業計画書（報告書）においては、

法人自らが設定した事業名で構わな

いか。

　収益事業等は明確に区分する必要

があるとして、例示に博物館での売

店事業や食堂事業を挙げているが、

削除していただきたい。

　「・また、収益事業等は明確に区

分する必要がある。」と記載されて

いるが、そもそも“収益事業”が不

明確な中で、これを明確に区分する

ことは困難である。

　「事業のまとめ方によっては、当

該事業が複数の事業区分に該当する

こともあり得る。その場合、該当す

る複数の事業区分を適用する。」と

記載されているが、運用として、主

たる事業区分で代表させることで可

としてもらいたい。

　当該事業の一環として整理できる

会議に要する費用はどの範囲か。

　受益の範囲が市町村などの特定の

地域に限定される場合においても、

公益目的事業となり得るのか。

　横断的注記アの「例」の中に、

次のような事例を追加していただき

たい。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

りますが、その場合は「資金貸付、

債務保証等」をご参照ください。

　別添「事業区分ごとの事業名の例」

の「表彰、コンクール」の欄に、「展

覧会」を追加します。

　ＦＡＱの問Ⅷ－２－②をご参照く

ださい。

　事業区分の名称は法人の事業名を

拘束するものではなく、対外的説明、

事業計画書、事業報告書その他では

法人の定めた事業名を引き続き使用

していただいて構いません。

　収益を目的とした売店や食堂は、

典型的な例として掲げたものです。

（収益事業等以外を目的としている

のであれば、その旨ご説明くださ

い。）

　認定法の規定上、収益事業等とは

公益目的事業以外の事業のことです。

区分すべき収益事業等の典型的な例

示は、横断的注記で示したとおりで

あり、ご参照ください。

　ＦＡＱの問Ⅷ－２－②をご参照く

ださい。

　会議に係る費用（会場借料等）で

すが、一回の会議で複数の案件を処

理する場合、所要時間などで適宜按

分してください。

　ＦＡＱの問Ⅸ－⑤をご参照くださ

い。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

をご参照ください。（現行の指導監

督基準においても、特定団体の構成
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員又は特定職域の者のみを対象とす

る福利厚生、相互救済等を主たる目

的とするものは、公益法人として適

当ではないとしています。）

　ご指摘の趣旨も考慮した結果、現

時点では典型的なものを例示として

掲げていることをご理解願います。

　公益目的事業は不特定多数の者の

利益の増進に寄与するものである必

要があります。このため、会員に対

して行う事業が別表各号の公益目的

に直接貢献する場合、会員に限定さ

れた事業であっても公益目的事業と

なる余地がありますが、一般的には

外部に開かれていることが原則です。

　会員と非会員で同じサービスを異

なる料金により実施する場合は、料

金に著しい格差がない限り機会が開

かれているものと考えることができ

ます。一方、会員と非会員で異なる

サービスを行っている場合、原則と

して、異なる事業を異なる者を対象

に行っているものと考えるべきです。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」【補足】横断的注記

アをご参照ください。

　受益の機会が一般に開かれている

かについては、ご指摘のような数値

的基準にはなじまないことをご理解

願います。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

をご参照ください。

　本体には「機会が、一般に開かれ

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人、そ

の他

その他

民法34条

法人

民法34条

　「私立学校教育に携わる教職員の

退職金給付事業のみを行う法人のよ

うに、対象に特定性が認められる場

合であっても、退職金給付事業が学

校教育を支え、実質的に学校教育の

一部をなす事業であるところから、

受給者が法人の会員である私立学校

の教職員に限定されていても、公益

目的事業としうる。」

　横断的注記アの『合理的な理由』

の判断基準については、各法人の自

主性や機動性が広く評価されるよう、

きめ細かい例示等の掲載をお願いし

たい。

　会員の入会資格に制限を設けず、

特定の者の利益を求めることなく広

く公益的な目的の下に活動している

団体が、これら会員を対象として公

益目的事業を行う場合は「不特定か

つ多数の者の利益の増進に寄与する

もの」という要件を満たしていると

解して良いか。

　会員向けサービスが結果的に「不

特定かつ多数の者の利益の増進に寄

与する」と考えられるものであれば、

会員と非会員とで提供するサービス

に差をつけることは認められるか。

　会員に限定した事業は全て公益目

的事業ではないのか。

　受益の機会が一般に開かれている

と判断するための、一定の数値的な

基準を示されたい。

　横断的注記アの「直接貢献する」

を「直接・間接に貢献する」にして

ほしい。

　横断的注記アの記述は「用語の

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

52

53

54

55

56

57

58
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59

60

61

62

63

64

65

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

ア

【補足】

横断的

注記

イ

【補足】

横断的

注記

イ

【補足】

横断的

注記

イ

別添

全体

全体

解説」ではなく、ガイドライン参考

「公益目的事業のチェックポイント

について」の本体に記述すべきであ

る。

　公益目的事業のチェックポイント

の【補足】横断的注記のアにおい

て、例の中で、「受講者が社員に限

定されていても」となっていますが、

「特定の有資格者等に限定されてい

ても」とした方がいいのではないで

しょうか。

　専門家の関与を確認するのは何故

か。

　「専門家が適切に関与しているか」

の用語解説のうち、「関与」の定義

を明確にされたい。

　専門家とはどのような者であれば

よいのか。

　別添の「事業区分ごとの事業名の

例」に「報告書の刊行」及び「学会

誌」を追加してほしい。

　本チェックポイントは「不特定か

つ多数の者の利益の増進に寄与する

もの」の概念それ自体を定義付ける

ものではなく、その裏付けとなる事

実認定に当たって一つの目安を示す

もので、これらに該当しないと公益

目的事業ではないということでは決

してないことを明瞭に示していただ

きたい。

　公益目的事業のチェックポイント

自体が抽象的なので、もっと具体的

法人

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

ているか」をチェックポイントとし

て掲げている事業区分が多いため、

横断的注記として記述している旨、

ご理解願います。

　例示では、特定の資格等を有する

者の大半で構成される法人であり、

ご指摘の趣旨を含んでいるのでご理

解願います。

　専門家の関与についてチェックを

行う趣旨は、事業目的を実施するた

めの事業の質が確保されているかを

確認するためです。

　専門家の関与とは、必ずしも法人

で雇用している必要はなく、事業を

遂行するに当たって適切な関与の方

法であればよいと考えます。

　専門家の関与についてチェックを

行う趣旨は、事業目的を実現するた

めの事業の質が確保されているかを

確認するためです。

　事業の内容に応じて、企画、指導、

審査等を行うのに必要な知識、技術、

知見等を教育、訓練、経験等によっ

て備えている者をいい、具体的にど

のような者が適当かは、事業によっ

て区々であることにご理解願います。

　ＦＡＱの問Ⅸ－②をご参照くださ

い。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」第１公益目的事業の

チェックポイントの性格をご参照く

ださい。

　具体的に事業を指定した方がよい

とのご指摘であるが、例えば、同じ
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事業名の事業であっても、事業の手

法が異なれば、不特定かつ多数の者

の利益の増進に寄与するものである

か否かの判断が異なることをご理解

願います。

　個別の事業に照らして検討してき

た結果であり、それを反映した構成

をとっています。

　ＦＡＱの問Ⅸ－⑧をご参照くださ

い。

　公益目的事業かどうかの判断自体

は、事業をどのように行う予定であ

るかの説明をもとに判断するもので

あり、実施の確実性に乏しい事業に

ついて判断することは可能ではあり

ます。

　このような事業を公益目的事業と

して認定した場合には、必要に応じ

て変更認定や事後の監督により対応

することとなります。

　事業区分は、法人の行う多種多様

な事業の中から典型的な事業につい

て整理したものです。

　一方、相談、セミナー、研究開発

など様々な形態の事業を組み合わせ

て、法人の目的を達成することは一

般に行われているところです。

　事業の単位については、「公益目

的事業のチェックポイントについ

て」【補足】横断的注記及びＦＡ

Ｑの問Ⅷ－２－②をご参照ください。

　なお、複数の事業を一つの事業と

してまとめて申請した場合、その一

部に公益性が認められなければ、当

該まとめた後の事業全体が公益目的

事業として認められないこともあり

得ますので注意が必要です。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

をご参照ください。

個人

民法34条

法人

その他

その他

その他

民法34条

法人

その他

に事業を指定した方がよい。

　論の展開構成として、第２の１と

２は、順序を逆にすべきではないか。

　法律に基づく事業を専ら専門的に

行っている現行の公益法人が、公益

認定を受ける場合でも、合議制機関

による審査対象とされるのか。

　実施を予定していても、他律的な

理由で実施の確実性に乏しい事業に

ついて、公益目的事業として判断す

ることができるのか。

　法人全体の目的を達成するために、

相談、セミナー、研究開発、普及等

の個々の事業を組み合わせて行って

いる。こうした場合、これを一まと

まりとして扱うことができないか。

　「不特定かつ多数の者の利益の増

進に寄与するもの」について「直接

的に不特定かつ多数の者の利益に資

する」というだけでなく、「間接的

全体

全体

全体

全体

全体

66

67

68

69

70
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71

72

73

74

75

全体

全体

全体

公益目

的事業

公益目

的事業

に結果として受益の効果が不特定か

つ多数の者に及ぶ場合」も含め、広

く公益性を認定するべきである。

　「不特定多数の者の利益」につい

て、特定の者にとっては直接利益を

受けるが、不特定多数の者にとって

は必ずしも恩恵を受けるということ

はないことがあるが、判断基準を明

確にしてほしい。

　公益目的事業の適否はこの不特定

多数の者の「利益」の「増進」に寄

与しているかどうかであるが、こ

こでいう「利益」「増進」について、

具体的な例示をして何が「利益」で

どうなることが「増進」なのかを具

体的にしめすべきではないか。

　特定非営利活動促進法の別表第12

号「情報化社会の発展を図る活動」

に相当するような事業が、公益法人

認定法の別表に定められていないた

め、「公益の増進に資する事業とし

て、情報化社会の発展を図る事業も

含まれる」点についてガイドライン

等に明記してほしい。

　官庁または他の公益法人からの

（公益目的の）受託業務を公益事業

と認めてほしい。

　指定管理者については、民間とも

競合し得る事業であるが、公共施設

の管理を主として行っている法人に

ついて、公益認定が受けられる余地

があるのか、基準に考え方を示して

欲しい。

個人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

その他

個人

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

をご参照ください。「不特定かつ多

数の者の利益の増進に寄与するも

の」という事実認定に当たっての留

意点として「公益目的事業のチェッ

クポイント」を示しておりますので、

併せてご参照ください。

　なお、特定の弱者の救済（難病患

者の救済）のように、現時点で受益

者が特定されていても、潜在的には

不特定多数の者が当該特定された弱

者になる可能性がある場合には、不

特定多数の者の利益の増進に寄与す

ると認められ得ます。

　ご指摘の趣旨は理解します。ご指

摘のような問題意識を持って「不特

定かつ多数の者の利益の増進に寄与

するもの」の事実認定上の留意点と

して「公益目的事業のチェックポイ

ント」を掲げていますことをご理解

願います。

　公益目的事業の種類は、現在一般

に公益と考えられているような事業

であれば、認定法別表第１号～第22

号までのいずれかに含まれるよう包

括的に定められていると考えられま

すが、情報化社会の発展を通じて、

別表各号のどのような公益目的を実

現するのかを説明いただく必要があ

ります。

　ＦＡＱの問Ⅸ－①をご参照くださ

い。

　ＦＡＱの問Ⅸ－①をご参照くださ

い。

　なお、指定管理者の受託事業が公

益目的事業に当たる場合、契約期間

終了後、再度受託できない場合、公

益目的事業比率が変わり得ますので

注意が必要です。
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　ＦＡＱの問Ⅸ－①をご参照くださ

い。

　なお、営利企業で行うのが一般的

になっているような事業の場合で

あっても、例えば、通常の営利企業

では採算割れする等の理由で提供し

ないサービスのように、その法人の

事業がなければ、社会的弱者等が

サービスを利用することが困難とな

るような場合は、一般的に公益性が

高いと考えられます。

　医療行為であるからといって直ち

に公益目的事業となるわけではあり

ません。

　サービスが一般的に提供されてい

る場合、個別事業の公益性について

は他の機関が提供するサービスとい

かなる点が異なっているか個別に説

明いただくことがあり得ます。

　ＦＡＱの問Ⅸ－⑦をご参照くださ

い。

　現在、主務官庁で認められている

事業であっても、認定法の基準に適

合していることの確認が必要です。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①及び問Ⅸ－

④をご参照ください。

　原則は、当該法人が直接に不特定

多数の者の利益の増進に寄与するこ

とを行っているかを説明していただ

きます。県協会を通じて行う事業の

場合、それぞれ県協会の行っている

事業を支援しているのであれば、当

該法人が公益目的事業を行っている

かが問われることとなります。全て

の県協会が公益法人であり、支援す

る対象の事業が公益目的事業であれ

ば、支援事業も公益目的事業として

認められる可能性が高いと考えます。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①をご参照く

その他

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

　事業内容が営利企業でも行ってい

る事業の場合における判断の考え

方・留意点等についても言及される

べき。

　病院、診療所は公益目的事業か。

　墓地の管理は公益目的事業か。

　「定款に定める法人の事業又は目

的に根拠がない事業は、公益目的事

業として認められないことがありう

る。」とは、現在、主務官庁から公

益事業として認可を受けている事業

は認定法においても公益目的事業と

して認められると解釈してよいか。

　市民への公益の間に県協会という

クッションがはいるので、直接、公

益目的事業と認定されないのか。

　複数の公益法人が共同して事業を

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

76

77

78

79

80

81
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82

83

84

85

86

87

88

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

行う場合、当該事業は公益目的事業

として認められるか。

　施設の貸与において、先着順で誰

でも利用可能としていれば公益目的

事業と認めてほしい。

　地方公共団体等を支援・補完する

業務については、公益目的事業と位

置付けるべきである。

　産業団体の場合、当該産業分野の

事業が健全な発達を遂げ、国民の信

頼性の維持が図られることは、不特

定かつ多数の者の利益の増進に寄与

することになることから、社員向け

に実施している事業についても公益

目的事業と認められるか。

　研修の参加者を限定しているが、

公益目的事業と認められるか。

　会員への教育・育成が間接的に不

特定多数の者の利益の増進に寄与す

る場合には、会員対象の講座につい

ても公益目的事業と認めてほしい。

　調査結果を自ら一般に公開しない

調査、資料収集は公益目的事業に当

たるか。

　チェックポイントにおける「不特

定かつ多数の者の利益の増進に寄与

するもの」の、“不特定かつ多数”は、

法人

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

民法34条

法人

民法34条

法人

その他

ださい。共同事業であっても同様で

す。

　単に先着順で貸与するものではな

く、公益目的に沿った貸与と、それ

以外の場合を区別する必要がありま

す。

　ＦＡＱの問Ⅸ－①をご参照くださ

い。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

及び「公益目的事業のチェックポイ

ントについて」【補足】横断的注記

アをご参照ください。

　個別事業が公益目的事業か否かに

ついては、ＦＡＱの問Ⅷ－１－①を

ご参照ください。

　なお、原則として受益の機会が公

開されていることが必要です。ただ

し、合理的な理由がある場合には例

外が認められることもあり得るため、

「公益目的事業のチェックポイント

について」第2.1講座、セミナー、

育成②注 及び「公益目的事業の

チェックポイントについて」【補足】

横断的注記アをご参照ください。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①（補足２）

及び「公益目的事業のチェックポイ

ントについて」【補足】横断的注記

アをご参照ください。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」第2.1調査、資料収

集②をご参照ください。なお、受託

調査についての公表の扱いについて

の②注は、受託している法人には公

表するかどうかについて決める権限

がないために設けたものである趣旨

をご理解願います。

　別表に位置づけられているように、

国際交流は公益目的事業とされる蓋

然性が高いと考えます。ただし、国
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際交流の利益を受ける者が国の内外

を問わず、特定者に限定される場合

には公益目的事業とはならないので

注意が必要です。

　ＦＡＱの問Ⅸ－④をご参照くださ

い。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」第2.2.上記の事業区分

に該当しない事業についてチェック

すべき点及びＦＡＱの問Ⅷ－２－①、

問Ⅸ－④をご参照ください。

　業界内の基準作成については、基

準の性格上、業界内の秩序の形成で

ある一方、国民の利便性の向上など

利益増進を図る面もあります。会員

会社とそれ以外の会社の差別化とい

う側面もあることから、これらが公

益目的事業かどうかについては、基

準が公開され、会員会社以外にも活

用されるなど、国民の利益にどのよ

うに貢献しているかといった総合的

な観点から判断する必要があると考

えます。

　協賛金については、団体が不特定

かつ多数の者の利益の増進に寄与す

る事業目的をたてて、その目的に適

した形で事業を展開しているかがポ

イントになります。

　特定の事業の検討のための検討会

で、この場合は、「公益目的事業の

チェックポイントについて」【補足】

横断的注記をご参照ください。

　検討会の成果が外部に公開され、

不特定多数の者に有益な情報の提供

となる場合には、「調査、資料収集」

として扱うのも可能です。ただし、

成果が法人内部にとどまり、外部に

活用されることがない場合には、不

特定多数の者の利益を増進している

ことにはならないと考えられます。

　当該寄附の事業の一部として行わ

れているような情報提供は、公益目

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

国内のみならず、海外も含むと解釈

されるが、それでよいか。その場合、

海外との交流事業、国際研究集会な

ども公益目的事業と認めて頂きたい。

　他の公益法人への寄附等は公益目

的事業費にならないのか。

　国連機関等、広く不特定多数の公

益に裨益することを目的とする者へ

の支援を目的とする事業は、支援対

象が特定の者に限定されていても、

公益認定の対象とする旨の基準を明

確にする必要がある。

　業界の業務運営上の統一的な基準

の作成は、事業者間のバラツキを無

くす等利用者の利益にも大きく貢献

しているので公益目的事業としてほ

しい。

　公益目的の活動を行っている団体

に対して協賛金等の名目で定期的に

資金を提供しているが、公益目的事

業としてほしい。

　行政機関の審議会等に代表として

専門知識を有する人材を委員として

派遣するとともに、法人内に検討会

を設けて検討している。当該活動は

公益目的事業として認めてほしい。

　公益目的事業への寄附者に対する

情報提供等は、公益目的事業として

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業
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95

96

97

98

99

100

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

ほしい。

　奨学金給付者の人数が年間20名～

30名、あるいは年間2,000万～3,000

万の奨学金給付を実行できない財団

については、公益目的事業と認めら

れないのか。

　シルバー人材センターが行う派遣

事業は公益目的事業か。また、会員

から徴収している会費は公益目的事

業か否かの判断に影響するか。

　船舶の航行安全等を確保するため、

年間365日、船舶向けに海上保安庁

等からの気象情報、射撃訓練等の情

報を無線放送により周知する事業は

公益目的事業か。

　各県の林業公社が行っている分収

林事業は、公益目的事業か。

　法定の公的資格試験の運営事務は

公益目的事業に当たるのか。

　学校教育法に基づき認可されてい

るものは公益目的事業ではないのか。

民法34条

法人

民法34条

法人

民法34条

法人

個人

民法34条

法人

その他

的事業の一環と整理することが可能

です。

　「公益目的事業のチェックポイン

トについて」助成（応募型）及び

ＦＡＱの問Ⅷ－１－①をご参照くだ

さい。

　個別事業が公益目的事業か否かの

判断については、ＦＡＱの問Ⅷ－１

－①をご参照ください。併せて、「公

益目的事業のチェックポイントにつ

いて」第2.2.上記の事業区分に該当

しない事業についてチェックすべき

点をご参照ください。なお、公益目

的事業か否かの判断に当たり、収入

源及び収入額は特段関係ありません。

　ただし、社団法人の形式をとって

いる場合であって、その社員に剰余

金を分配していると考えられる場合、

非営利法人としては不適切であるの

で注意が必要です。

　仮に行政機関の代行として行って

いる場合、ＦＡＱの問Ⅸ－①をご参

照ください。

　法人自らが、必要な情報が行き届

かない者に当該情報を提供する事業

である場合、公益目的事業の可能性

が高いと考えられます。

　個別事業が公益目的事業か否かの

判断については、ＦＡＱの問Ⅷ－１

－①をご参照ください。

　なお、例えば社団法人の場合、分

収後の法人の収益を社員間で分配を

行うなど剰余金の分配を行っている

場合や、解散時に残余財産を出資者

で分配することとしている場合には、

そもそも非営利法人として相応しく

ないということになりますのでご注

意ください。

　ＦＡＱの問Ⅸ－⑧をご参照くださ

い。

　その事業を行うに当たり法令上必

要な許認可等を受けることができな



95

パブリック・コメントの結果（チェックポイントについて）

いものは公益認定を受けることがで

きません（認定法第６条）が、許認

可等を受けていれば直ちに公益目的

事業というわけではありませんので

ご注意ください。

　なお、個別事業が公益目的事業か

否かの判断については、ＦＡＱの問

Ⅷ－１－①をご参照ください。

　ＦＡＱの問Ⅷ－１－①及び「公益

目的事業のチェックポイントについ

て」第2.1講座、セミナー、育成

をご参照ください。

　個別事業が公益目的事業か否かの

判断については、ＦＡＱの問Ⅷ－１

－①をご参照ください。

　併せて、「公益目的事業のチェッ

クポイントについて」第2.1調査、

資料収集及びＦＡＱの問Ⅸ－②をご

参照ください。

　公益目的事業の種類は、現在一般

に公益と考えられているような事業

であれば、認定法別表第１号～第22

号までのいずれかに含まれるよう包

括的に定められていると考えられま

すが、事業を通じて、別表各号のど

のような公益目的を実現するのかを

説明いただく必要があります。

　併せて、ＦＡＱの問Ⅷ－１－①及

び②をご参照ください。

民法34条

法人

その他

その他の

非営利法

人

　健康診断を受けた後の受診者を中

心にして、栄養指導や運動指導の

テーマで講座やセミナーを行う事業

は公益目的事業か。

　災害・事故等の原因究明・防止策

の検討といった調査活動は公益目的

事業としてほしい。

　○○事業は別表○号に該当すると

考えてよいか。

公益目

的事業

公益目

的事業

公益目

的事業

101

102

103


